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様式２－１－１ 国立研究開発法人 年度評価 評価の概要様式 

 
１．評価対象に関する事項 
法人名 国立研究開発法人防災科学技術研究所 
評価対象事業年

度 
年度評価 平成 30 年度 
中長期目標期間 平成 28～令和 4年度（第 4期） 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 文部科学大臣 
 法人所管部局 研究開発局 担当課、責任者 地震・防災研究課、工藤雄之 
 評価点検部局 科学技術・学術政策局 担当課、責任者 企画評価課、横井理夫 

 
３．評価の実施に関する事項 
令和元年６月 25 日 文部科学省国立研究開発法人審議会防災科学技術研究所部会（以下「部会」という。）（第 18 回）において、法人による自己評価の結果について、理事長等による説明を含む第１ 

回ヒアリングを実施するとともに、委員から主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した助言を受けた。 

令和元年７月 10 日 部会（第 19 回）において、法人による自己評価の結果について第２回ヒアリングを実施するとともに、委員から主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した助 

言を受けた。 

令和元年７月 23 日 部会（第 20 回）において、評価結果案を諮り、委員から、主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した助言を受けた。 

令和元年 8月 6日  文部科学省国立研究開発法人審議会（第 15 回）において、評価結果案を諮り、委員から、主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した助言を受けた。 
 

 
 
４．その他評価に関する重要事項 
独立行政法人の評価に関する指針等に基づき、中長期目標の「Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項」について「一定の事業等のまとまり」を明確化する変更を平成 30

年度に行い、本評価から「一定の事業等のまとまり」ごとに評価を行った。 
平成３１年３月１日 第４期中長期目標変更 
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様式２－１－２ 国立研究開発法人 年度評価 総合評定様式 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，

Ｄ） 

Ａ  Ｈ２８年

度 
Ｈ２９年

度 

Ｈ３０年

度 
Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

業務の質の向上 Ｂ 

Ａ Ａ     業務運営の効率化 Ｂ 

財務内容の改善等 Ｂ 

評定に至った理由 法人全体に対する評価に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、顕著な成果の創出や将来的な成果

の創出の期待等が認められるため。 
 
２．法人全体に対する評価 
以下に示すとおり、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 
○中核的機関としての産学官連携の推進については、イノベーションハブを形成し、産学官による研究開発を一体的に進める基盤の構築に向け、各センターを設置し、研究開発から社会実装まで一体と

して実施できる環境を確立したこと、また平成 30 年度から開始した内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」第 2 期の課題の一つ「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」において、

防災科研は 5 つの研究開発項目の研究開発機関や共同研究開発機関となり、これらの活動を総合的に推進するため、「国家レジリエンス研究推進センター」を設置し、大学や民間企業等の参画研究機関

と共同するための推進体制を構築したことは顕著な成果として高く評価できる。 
○基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進については、陸海統合地震津波観測網「MOWLAS」の運用において、機器の維持管理・更新を適切に行い、観測網の稼働率は目標の 95％を大きく上

回ったことは大いに評価できる。日本海溝海底地震津波観測網（S-net）の観測データは、JR 東日本で利用が拡大され、千葉県での活用も始まって、地震・津波観測監視システム（DONET）の観測デ

ータの JR 東海や、JR 西日本に試験配信を開始するなど社会実装が進展しているのは評価できる。 
○災害情報のアーカイブ機能の強化に関して、防災科研クライシスレスポンスサイトが、効率的に開設できるようになったことは、持続可能性の面で評価される。また、時限的研究プロジェクトで始め

た府省庁連携防災情報共有システム（SIP4D）の継続的運用を決定したことは、極めて高く評価できる。 
○研究開発の国際的な展開については、テキサス大学との協力、タイ国を対象とした SATREPS 事業、防災減災連携研究ハブを活用した「災害リスク低減に向けた Nation’s Synthesis の実現」提案な

ど、数字を上げるだけの国際的な展開だけでなく、研究開発法人らしい成果の最大化に向けて、主導的な立場で国際的な研究の枠組みを構築していることは高く評価できる。 
○防災行政への貢献については、内閣府の「災害時情報集約支援チーム（ISUT）」の一員として、大規模災害時における状況認識の共有に資するよう、SIP4D を活用しながら、西日本豪雨や北海道胆振

東部地震、大阪北部の地震などで現地での情報収集・集約及び情報共有を行う活動を実施し、その活動が対外的に賞賛されたことは極めて高く評価できる。 
○地震・津波予測技術の研究に関しては、MOWLAS データの利活用がさらに進み、また研究成果についても文部科学大臣表彰科学技術賞(開発部門)など多くの表彰を受け、さらに「１分でも早い避難」

を実現するために、南海トラフ海底地震津波観測網（N-net）の構築の検討、推進を主体的に実施したことは高く評価する。巨大地震発生メカニズム研究については、南海トラフ地震の基本シナリオ作

成が順調に進捗している。また、内陸地震シナリオ作成のモデルケースとして 2016 年熊本地震を対象とした 3 次元動的破壊伝播シミュレーションを実施し論文誌上で発表した結果、2018 年度日本地

震学会論文賞を受賞したことは、顕著な成果として高く評価できる。 
○実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ－ディフェンス）を用いた研究では、10 層コンクリート建物試験体を対象として、大規模な地震後も継続利用できる、柱梁接合部の損傷を抑制する設計技術の提案

と実証を実施し、次年度に日本建築学会が発刊する指針に掲載予定となったことや、エネルギー施設の配管系の耐震評価手法の合理化・高度化を目的とした事例規格作成活動において防災科研で実施し

た過去実験のデータを活用し、事例規格案を完成させ、公衆審査が完了し、日本機械学会より発刊が決定したことは高く評価できる。 
○気象災害の軽減に関する研究に関しては、近年多発している局地的豪雨、土砂災害、雪氷災害に対応した観測機器を整備するとともに、そのデータを解析することで、我が国の防災・減災に資してお

り、浸水予測モデルや吹雪予測などが社会実装されて社会に貢献したことは高く評価できる。また、自然災害ハザード・リスク評価と情報の利活用に関する研究については、リアルタイム被害予測の進

捗が加速して運用レベルに達し、さらに高い目標を設定し取り組んでいる点や、防災科研クライシスレスポンスサイトの自動開設、リアルタイム情報プロダクツの動的掲載などの新規技術開発・適用に

より、その運用の効率化・高度化を実現していることは高く評価できる。 
○理事長のリーダーシップの下、「研究開発成果の最大化」に向けて、研究開発能力及び経営管理能力の強化に取り組んだ。また、業務の継続的改善を推進するとともに、権限と責任を明確にした組織運

営を行っている。国難災害を乗り越えるために、防災科研はどのような役割を担うべきか等について、ブランディング活動を通じて全所的な議論を行い、“アイデンティティ”を作成するとともに、ある

べき将来像を描いた“長期構想”を形にしたことは、顕著な成果として高く評価できる。 
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３．項目別評価の主な課題、改善事項等 
○S-net の運用に関して日本語版・英語版のウェブページで内外に広く周知する、MOWLAS のデータ公開ポリシーを確立する、クライシスレスポンスサイトについて様々なユーザーに対応するよう表

示方法を改善するなど、防災科研が提供する様々な情報に対して、一層の利用者目線に立った情報公開が行われることが望まれる。（p.19 参照） 

 
４．その他事項 
研究開発に関する審議

会の主な意見 
特になし 
 

監事の主な意見 特になし 
 

 

※  評定区分は以下のとおりとする。 

Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見直しを含め特段の工夫、改善等が求められる。 
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様式２－１－３ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№ 
備考 

 
 中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№ 
備考 

 ２８

年度 
２９

年度 
３０

年度 
元

年度 
２

年度 
３

年度 
４

年度 
  ２８

年度 
２９

年度 
３０

年度 
元

年度 
２

年度 
３

年度 
４

年度 
Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
 １．防災科学技術研究にお

けるイノベーションの中核

的機関の形成 
  Ａ     Ⅰ－１  

  １．柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立 
Ⅱ－１  

 （１）中核的機関とし

ての産学官連携の推進 Ｂ Ａ （Ａ）          （１）研究組織及び事業の

見直し Ｂ Ｂ Ａ       

（２）基盤的観測網・

先端的研究施設の運

用・共用促進 
Ａ Ｓ （Ａ）       

  （２）内部統制 
Ｂ Ｂ Ｂ       

（３）研究開発成果の

普及・知的財産の活用

促進 
Ｂ Ａ （Ａ）       

  （３）研究開発等に係る評

価の実施 Ｂ Ｂ Ｂ       

（４）研究開発の国際

的な展開 
Ｂ Ｂ （Ａ）         ２．業務の効率化 

Ⅱ－２  

 （５）人材育成 

 
Ｂ Ｂ （Ｂ）          （１）経費の合理化・効率

化 Ｂ Ｂ Ｂ       

（６）防災行政への貢

献 
Ｓ Ｓ （Ｓ）          （２）人件費の合理化・効

率化 Ｂ Ｂ Ｂ       

２．防災科学技術に関する

基礎研究及び基盤的研究開

発の推進 
  Ａ     Ⅰ－２  

  （３）契約状況の点検・見

直し Ｂ Ｂ Ｂ       

 （１）災害をリアルタ

イムで観測・予測する

ための研究開発の推進 
Ｂ Ａ （Ａ）       

  （４）電子化の推進 
Ｂ Ｂ Ｂ       

 （２）社会基盤の強靱

性の向上を目指した研

究開発の推進 
Ｂ Ｂ （Ａ）       

 Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 Ｂ Ｂ Ｂ     Ⅲ  

 （３）災害リスクの低

減に向けた基盤的研究

開発の推進 
Ｂ Ａ （Ａ）       

 Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 

 Ｂ Ｂ Ｂ     Ⅳ  
 
※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。（来年度以降、「困難度」を採用する法人におかれては、困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。（今年度は該当法人なし）） 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書 No.」欄には、平成 30年度の項目別評定調書の項目別調書 No.を記載。 

※５ 評定区分は以下のとおりとする。 
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【研究開発に係る事務及び事業（Ⅰ）】 

Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見直しを含め特段の工夫、改善等が求められる。 

 

【研究開発に係る事務及び事業以外（Ⅱ以降）】 

Ｓ：国立研究開発法人の活動により、中長期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標の対中長期計画値（又は対年度計画値）が 120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：国立研究開発法人の活動により、中長期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標の対中長期計画値（又は対年度計画値）が 120％以上とする。）。 

Ｂ：中長期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中長期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中長期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 

 
なお、内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価せざるを得ない場合や、一定の条件を満たすことを目標としている場合など、業務実績を定量的に測定しがたい場合には、以下の評定とする。 

Ｓ：－ 

Ａ：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。 

Ｂ：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。 

Ｃ：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）。 

Ｄ：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要。 
 
 
 
 
 
 
 
  



- 6 - 
 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ 防災科学技術研究におけるイノベーションの中核的機関の形成 

関連する政策・施策 政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題

への対応 
施策目標９－２ 環境・エネルギーに関する課題への対応 
施策目標９－４ 安全・安心の確保に関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人防災科学技術研究所法第 15 条 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
令和元年度行政事業レビュー番号 0233 0248 0249 

 
２．主要な経年データ 
 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度  ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 
共同研究（件） 770 件 

以上 
122 件 138 件 128 件     

予算額（千円） － － －     

受託研究件数

（件） 

140 件 

以上 
42 件 46 件 49 件     

決算額（千円） － － －     

クロスアポイ

ントメント制

度の適用者数

（人） 

28 人 

以上 
3 人 5 人 6 人     

経常費用（千円） － － － 

    

客員研究員の

受入等の件数

（件） 

420 件 

以上 
85 件 101 件 117 件     

経常利益（千円） － － － 
    

観測網の稼働

率（％） 
95％以上 99.5％ 99.3％ 98.7％     

行政サービス実施

コスト（千円） 
－ － － 

    

先端的研究施

設の共用件数

（件） 

 51 件 57 件 48 件     
従事人員数 － － － 

    

知的財産の出

願（件） 

28 件 

以上 
5 件 9 件 12 件             

シンポジウム・

ワークショッ

プ開催数（回） 

140 回 

以上 
75 回 71 回 61 回     

    
    

プレスリリー

ス等（件） 

175 件 

以上 
33 件 36 件 40 件             

論文数（編/人） 7 編/人 

以上 
1.2 編/人 1.3 編/人 1.2 編/人             

学会等での口

頭発表（件/人） 

42 件/人

以上 
6.7 件/人 6.2 件/人 6.1 件/人             
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公開ウェブの

アクセス件数

（件） 

 
17,408,000

件 

13,101,000

件 

11,686,000

件 
    

 

 
       

海外の研究機

関・国際機関等

との共同研究

（件） 

56 件 

以上 
13 件 14 件 17 件     

 

       

海外からの研

修生等の受入

数（人） 

280 人 

以上 
657 人 546 人 448 人     

 
       

論文数（SCI 対

象誌等）（編） 

336 編 

以上 
63 編 66 編 60 編             

国際学会等で

の口頭発表（件

/人） 

7 件/人 

以上 
1.5 件/人 1.7 件/人 1.3 件/人     

 
       

地方公共団体

等 の 協 定 数

（件） 

98 件以上 43 件 74 件 62 件     
 

       

災害調査の実

施・支援等（件） 
 128 件 25 件 80 件             

国や地方自治

体等への情報

提供・協力等

（件） 

 1,581 件 1,117 件 1,043 件     

 

       

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評

価の視点）、指

標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

 １．防災科学技術研

究におけるイノベ

ーションの中核的

機関の形成 

 

防災科学技術の研

究開発成果の最大

化のために、関係府

省や大学・研究機

関、民間企業等の多

様な組織と人材が

それぞれの枠を超

１．防災科学技術研

究におけるイノベ

ーションの中核的

機関の形成 
 
防災科学技術の「研

究開発成果の最大

化」に向けて、関係

府省や大学・研究機

関、民間企業等の多

様な組織と人材が

それぞれの枠を超

１．防災科学技術研

究におけるイノベ

ーションの中核的

機関の形成 
 
防災科学技術の「研

究開発成果の最大

化」に向けて、関係

府省や大学・研究機

関、民間企業等の多

様な組織と人材が

それぞれの枠を超

１．防災科学技術

研究におけるイノ

ベーションの中核

的機関の形成 

１．防災科学技術研究

におけるイノベーショ

ンの中核的機関の形成 
 
 
＜主要な業務実績＞ 
主要な業務実績は、１

－１以降に記載。 

１．防災科学技術研究におけ

るイノベーションの中核的機

関の形成 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定： Ａ 

 
研究所の目的・業務、中長期

目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等につい

て諸事情を踏まえて総合的に

評定 Ａ 
＜評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等について諸

事情を踏まえて総合的に勘案した結果、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため。 
 

＜評価すべき実績＞ 
・補助評定の評価を総合的に判断した結果、評定をＡとする。 
 
・純粋な研究を行うだけでなく成果の実装を行う組織への改編により、本中長期目標

を達成するにあたって効率的な組織となっていることは高く評価できる。多くの

研究グループの成果は、評価指標を超えていることも高く評価できる。 
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えて、防災科学技術

の新しいイノベー

ションの創出に向

けて連携できる防

災科学技術の中核

的機関としての機

能を強化する。 

 

えて、防災科学技術

の新しいイノベー

ションの創出に向

けて連携できる防

災科学技術の中核

的機関としての機

能を強化する。 

えて、防災科学技術

の新しいイノベー

ションの創出に向

けて連携できる防

災科学技術の中核

的機関としての機

能を強化する。 
また、科学技術イノ

ベーションの実現

を目指す戦略的イ

ノベーション創造

プログラム（ＳＩ

Ｐ）において、防災

科研が管理法人と

して指定された課

題について、総合科

学技術・イノベーシ

ョン会議が策定す

る基本方針に基づ

き、管理法人業務を

行う。 

勘案した結果、適正、効果的

かつ効率的な業務運営の下で

「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が

認められるため、評定をＡと

する。 

 

(Ａ評定の根拠) 

・平成30年度から開始する内

閣府の「戦略的イノベーショ

ン創造プログラム（SIP）」第 2

期の課題の一つ「国家レジリ

エンス（防災・減災）の強化」

において、防災科研は 5 つの

研究開発項目の研究開発機関

や共同研究開発機関となり、

これらの活動を総合的に推進

するため、「国家レジリエンス

研究推進センター」を設置し、

大学や民間企業等の参画研究

機関と共同するための推進体

制を構築した。 

・S-net の観測データ活用は

JR東日本において太平洋側の

ほぼ全領域に拡大し、千葉県

での活用も開始した。DONETの

観測データは JR 東海と JR 西

日本における活用にむけ確実

に進展した。このように社会

実装を大きく前進させた。 

・「成果発表会」では、ターゲ

ットをより広く地方公共団体

や民間にも広げていくための

見せ方の工夫や新手法を用

い、対前年度の 2 倍近くの参

加者となり新たな客層を獲得

できた。 

・災害時のアーカイブ機能の

強化については、「戦略的イノ

ベーション創造プログラム

（SIP）」等の取組と連携しな

・政府や自治体だけでなく、民間企業や NPO などと積極的に協定を結んで、研究成

果を生かすだけでなく、新たな研究ニーズの発掘にもつなげていることは高く評

価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
・研究のプレイヤーとしてだけでなく、防災科学技術の研究を進めるために必要な研

究のマネジメントの力をつけ、研究開発の成果の最大化がより図れるようになる

ことを期待したい。 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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がら、継続して防災科研クラ

イシスレスポンスサイトを運

用するとともに、その運用の

効率化・標準化に努めた。そ

の結果として、大阪府北部地

震、平成 30年 7月豪雨、北海

道胆振東部地震において、情

報統合運用室を軸として研究

系部署・事務系部署が一体と

なって効率的に対応した。 

・先方の求めに応じる「受け

身」の国際協力から、こちら

から協力したい分野を目指し

て積極的に働きかける「攻め」

の国際協力に転じた点であ

り、具体的には、テキサス大

学との協力においては、我が

国に不足している衛星データ

の活用に関して米国の知見に

学ぶ会議を国内の重要な関係

者の参加を得て開催するとと

もに、同大学との継続的な協

力の礎を築いたところであ

り、非常に積極な取組が見ら

れたことは高く評価できる。

それに加えて、海外との防災

協力の取組としては、タイ国

を対象とした SATREPS 事業に

防災科研の有する技術・ノウ

ハウを活用しながら着実に取

り組む他、ペルー政府に働き

かけ、我が国の知見を活かし

た防災対策の実現に向け貢献

しているところであり、また、

仙台防災枠組の科学技術分野

の推進に実質的に貢献する防

災減災研究推進ハブの構築も

行っており、非常に積極的な

活動した。 

・平成30年に試行を開始した

内閣府が設置する官民チーム

「災害時情報集約支援チーム
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（ISUT）」の一員となり、大規

模災害時における状況認識の

統一に資するよう、府省庁連

携防災情報共有システム

（SIP4D）を活用しながら現地

での情報収集・集約及び情報

共有を行う活動を実施しただ

けではなく、平成 30 年 7月豪

雨では災害直後より被災地へ

職員を順次派遣し、SIP4Dを用

いて県の災害対策本部や災害

対応機関（地方自治体、自衛

隊、消防等）のニーズに応じ

た情報共有支援を行い、広島

市長より感謝状を頂いた。 

 

 

 

(１）中核的機関と

しての産学官連携

の推進 
 
我が国の防災科学

技術の中核的機関

として、その先端的

研究基盤を活用し、

「研究開発成果の

最大化」を推進する

観点から関係府省

や大学・研究機関、

民間企業等との連

携・協働の強化を図

る。クロスアポイン

トメント制度の活

用等により産学官

の人材・技術の流動

性を高め、防災科研

の直接的な成果の

みならず、他機関の

成果を含めた社会

実装に向けた橋渡

し、行政への技術支

援等を行うととも

(１）中核的機関と

しての産学官連携

の推進 
 
我が国の防災科学

技術の中核的機関

として、防災科研の

基盤的観測網や先

端的研究施設等の

先端的研究基盤を

活用し、「研究開発

成果の最大化」に向

けて、災害からの被

害軽減や事業継続

性の確保等のニー

ズを有するインフ

ラストラクチャー

事業者等の民間企

業や地方公共団体

との防災・減災対策

に関する連携・協働

等を推進し、我が国

全体の防災科学技

術の水準の向上を

図る。 

(１）中核的機関と

しての産学官連携

の推進 
 
引き続き「地震津波

火山ネットワーク

センター」「総合防

災情報センター」で

は安定的で継続的

な事業を推進する。

また、「先端的研究

施設利活用センタ

ー」では知財活用・

社会実装を推進す

る。さらに、「レジリ

エント防災・減災研

究推進センター」

「気象災害軽減イ

ノベーションセン

ター」「火山研究推

進センター」「首都

圏レジリエンス研

究センター」「国家

レジリエンス研究

推進センター」では

(１）中核的機関と

しての産学官連携

の推進 
 
○イノベーション

ハブを形成し、産

学官による研究開

発を一体的に進め

る基盤の構築に向

けた取組を推進し

ているか。 
 
《評価指標》 
・産学官連携の成

果 
《モニタリング指

標》 
・共同研究・受託研

究件数 
・クロスアポイン

トメント制度の適

用者数、客員研究

員の受入等の件数 

(１）中核的機関として

の産学官連携の推進 
 
 
・「地震津波火山ネット

ワークセンター」及

び「総合防災情報セ

ンター」では、安定的

で継続的な事業を推

進した。 
・また、「先端的研究施

設利活用センター」

では知的活用・社会

実装を推進した。「レ

ジリエント防災・減

災研究推進センタ

ー」「気象災害軽減イ

ノベーションセンタ

ー」「火山研究推進セ

ンター」「首都圏レジ

リエンス研究センタ

ー」「国家レジリエン

ス研究推進センタ

ー」では外部資金に

よる大型プロジェク

(１）中核的機関としての産学

官連携の推進 
 
 
補助評定：（Ａ） 
<補助評定に至った理由> 
研究所の目的・業務、中長期

目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等につい

て諸事情を踏まえて総合的に

勘案した結果、適正、効果的

かつ効率的な業務運営の下で

「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が

認められるため、（Ａ）評定と

する。 
 
（（Ａ）評定の根拠） 
・イノベーションハブを形成

し、産学官による研究開発

を一体的に進める基盤の構

築に向けた取組の第一歩と

して、各センターを設置し、

研究開発から社会実装まで

(１）中核的機関としての産学官連携の推進 
 
 
 
補助評定：（Ａ） 
＜補助評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等について諸

事情を踏まえて総合的に勘案した結果、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため。 
 

＜評価すべき実績＞ 
・イノベーションハブを形成し、産学官による研究開発を一体的に進める基盤の構築

に向け、各センターを設置し、研究開発から社会実装まで一体として実施できる環

境を確立したこと、また平成 30 年度から開始した内閣府の「戦略的イノベーショ

ン創造プログラム（SIP）」第 2 期の課題の一つ「国家レジリエンス（防災・減災）

の強化」において、防災科研は 5 つの研究開発項目の研究開発機関や共同研究開

発機関となり、これらの活動を総合的に推進するため、「国家レジリエンス研究推

進センター」を設置し、大学や民間企業等の参画研究機関と共同するための推進体

制を構築したことは顕著な成果として高く評価できる。 
・「首都圏レジリエンス研究推進センター」の「データ利活用協議会」や、「官民研究

開発投資拡大プログラム（PRISM）」の「データ利活用協議会」との連携や、高専

との連携・協力協定による「地域防災力向上チャレンジ」、政投銀との連携、総務

省の IoT デザインハブや IoT デザインガールを支援するほか、地域 IoT 官民ネッ

トへの参画など、今後の成果が期待される取り組みを進めている事も評価できる。 
・共同研究件数やクロスアポイント制度の適用者数などはいずれも数値目標を達成
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に、国内外の大学・

研究機関、民間企業

等の人材が交流す

るネットワークと

なるイノベーショ

ンハブを形成し、産

学官による研究開

発を一体的に進め

る基盤を構築する。 

また、クロスアポイ

ントメント制度を

活用した産学官の

多様な人材の受入

れ、研究開発上の多

様なシーズを有す

る大学等の研究機

関や民間企業等と

ニーズを有する地

方公共団体や民間

企業との共同研究

の推進、プロジェク

トベースの研究開

発センターの設置

等を通じて、人材と

「知見・技術・経験」

を結ぶネットワー

クを構築すること

により、研究開発か

ら社会実装まで一

体として実施でき

る研究環境を確立

する。 
さらに、我が国が推

進するプロジェク

ト等への参画によ

る外部資金の獲得

を大学・研究機関・

民間企業等と積極

的に推進し、防災科

研の成果とともに

他機関の成果も含

め社会実装の橋渡

しや行政機関への

技術支援等を行い、

防災科学技術のイ

ノベーション創出

の中核的機関とし

ての地位を確立す

る。 
 

外部資金による大

型プロジェクト研

究を推進する。 

ト研究を推進した。

「国家レジリエンス

研究推進センター」

は、平成 30 年度から

開始された内閣府の

「戦略的イノベーシ

ョン創造プログラム

（SIP）」第 2 期の課

題の一つ「国家レジ

リエンス(防災・減災)
の強化」において、防

災科研が５つの研究

開発項目の研究開発

機関や共同研究開発

機関となったため、

これらの活動を総合

的に推進するために

設置された。なお、

「国家レジリエンス

研究推進センター」

を新設するにあた

り、大学や民間企業

等の参画研究機関と

共同するために所内

規程を改定するな

ど、研究開発の進捗

フォローや関係省庁

を含めた社会実装具

体化のための推進体

制を構築し、衛星、

AI、ビックデータ等

を活用した国家レジ

リエンスの強化に資

する新技術の研究開

発を行うことを目指

していく。 
・昨年度に設置した「首

都圏レジリエンス研

究推進センター」で

は、「データ利活用協

議会」を運営し各研

究課題における民間

一体として実施できる研究

環境の確立を推進したこと

は評価できる。 
・顕著な成果としては、平成

30 年度から開始する内閣

府の「戦略的イノベーショ

ン創造プログラム（SIP）」
第 2 期の課題の一つ「国家

レジリエンス（防災・減災）

の強化」において、防災科研

は 5 つの研究開発項目の研

究開発機関や共同研究開発

機関となり、これらの活動

を総合的に推進するため、

「国家レジリエンス研究推

進センター」を設置し、大学

や民間企業等の参画研究機

関と共同するための推進体

制を構築したことは高く評

価できる。 
・昨年度に設置した「首都圏

レジリエンス研究推進セン

ター」では、「データ利活用

協議会」や 4 回のシンポジ

ウムを開催し、約 70 もの組

織が協議会に正式な会員と

して入会するなど、生活の

拠点となる施設等での試験

的観測等を行うための共同

研究も実施したことは高く

評価できる。 
・気象災害軽減イノベーショ

ンセンターでは、独立行政

法人国立高等専門学校機構

と連携・協力協定を締結し、

「地域防災力向上チャレン

ジ」実施しただけではなく、

総務省の地域 IoT 官民ネッ

トに国立研究開発法人とし

て初の会員となり、地域の

産学官連携を推進したこと

は高く評価できる。 

しており高く評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
－ 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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企業と顕著な取組み

の共有を図った。ま

た、新たな協力枠組

みの創出を目指すシ

ンポジウム（全 4 回）

の開催や、協議会に

正式な会員として約

70 の組織・団体並び

個人が入会いただく

など、生活の拠点と

なる施設等での試験

的観測等を行うため

の共同研究も実施し

た。その他企業が有

する地震観測データ

等の提供に関する覚

書を複数者と締結し

た。これらの活動を

踏まえ、内閣府の施

策である「官民研究

開発投資拡大プログ

ラム（PRISM）」にお

いて、「データ利活用

協議会」等との先行

事例との連携を図

り、民間企業が有す

るリソースを活用し

た災害予防・被害軽

減に資する新たな取

り組みを実施した。 
・気象災害軽減イノベ

ーションセンターで

は、独立行政法人国

立高等専門学校機構

と連携・協力協定を

締結し、「地域防災力

向上チャレンジ」実

施した。また、株式会

社日本政策投資銀行

とも連携・協力協定

を結び、気象災害を

はじめとする防災分

・新たに次期海底地震津波観

測網の検討にクロスアポイ

ントメント制度等を活用し

て大学から技術統括を受入

れ、多様な人材を活用して

研究を推進したことは評価

できる。 
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野への活動可能性の

検討を開始した。さ

らに、総務省の IoTデ

ザインハブや IoT デ

ザインガールを支援

するほか、地域 IoT官

民ネットに初の国立

研究開発法人として

会員となり、地域の

産学官連携を推進し

た。 
・共同研究を 128 件、

受託研究を 49件実施

した（受託事業収入：

1,711 百万円）。 
・客員研究員 117 人を

受入れ、クロスアポ

イントメント制度を

活用して 6 人を受入

れた。 
 

 

(２)基盤的観測網・

先端的研究施設の

運用・共用促進 
 
地震調査研究推進

本部の「新たな地震

調査研究の推進に

ついて―地震に関

する観測、測量、調

査及び研究の推進

についての総合的

かつ基本的な施策

―（平成 24 年９月

６日改訂）」、科学技

術・学術審議会測地

学分科会地震火山

部会の計画等を踏

まえて、陸域の地震

観測網（高感度地震

観測網、広帯域地震

観測網、強震観測網

(２)基盤的観測網・

先端的研究施設の

運用・共用促進 
 
地震調査研究推進

本部の地震調査研

究に関する総合基

本施策及び調査観

測計画を踏まえて、

陸域の地震観測網

（高感度地震観測

網、広帯域地震観測

網、強震観測網等）

と海域の地震観測

網（日本海溝海底地

震津波観測網（S-
net）、地震・津波観

測 監 視 シ ス テ ム

（DONET））を一元

化した海陸の基盤

的地震観測網の安

(２)基盤的観測網・

先端的研究施設の

運用・共用促進 
 
従来の高感度・広帯

域地震観測データ

や火山観測データ

等に加え、S-net や

DONET のデータ

も関係機関との間

で共有出来る仕組

みを提供するとと

もに、東日本大震災

のような広域災害

の発生を念頭に、よ

り安定したデータ

共有を実現するた

めの仕組みの構築

に取り組む。さら

に、行政や企業によ

る海陸観測網デー

(２)基盤的観測網・

先端的研究施設の

運用・共用促進 
 
○基盤的観測網・

先端的研究施設

の安定運用を通

じ、国内外の関

係機関における

防災科学技術に

関する研究開発

の推進に貢献し

ているか。 
 
《評価指標》 
・観測データの関

係機関との共有

や利用促進の取

組の進捗 
・国内外の地震・津

波・火山に関す

(２)基盤的観測網・先端

的研究施設の運用・共

用促進 
 
・陸海統合地震津波火

山 観 測 網

（MOWLAS）の一元

的な維持管理・運用

を安定的に行うとと

もに、平成 29 年度補

正予算による地震観

測網の観測機器の更

新や障害が発生した

観測点の復旧を実施

した。これらにより、

防災科研が中核的機

関として推進する防

災科学技術研究はも

とより、気象庁の監

視業務をはじめとす

る地震や津波、火山

（２）基盤的観測網・先端的

研究施設の運用・共用促進 
 
 
補助評定：（Ｓ） 
<補助評定に至った理由> 
研究所の目的・業務、中長期

目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等につい

て諸事情を踏まえて総合的に

勘案した結果、適正、効果的

かつ効率的な業務運営の下で

「研究開発成果の最大化」に

向けて特に顕著な成果の創出

や将来的な特別な成果の創出

の期待等が認められるため、

（Ｓ）評定とする。 
 
（（Ｓ）評定の根拠） 
・MOWLASの運用において、

観測点被害に対する迅速な

（２）基盤的観測網・先端的研究施設の運用・共用促進 
 
 
 
補助評定：（Ａ） 
＜補助評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等について諸

事情を踏まえて総合的に勘案した結果、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため。なお、自己評価では（Ｓ）評定であるが、今後の課題・指

摘事項に記載のとおり、S-net の運用について課題があり、更なる改善が見込まれる

ため、（Ａ）評定とした。 
 

＜評価すべき実績＞ 
・陸海統合地震津波観測網「MOWLAS」の運用において、機器の維持管理・更新を

適切に行い、観測網の稼働率は目標の 95％を大きく上回ったことは大いに評価で

きる。 
・S-net の観測データは、JR 東日本で利用が拡大され、千葉県での活用も始まって

おり、DONET の観測データの JR 東海や、JR 西日本に試験配信を開始するなど

社会実装が進展しているのは評価できる。加えて、平成 30 年度科学技術分野の文

部科学大臣表彰科学技術賞（開発部門）と 2017 年度日本地震学会技術開発賞を受

賞した外、国際鉄道連合（UIC）のグローバルリサーチ＆イノベーション賞を受賞
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等）と海域の地震観

測網（日本海溝海底

地震津波観測網（S-
net）、地震・津波観

測 監 視 シ ス テ ム

（DONET））を一元

化した海陸の基盤

的地震観測網や基

盤的火山観測網の

整備・安定的運用を

継続するとともに、

観測データの関係

機関との共有や利

用促進を図り、国内

外の関係機関にお

ける研究、業務遂行

や我が国の地震・津

波・火山に関する調

査研究の進展に貢

献する。 
我が国全体の防災

科学技術に関する

研究開発を推進す

るため、実大三次元

震動破壊実験施設

( Ｅ－ディフェン

ス)、大型降雨実験

施設、雪氷防災実験

施設等の先端的な

研究基盤施設につ

いて効果的・効率的

かつ安全に運用し、

外部研究機関との

共用を促進する。な

お、共用に当たって

は、これまでの実績

及び当該施設の運

用状況のみならず

研究開発成果を最

大化することも踏

まえ、年度計画に定

定的運用（稼働率

95％以上）を行うと

ともに、関連施設の

更新を図る。また、

「今後の大学等に

おける火山観測研

究の当面の進め方

について」（平成 20
年 12 月、科学技術・

学術審議会測地学

分科会火山部会）及

び「御嶽山の噴火を

踏まえた火山観測

研究の課題と対応

について」（平成 26
年 11 月、科学技術・

学術審議会測地学

分科会地震火山部

会）に基づき、重点

的に強化すべき火

山について観測施

設の整備・運用を推

進する。観測データ

の関係機関との共

有や利用促進を図

り、国内外の関係機

関における研究、業

務遂行や我が国の

地震・津波及び火山

に関する調査研究

の進展に貢献する。 
我が国全体の防災

科学技術に関する

研究開発を推進す

るため、実大三次元

震動破壊実験施設

（Ｅ－ディフェン

ス）、大型降雨実験

施設、雪氷防災実験

施設等の先端的研

究施設の運用・共用

促進を行う。 

タの利活用を促進

させる。広く地震津

波被害の低減に貢

献するため、開発し

た即時予測技術を

実装し、多様な防災

情報の発出を検討

する。また、観測網

の利活用、技術開

発、運用費用の在り

方等に関する検討

に取り組む。 
平成 30 年度には、

Ｅ－ディフェンス

を安全・確実に運用

するため、加振系装

置、制御系装置、油

圧系装置、高圧ガス

製造設備の定期点

検と日常点検を実

施し、Ｅ－ディフェ

ンスの効果的・効率

的な運用を行う。ま

た、Ｅ－ディフェン

スの施設・設備・装

置等の改善、改良及

び性能向上に資す

るための検討を進

める。なお、平成 30
年度における施設

の共用に関する計

画は以下のとおり

である。 
●Ｅ－ディフェン

ス 
共用件数：年間 4 件 
外部研究機関等に

よるＥ－ディフェ

ンスの活用促進と

して、「首都圏を中

心としたレジリエ

ンス総合力向上プ

る業務遂行や調

査研究等への貢

献の実績 
・先端的研究施設

等の活用による成

果 
《モニタリング指

標》 
・観測網の稼働率 
・先端的研究施設

の共用件数 
 

に関する防災行政、

大学や研究機関にお

ける学術研究及び教

育活動の推進に貢献

した。平成 30 年度に

おける観測網の稼働

率は、迅速な障害復

旧対応や老朽化した

機器の更新等の実施

により、目標値であ

る 95%を達成した

（高感度地震観測網

Hi-net：98.7%、広帯

域地震観測網 F-net：
99.3%、基盤強震観測

網：98.7%、全国強震

観 測 網 K-NET ：

99.4%、日本海溝海底

地震津波観測網 S-
net:98.9%、地震・津

波観測監視システム

DONET：97.0%、基

盤的火山観測網 V-
net：97.6%）。なお、

運用している全ての

観測点のうち、デー

タを受信した観測点

の割合を稼働率とし

て算出している。 
・海域観測網のうち S-

netについては、10月

より千葉県に実装し

た津波浸水予測シス

テムの活用が開始さ

れ、昨年度一部(S1)の
データ活用を開始し

た東日本旅客鉄道株

式会社において、平

成 31年 1月よりデー

タ配信領域を拡充

し、太平洋側のほぼ

全領域(S2～S5)に拡

障害対応復旧や老朽化した

機器の更新を確実に実施す

ることにより、平成 30 年度

も基盤的地震火山観測網を

安定して維持し、その稼働

率が目標値を達成した。 
・S-net の観測データ活用は

JR 東日本において太平洋

側のほぼ全領域に拡大し、

千葉県での活用も開始し

た。DONET の観測データ

は JR 東海と JR 西日本に

おける活用にむけ確実に進

展した。このように社会実

装を大きく前進させる取組

は特に顕著な成果として高

い評価に値する。 
・地震や火山活動や災害時の

積極的な情報発信および報

道機関の取材対応を含めた

幅広い広報活動は高い評価

に値する。 
・これらの成果が外部からも

評価され複数の表彰を受け

るとともに南海トラフ地震

に向けて新たな観測網構築

の検討を進めたことは高く

評価できる。 
・Ｅ－ディフェンスの各装

置・設備の定期点検と日常

点検を実施し、Ｅ－ディフ

ェンスが効果的・効率的に

運用できたことは評価でき

る。 
・平成 30 年度の外部利用は、

年間目標値以上の実績を残

し各実験施設では幅広い内

容のデータが取得され、そ

の成果は各々の分野におい

て有効に活用されるものと

期待される。 

するなど、外部から高い評価を受けていることも評価に値する。 
・先端施設の運用については、稼働率の高い目標値を達成して効率的な運用ができた

だけでなく、他研究機関や民間企業の研究開発支援に貢献したことは高く評価で

きる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
・MOWLAS は高い稼働率で運用されているが、S-net において一部の水圧センサー

でデータ不良が発生したこと及び、一部の観測データが一般配信されていない状

況となっていることが課題となっている。今後、より安定した運用を目指すこと

が、研究成果の最大化のミッションとして期待される。 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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める共用件数を確

保する。 
また、基盤的観測網

や先端的研究施設

によって得られた

データを活用した

外部の成果を把握

し、これらの成果に

防災科研が貢献し

ていることが社会

から幅広く理解さ

れるように努める。 

Ｅ－ディフェンス

について、効果的・

効率的な運用を行

うとともに、その安

全・確実な運用のた

め、施設・設備・装

置等の保守、点検及

び整備を着実に実

施する。また、地震

減災研究の振興を

図るため、共同研究

や外部研究機関等

への施設貸与によ

るＥ－ディフェン

スの活用を促進す

るとともに、実験デ

ータを外部研究機

関等へ提供する。さ

らに、優れた研究開

発環境を確立する

ため、関連する施

設・設備・装置等の

改善、改良及び性能

向上など、地震減災

研究に関する研究

基盤機能の高度化

に取り組む。 
先端的研究施設に

ついて効果的・効率

的かつ安全に運用

し、幅広い研究分

野・領域で産業界を

含めた国内外の外

部研究機関との共

用を促進する。な

お、これまでの実績

及び当該施設の運

用状況のみならず

研究開発成果を最

大化することも踏

まえ、年度計画に定

ロジェクト」におけ

る非構造部材を含

む構造物の崩壊余

裕度に関するデー

タ収集・整備の実験

を実施する。また、

民間企業への施設

貸与3件の実施を予

定している。さら

に、データ公開シス

テムによる外部研

究機関等への実験

データ提供を引き

続き実施すると共

に、公開予定日を迎

える実験データの

開示を進める。 
 
大型耐震実験施設、

大型降雨実験施設、

雪氷防災実験施設

について効果的・効

率的かつ安全に運

用し、幅広い研究分

野・領域で産業界を

含めた国内外の外

部研究機関との共

用を促進する。な

お、平成 30 年度に

おける施設の共用

に関する計画は以

下のとおりである。 
 
●大型耐震実験施

設 
 共用件数：年間 9
件 
外部研究機関等へ

の施設の共用とし

て、構造物や地盤・

土構造物等を対象

大した活用に進展

し、東海旅客鉄道株

式会社への試験配信

も拡充した。また、

DONETについても、

東海旅客鉄道株式会

社と西日本旅客鉄道

株式会社への試験配

信を開始し、次年度

に列車制御にデータ

が活用される予定で

あるなど、社会実装

の更なる前進を図っ

た。 
・海域観測網について

は WEB サイトを構

築し、広く情報発信

するための取組も進

めた。6 月に発生した

大阪府北部の地震や

房総半島沖でのスロ

ー地震、9 月に発生し

た平成 30年北海道胆

振東部地震では、解

析結果を地震調査委

員会等の各種委員会

に提供するととも

に、ネットワークセ

ンターの Web サイト

やクライシスレスポ

ンスサイトを通じて

広く国民に向けて情

報発信した。火山活

動に関しては、8 月の

口永良部島の火山活

動について、クライ

シスレスレポンスサ

イトを通じて情報発

信した。また、学会等

におけるブース出展

や新聞・テレビ等報

道機関の取材対応に
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める共用件数を確

保する。 
また、防災科学技術

や災害情報を集約

及び展開できる情

報基盤を活用する

ことにより知の統

合化を進める。さら

に、基盤的観測網や

先端的研究施設に

よって得られたデ

ータを活用した外

部の成果を把握し、

これらの成果に防

災科研が貢献して

いることが社会か

ら幅広く理解され

るように努める。 
 

とした9件の実験実

施を計画している。 
 
●大型降雨実験施

設 
 共用件数：年間 5
件 
共用実験として施

設貸与実験 2 件、ま

た、共同研究実験 3
件程度を計画中で

ある。さらに自体研

究、普及啓発のため

の実験を行う予定

である。 
 
●雪氷防災実験施

設 
 共用件数：年間 22
件 
大学や公的研究機

関との雪氷防災の

基礎研究に関する

共同研究 15 件、及

び雪氷対策技術の

実用化に関する民

間企業への施設貸

与7件の実施を予定

している。 
 

より、幅広く広報活

動を行った。 
・このような観測網の

整備と安定的運用に

よる防災研究分野へ

の貢献により、平成

30 年度科学技術分野

の文部科学大臣表彰

科学技術賞（開発部

門）と 2017 年度日本

地震学会技術開発賞

を受賞した外、国際

鉄道連合（UIC）のグ

ローバルリサーチ＆

イノベーション賞を

受賞した。また、南海

トラフ地震の想定震

源域のうち、観測網

を設置していない高

知県沖から日向灘の

海域にケーブル式観

測網を構築するた

め、ルート基本案や

観測システムについ

て検討を行った。 
 
●Ｅ－ディフェンス 
・加振系装置、制御系装

置、油圧系装置及び

高圧ガス製造設備の

定期点検と日常点検

を実施し、Ｅ－ディ

フェンスの安全かつ

効果的・効率的な運

用を行った。併せて、

日常点検やＥ－ディ

フェンス構内で行わ

れる各種工事への安

全管理を確実に実施

し、平成 18 年 4 月よ

り継続されている無

災害記録は平成 30年
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度末には 206 万時間

を超えた。また、Ｅ－

ディフェンスの施

設・設備・装置等の改

善、改良及び性能向

上に資するため、作

動油の交換、実験停

止時間短縮のための

機器導入などの検討

を行った。さらに、長

期的な評価実験での

運用を見据え、施設

貸与による運用プラ

ンの策定と、加振シ

ステムの更新及び老

朽化対策の提案を引

き続き行っている。 
・幅広い地震減災研究

に係わる研究開発で

の利活用を示す共用

件数については、委

託研究による施設利

用 1 件、施設貸与 5 件

及び余剰空間貸与 1
件の実験研究が行わ

れた。さらに、実験デ

ータを外部機関等に

提供するデータ公開

システムを継続的に

運用し、平成 30 年度

に実験データ 6 件の

開示を行い、公開件

数は 63 件に達した。 
 
●大型耐震実験施設 
・国際共同研究１件、共

同研究 6 件、施設貸

与 4 件の利用実績を

あげた。 
 
●大型降雨実験施設 
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・共同研究 3 件、施設貸

与 4 件の利用実績を

あげた。 
・今年度は「雨天時のド

ローン飛行性能評価

実験」における運転

技術の検証や自動制

御技術に関する実験

を行った。 
 
●雪氷防災実験施設 
・国際共同研究１件、共

同研究 15 件、施設貸

与 7 件の利用実績を

あげた。 
・雪氷防災実験棟をは

じめとする低温実験

設備では冷媒として

現在、特定フロンが

使われているためそ

の更新に向けた検討

を行ってきたところ

であり、今後も検討

を進める予定であ

る。 
 
 

 

（３）研究開発成果

の普及・知的財産の

活用促進 
 
① 関係府省や地

方公共団体、民間企

業等防災科学技術

の研究成果を活用

することが想定さ

れる機関のニーズ

を踏まえた研究を

進めるなど、研究成

果が活用され普及

するための取組を

推進する。また、研

（３）研究開発成果

の普及・知的財産の

活用促進 
 
①研究開発成果の

普及・知的財産の活

用促進 
 
防災科研で得られ

た研究成果を広く

普及させるため、シ

ンポジウムや研究

成果発表会を開催

するとともに、国内

外における学会・学

（３）研究開発成果

の普及・知的財産の

活用促進 
 
①研究開発成果の

普及・知的財産の活

用促進 
 
防災科研で得られ

た研究成果を広く

普及させるため、シ

ンポジウムや研究

成果発表会を開催

するとともに、国内

外における学会・学

（３）研究開発成

果の普及・知的財

産の活用促進 
 
①研究開発成果の

普及・知的財産の

活用促進 
 
○関係府省や地方

公共団体、民間企

業等のニーズを踏

まえた研究開発の

推進や知的財産権

の活用は適切にな

されているか。 

（３）研究開発成果の

普及・知的財産の活用

促進 
 
・防災科研で得られた

研究成果を広く普及

させるため、シンポ

ジウム等の開催は、

マスコミや関係者だ

けではなく一般国民

の関心が高く減災に

結びつきやすい情報

の利活用に関するも

のなどを中心に数多

く実施した。 

（３）研究開発成果の普及・

知的財産の活用促進 
 
 
補助評定：（Ａ） 
<補助評定に至った理由> 
研究所の目的・業務、中長期

目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等につい

て諸事情を踏まえて総合的に

勘案した結果、適正、効果的

かつ効率的な業務運営の下で

「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が

（３）研究開発成果の普及・知的財産の活用促進 
 
 
 
補助評定：（Ａ） 
＜補助評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等について諸

事情を踏まえて総合的に勘案した結果、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため。 
 

＜評価すべき実績＞ 
・クライシスレスポンスサイトが、効率的に開設できるようになったことは、持続可

能性の面で評価できる。 
・時限的研究プロジェクトで始めた SIP4D の継続的運用を決定したことは、極めて

高く評価できる。 
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究開発成果の技術

移転、社会実装、国

際展開を効果的に

進めるため、明確な

知的財産ポリシー

の下、防災科研が創

出・保有する知的財

産の価値の最大化

を図る。 
 
② 防災科研の役

割や活動に関する

国民の理解を深め

るため、ウェブやマ

スメディア等を通

じて、研究活動や研

究成果の情報発信

やアウトリーチに

努める。また、防災

科学技術に関する

国内外の様々な情

報及び資料を収集・

整理・データベース

化し、ウェブ等を通

じて効果的に提供

する。 
 その際、利用者の

ニーズを踏まえつ

つ、利用者が必要と

する情報に効率的

にアクセスできる

ようにウェブの機

能強化を図るとと

もに、専門的な知識

を持たない利用者

に対してもわかり

やすく情報を提供

することに努める。 
 

術誌等で発表・公表

する。その際、科学

的な知見の発信レ

ベルの維持・向上の

ため、査読のある専

門誌及び SCI 対象

誌等の重要性の高

い専門誌での誌上

発表や学会等での

口頭発表を行う。 
研究開発成果の普

及に当たっては、国

民の安全・安心に直

結するという防災

科学技術の特性を

踏まえ、海外展開も

念頭に置きながら、

広く成果が活用さ

れるよう知的財産

の取得・活用戦略・

管理等の方針を定

めた知的財産ポリ

シーを新たに策定

する。その際、単に

実施料収入の観点

だけでなく、我が国

の防災力の向上に

留意した質の高い

特許等の知的財産

の権利化や実施許

諾等に努める。さら

に、先端的研究施設

等を利用した試験

結果に基づき、性

能・品質等を検証す

るための仕組みづ

くりの検討を行う。

また、ウェブ上の公

開等を通じ、民間企

業や地方公共団体

等を対象として潜

在的なニーズや連

術誌等で発表・公表

する。その際、科学

的な知見の発信レ

ベルの維持・向上の

ため、査読のある専

門誌及び SCI 対象

誌等の重要性の高

い専門誌での誌上

発表や学会等での

口頭発表を行う。 
研究開発成果の普

及に当たっては、国

民の安全・安心に直

結するという防災

科学技術の特性を

踏まえ、海外展開も

念頭に置きながら、

広く成果が活用さ

れるよう特許、実用

新案、商標権等の知

的財産の取得・活用

戦略・管理等の方針

を定めた知的財産

ポリシーを運用す

る。その際、単に実

施料収入の観点だ

けでなく、我が国の

防災力の向上に資

する公益性の高い

ものであることに

留意した質の高い

特許等の知的財産

の権利化や実施許

諾等に努めると共

に、取得したものに

ついてはホームペ

ージにおいて公開

する。 
さらに、先端的研究

施設等を利用した

試験結果に基づき、

性能・品質等を検証

 
《評価指標》 
・産学官連携の成

果 
・知的財産等を活

用した成果の社会

実装に向けた取組

の進捗 
《モニタリング指

標》 
・共同研究・受託研

究件数 
・知的財産の出願

件数 
 

・科学的な知見の発信

レベルの維持・向上

のため、査読のある

専門誌及び SCI 対象

誌等の重要性の高い

専門誌での誌上発表

は 148 編、国内外の

学会等での発表は

786 件行った。また、

防災科研の研究内容

を国内外に発信する

た め 、 Journal of 
Disaster Research
（JDR）の防災科研

特集号を平成 30 年

10 月に発行した。 
・研究開発成果の普及

に当たって、知的財

産ポリシー（平成 29
年 3 月制定）に基づ

き、研究開発成果の

性格、活用場面等を

踏まえ、特許権等の

権利化、非権利化を

判断した。また、特許

権等の取得に当たっ

ては、社会・産業界の

ニーズを把握し国内

優先権制度を活用す

る等して、網羅的・包

括的な特許権の取得

に努めた。一方、職員

等の知的財産に関す

る意識や知識の向上

に向けて、専門家に

よる知的財産研修の

開催、特許庁、文化

庁、独立行政法人工

業所有権情報・研修

館主催の知的財産研

修への参加、知的財

産関連資料の所内イ

認められるため、（Ａ）評定と

する。 
 
（（Ａ）評定の根拠） 
①研究開発成果の普及・知的

財産の活用促進 
 
・論文、学会等での発表

Journal of Disaster 
Research（JDR）の防災科

研特集号を発行したことは

評価できる。 
・特許・実用新案等の申請、新

たな特許等の実施許諾がな

され、知的財産の活用が促

進されていることも評価で

きる。 
・気象災害軽減イノベーショ

ンセンターを通じて、民間企

業と協働した。地方公共団体

等においてもニーズ把握のた

めヒアリングを実施するなど

潜在的なニーズや連携対象の

発掘を推進した。 

・報道機関の番組担当者へ防災科研自らが企画を提案し特番を作り、それが放送され

て好評であったため、2 回の放送にも至ったことは顕著な成果として高く評価でき

る。 
・さらに新たな取り組みとして、ベルマーク財団と連携し全国十数校での所員による

防災科学教室を実施し全国組織との持続可能性な防災教育のシステム構築を図っ

たことについても顕著な成果として高く評価できる。 
・広報・アウトリーチ活動を積極的に行っており、特にシンポジウム・ワークショッ

プの開催回数は目標値を大幅に上回っている外、Web へのアクセス数も大幅に増

加していることから、防災科研のプレゼンス向上に大きく貢献したものと評価で

きる。 
・災害時のアーカイブ機能の強化については、継続して防災科研クライシスレスポン

スサイトを運用するとともに、さまざまな情報のアーカイブをしている機関との

協定などを進めていることは、研究開発法人らしい取り組みとして高く評価でき

る。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
・S-net の運用に関して日本語版・英語版のウェブページで内外に広く周知する、

MOWLAS のデータ公開ポリシーを確立する、クライシスレスポンスサイトにつ

いて様々なユーザーに対応するよう表示方法を改善するなど、防災科研が提供す

る様々な情報に対して、一層の利用者目線に立った情報公開が行われることが望

まれる。 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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携対象を積極的に

発掘し、研究開発に

反映させるように

努める。 
 

するための仕組み

づくりの検討を行

う。平成 30 年度は

大型降雨実験施設

について、民間企業

や団体が施設にお

ける実験に参加し

やすくなる仕組み

を試行的に実施す

る。また外部から標

準化・知財に関する

専門家を招き、防災

分野における性能・

品質等を検証する

ための仕組み作り

の具体的な検討を

行う。 
また、ウェブ上の公

開、説明会、協議会

等を通じた民間企

業の潜在的なニー

ズや連携対象の発

掘、アンケート調

査、災害時の協働、

協議会等を通じた

地方公共団体等の

潜在的なニーズや

連携対象の発掘を

積極的に推進し、研

究開発に反映させ

るように努める。 
 

ントラへの掲載を行

うとともに、取得し

た特許については、

研究所ホームページ

をはじめ、独立行政

法人工業所有権情

報・研修館の外部機

関ホームページに特

許情報を掲載するな

ど積極的な情報提供

に努めた。その結果、

12件の特許出願、4件
の特許登録、12 件の

特許等の実施許諾

（実施料収入16百万

円）があった。（前年

度：実施許諾件数 10
件、実施料収入 3 百

万円） 
・大型降雨実験施設で

は、「雨天時のドロー

ン飛行性能評価実

験」において運転技

術の検証や自動制御

技術に関する実験を

行い、それらの結果

を基に一般社団法人

日本ドローンコンソ

ーシアム (JDC)と協

議を行い、降雨環境

下のドローンの性能

検証実験等を協力し

て行い、令和元年度

には防災分野でのド

ローンの利活用に対

して連携協定を結ぶ

予定である。また、一

般財団法人日本建材

試験センターからの

相談を受けキャビネ

ットに対する降雨耐

性試験に関して、共
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同で降雨及び強風下

での性能評価基準案

を検討中である。性

能・品質評価に関す

る専門機関や関連学

会と連携して仕組み

作りに着手した。 
・防災科研の研究成果

や実験施設を活用

し、我が国の防災技

術を国際標準化した

り、自動運転などの

先端的な分野におけ

る性能評価を行った

りすることを目指

し、国際標準化推進

に向けたプロジェク

トチームを設置して

取組を進めた。微動

観測による広域地盤

評価の取組について

は、ISO の TC182 委

員会において、国際

標準化の前提となる

ワーキンググループ

を設置するために、

当該技術の要点を記

載したレポートを提

出し、承認された。 
・民間企業の潜在的な

ニーズや連携対象の

発掘については、気

象災害軽減イノベー

ションセンターを通

じて、民間企業との

予測モデルの共同開

発等を進めた。ハザ

ード･リスク評価の

地域や産業等への展

開を図るため、損害

保険、建設、情報通

信、交通インフラ、防
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災コンサルティング

等で構成したハザー

ド・リスク情報に関

する検討会は 7 回開

催し、各業界の具体

的な活用の可能性に

ついて検討を行い、

主に建設分野、保険

分野、交通・物流分野

を対象にリアルタイ

ム被害推定情報の概

要や活用方法、活用

事例をとりまとめ、

情報利活用の手引き

（案）を作成した。リ

アルタイム地震被害

推定情報の利活用に

関して、本格的な地

域や産業等への展開

の望ましい枠組みの

検討・構築を目的と

するハザード・リス

ク実験コンソーシア

ムとの協力関係を発

展させ、30 機関を対

象とした実験配信を

実施し、大阪府北部

地震や北海道胆振東

部地震において情報

が活用され、有効性

を確認するに至っ

た。地方公共団体等

については、火山災

害軽減のため全国の

自治体防災担当者及

び専門家を対象とし

たアンケート調査

（一部、直接ヒアリ

ング調査）を実施し、

平時及び発災時に必

要な情報及びその伝

達方法に対するニー
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ズ・認識を明らかに

した。地区防災計画

の作成と継続運用を

可能にする参加型防

災対策実践手法を構

造化し、内閣府、全国

社会福祉協議会の協

力を得て、北海道ウ

トロ地区、埼玉県坂

戸市、東京都世田谷

区、茨城県阿見町、大

阪府及び府内市町村

等のモデル地域での

実証実験を行った。 
 
 

 

 ②広報・アウトリー

チ活動の推進 
 
研究成果の普及、防

災科研への国民の

理解・信頼・支持の

獲得、国民の防災リ

テラシーの向上を

図るため、防災科研

の研究活動や研究

成果等について、ウ

ェブやテレビ・新聞

等の報道機関等を

通じた情報発信を

行う。その際、国民

に対し分かりやす

い形で情報発信す

るため、ウェブの機

能・コンテンツの強

化や取り上げやす

さを念頭においた

報道発表等に努め

る。 
また、多様な媒体を

組み合わせた情報

発信を行うため、研

②広報・アウトリー

チ活動の促進 
 
研究成果の普及、防

災科研への国民の

理解・信頼・支持の

獲得、国民の防災リ

テラシーの向上を

図るため、防災科研

の研究活動や研究

成果等について、ウ

ェブやテレビ・新聞

等の報道機関等を

通じた情報発信を

行う。その際、国民

に対し分かりやす

い形で情報発信す

るため、ウェブの機

能・コンテンツの強

化や取り上げやす

さを念頭においた

報道発表等に努め

る。 
また、多様な媒体を

組み合わせた情報

発信を行うため、研

②広報・アウトリ

ーチ活動の促進 
 
○防災科研の活動

に関する国民の理

解を深めるため、

多様な手段を活用

して情報発信やア

ウトリーチ活動に

努めるなど、社会

から理解を得てい

く取組を積極的に

推進しているか。 
 
《評価指標》 
・研究活動・研究成

果の情報発信・ア

ウトリーチ活動の

成果 
・防災科学技術に

関する情報及び資

料の収集・整理・提

供に関する取組の

成課 
《モニタリング指

標》 

②広報・アウトリーチ

活動の促進 
 
・理事長のリーダーシ

ップの下で、防災科

研のプレゼンス向上

による防災科研への

国民の理解・信頼・支

持の獲得を目指して

進める研究所のブラ

ンディング活動と連

携し、国民を含めて

ステークホルダーと

のコミュニケーショ

ンを深めることを重

視し、メリハリをつ

けた丁寧な広報活動

を実施した。 
・まず、ブランディング

活動の中で取りまと

めたタグライン・ス

テートメント・ロゴ

マークで構成された

「防災科研のアイデ

ンティティ」を平成

30 年度成果発表会で

②広報・アウトリーチ活動の

促進 
 
・災害に関して積極的に情報

発信したことは評価でき

る。 
・顕著な成果としては、今年

度に実施した「成果発表会」

では、ターゲットをより広

く地方公共団体や民間にも

広げていくための工夫や新

手法を用い、対前年度の 2
倍近くの参加者となり新た

な客層を獲得できたことは

高く評価できる。 
・Web を活用し、単に様々な

情報を集約しただけに留ま

らず、「府省庁連携防災情報

共有システム（SIP4D：

Shared Information 
Platform for Disaster 
management）」による現地

調査結果や空撮写真等の地

図上への統合なども行った

防災科研クライシスレスポ

ンスサイトを立ち上げ、大
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究施設の一般公開・

見学者の受入、一般

市民を対象とした

シンポジウムやワ

ークショップの開

催・所外のイベント

への参加、広報誌の

発行、防災教育のた

めの講師派遣等も

行う。 
さらに、基盤的地

震・火山観測網やＥ

－ディフェンス等

によって得られた

データやそれらに

基づく成果が、我が

国の安全・安心に貢

献していることが

周知されるような

取組を行う。 
 

究施設の一般公開・

見学者の受入、一般

市民を対象とした

シンポジウムやワ

ークショップの開

催・所外のイベント

への参加、広報誌の

発行、防災教育のた

めの講師派遣等も

行う。国際協力枠組

みに関連する会合

を利用して積極的

に防災科研の取組

に関する情報発信

を行う。 
さらに、基盤的地

震・火山観測網、気

象・雪氷に関するレ

ーダ観測、Ｅ－ディ

フェンス等によっ

て得られたデータ

やそれらに基づく

成果を把握し、ウェ

ブやシンポジウム

等を活用して、これ

らが我が国の安全・

安心に貢献してい

ることが周知され

るような取組を行

う。 
 

・シンポジウム・ワ

ークショップ開催

数 
・プレスリリース

等の件数 
・論文数・口頭発表

件数等 
・公開ウェブの利

便性 
 
 

の発表し、さらにそ

れを皮切りとして所

外への発信を行っ

た。 
・また本年度の成果発

表会では、ターゲッ

トをより広く地方自

治体や民間にも拡げ

ていくために合わせ

たテーマ設定やコン

テンツの充実を行

い、更に slido（会場

から質問を集めるシ

ステム）を用いた双

方向のパネルディス

カッションを行うな

どの工夫をし実施し

た結果、対前年度の 2
倍近くの参加者があ

った。参加者より発

表会後に頂いた感想

は、社会に寄り添っ

ているなど好評であ

った。 
・大阪府北部地震、平成

30 年 7 月豪雨、北海

道胆振地震など災害

が発生した際には、

プレスリリースと共

にその災害に関連す

る情報を集約したサ

イト（防災科研クラ

イシスレスポンスサ

イト（NIED-CRS））
の立上げ、建物被害

推定や観測された降

雨、浸水・土砂災害危

険度などの解析・迅

速発信など、必要な

情報を Web などから

積極的に発信した。 

阪府北部地震などの災害に

ついて、積極的かつ迅速に

情報発信を行い、多くの

方々のサイトを活用頂いた

ことは評価できる。 
・報道機関の番組担当者へ防

災科研自らが企画を提案し

特番を作った。それが放送

されて好評であったため、2
回の放送にも至ったことは

顕著な成果として高く評価

できる。 
・さらに新たな取り組みとし

て、ベルマーク財団と連携

し全国十数校での所員によ

る防災科学教室を実施し全

国組織との持続可能性な防

災教育のシステム構築を作

ったことについても顕著な

成果として高く評価でき

る。 
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・研究成果や災害情報、

シンポジウム、公開

実験等についてのプ

レスリリースをタイ

ムリーに行い、成果

が活用されるよう普

及に努めた。その結

果、大阪府北部地震、

平成 30 年 7 月豪雨、

北海道胆振地震など

の速報や、クラウド

ファンディング（目

標：100 万円、寄付総

額 121.8 万円）で実施

した蛇籠の耐震実験

など多くのマスメデ

ィアに取り上げられ

た。 
・基盤的地震・火山観測

網などから得られる

観測データは、災害

時の情報発信に活用

するだけでなく Web
のトップからアクセ

スできるようにして

いる。 
・施設見学受入れや、一

般公開や公開実験な

どを通じて研究所に

多くの方々を受け入

れ、一般やマスコミ、

関係者など多くの

方々に周知を図っ

た。 
・広報活動の取り組み

として、BS11 インサ

イド OUT（60 分番

組：11 月放送）の番

組担当者へ防災科研

自らが企画を提案

し、理事長の生出演

による企画番組とな
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るよう調整を行っ

た。放送された内容

が好評であったた

め、3 月に 2 度目の生

出演が行った。翌年

度にも放送の依頼も

来ている。また、フジ

テレビの池上彰 SP
（災害特番）や NHK
総合のダーウィンが

来た！、各局のニュ

ース番組、災害特番

などにも積極的に協

力 を し て い る 。

ORACLE よりの取

材を受けた件は、3 月

4 日から 22 か国、11
都市で、防災科研の

取り組みが紹介され

る動画（Web）放送が

行われている。 
・ぼうさいこくたい

2018、防災産業展、震

災対策技術展など、

他機関が主催するイ

ベントなどに参加・

出展し、研究成果の

広報活動を行った。

その際、想定される

来場者別に狙いを持

って展示内容・配布

物に工夫を凝らし取

り組んだ。 
・講師派遣は多種多様

年間 425 件実施して

いるが、本年度は新

たな取り組みとして

アウトリーチプロジ

ェクトを立ち上げ、

全国組織であるベル

マーク教育助成財団

と協定を締結し、小
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中学校等（全国十数

校）への講師派遣の

強化を実施した。全

国での防災科研のプ

レゼンゼンスアップ

につながり、研究者

のプレゼン技術向上

に図った。次年度も

引き続きの協力依頼

を受けている。また

別の団体とも連携を

する予定であり、更

なる全国組織との持

続可能性な防災教育

のシステム構築を目

指す。 
 
 

 

 ③災害情報のアー

カイブ機能の強化 
 
防災科学技術の中

核的機関として、防

災科研の研究成果

のみならず、国内外

の防災科学技術に

関する研究や、様々

な自然災害に関す

る資料を収集・整理

して、データベース

化を進め、ウェブ等

を通じて研究者、防

災の専門家、一般市

民等へ効果的に提

供する 

③災害情報のアー

カイブ機能の強化 
 
防災科学技術の中

核的機関として、防

災科研の研究成果

のみならず、国内外

の防災科学技術に

関する研究や、様々

な自然災害に関す

る資料を収集・整理

して、データベース

化を進め、ウェブ等

を通じて研究者、防

災の専門家、一般市

民等へ効果的に提

供する。平成 30 年

度については以下

の業務を実施する。   

・所内各研究部門・

センター等と連携

し、研究成果に関す

る情報のデータベ

ース化に着手する。

 ③災害情報のアーカイ

ブ機能の強化 
 
・防災科学技術に関す

る図書、災害記録、学

術論文、地図、統計等

の 情 報 及 び 資 料

2,978 点を収集した。

収集した情報及び資

料は、記録媒体・流通

形態を問わず対象と

した。収集した各種

情報及び資料のメタ

データを蔵書データ

ベースに入力するこ

とにより所内外に公

開するとともに、情

報及び資料を供覧し

た。入室者数は所内

外 3,052 名、貸出冊数

は 534 冊、複写冊数

は 106 冊であった。

また、「大阪府北部地

震」「平成 30 年 7 月

③災害情報のアーカイブ 
機能の強化 
 
・平時のアーカイブ機能の強

化については、国会図書館

との連携協定や被災図書館

ネットワークの強化に取り

組み、外部機関との連携に

努めた。 
・刊行物と研究データに DOI
を付与することとし、その

ための機関リポジトリ等の

構築・運用を行うなど、研究

成果の知財としての価値を

高める仕組みの構築を実施

した。 
・災害時のアーカイブ機能の

強化については、「戦略的イ

ノベーション創造プログラ

ム（SIP）」等の取組と連携

しながら、継続して防災科

研クライシスレスポンスサ

イトを運用するとともに、

その運用の効率化・標準化
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また、「自然災害ハ

ザード・リスク評価

に関する研究」と連

携し、過去の災害資

料の収集、整理、保

管を進める。 
・総合防災情報セン

ター、ICT 統括室、

広報課をはじめと

し、各部門、センタ

ー、プロジェクト、

課室等で行ってい

る研究成果の発信

において、特に災害

時における防災科

研クライシスレス

ポ ン ス サ イ ト

（NIED-CRS）の構

築・公開を中心に、

総合防災情報セン

ターを中核とした

全所的な連携を進

める。 
 

豪雨」及び「北海道胆

振東部地震」関連資

料を展示するととも

に収集を行った。更

に、「災害と食」「空か

ら見た関東大震災」

「東北を襲った 2 つ

の災害」3 種の企画展

示を行った。前年度

より日本全国の大

学、関係機関、博物

館・図書館・文書館

（MLA）等関連 30 機

関と連携し、社会全

体で「知の結集」を実

現し、知を結集する

仕組みを構築すべ

く、「被災地図書館メ

ーリングリスト」を

情報交換の場として

運用している。８月

31 日には国立国会図

書館と連携協力に関

する協定を締結し

た。図書館総合展で

はフォーラム「西日

本豪雨災害緊急報告

会～被災地図書館か

らの報告」トークイ

ベント「被災したら

どうなる？どうす

る？」を開催した。フ

ォーラム、トークイ

ベントと合わせて

500 名を超える来場

者があり、ブースで

は被災した図書館の

災害時SOP試案を配

布した。所の研究成

果として、「主要災害

調査」No.52 の冊子刊

行（オンライン発表

に努めた。その結果として、

大阪府北部地震、平成 30 年

7 月豪雨、北海道胆振東部

地震において、情報統合運

用室を軸として研究系部

署・事務系部署が一体とな

って効率的に対応したこと

は、特に顕著な成果として

高く評価できる。 
・さらに、外部機関との連携

として、LINE 株式会社や

日本防災産業会議との連携

により民間への展開も実を

結びつつあり、防災科研の

プレゼンスと日本全体の防

災力向上に大きく寄与した

ことにおいても高く評価で

きる。 
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は 2017 年度）、「研究

資料」No.419-433 と

して 16 冊を刊行し、

刊行物 865 冊を配布

した。学術雑誌の購

入に際しては、所内

研究者の要望を考慮

しつつ、利用頻度を

勘案して年間購読契

約からPay-Per-View
購読への切り替え（1
誌）、Pay-Per-Viewで

の追加購読（2 誌）を

実施することにより

H31 年度の経費削減

を図った。所内研究

者に向けたサービス

として、Elsevier電子

ジャーナル講習会、

引用索引データベー

ス Web of Science の

導入および講習会を

行った。 
・防災科学技術に関す

る情報を統合発信す

る防災情報デジタル

ライブラリ構想を実

現するために、情報

統合運用室におい

て、各部署で保有す

る情報プロダクツを

全所的かつ統合的に

情報管理・情報発信

に取り組んだ。各部

署で保有する情報プ

ロダクツは、年度末

時点で 138 のプロダ

クツ、21 のデータ形

式、27 のシステム・

データベースがある

ことを確認した。ま

た、研究成果の知財
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としての価値を高め

るために、インター

ネット上で恒久的に

アクセス可能な IDで

ある DOI （Digital 
Object Identifier）に

ついて、地震観測網

データ、雪氷気象観

測データを先行事例

として、付与方法・手

順を全所的に検討の

上、刊行物のみなら

ず、研究データに対

しても IDを付けるこ

ととし、「防災科学技

術研究所デジタルオ

ブジェクト識別子

（DOI）運用要領」の

策定を行った。また

これを踏まえ、DOI
付与機能と横断的な

研究成果の検索機能

を有する情報基盤と

して、防災科研機関

リポジトリ（NIED-
IR）を構築し、DOI の
付与を開始した。・昨

年度に引き続き、「戦

略的イノベーション

創 造 プ ロ グ ラ ム

（SIP）」や、所内各部

門・センター・プロジ

ェクトと連携し、災

害時に各種情報を集

約・提供する Web サ

イト「防災科研クラ

イシスレスポンスサ

イト（NIED-CRS）」
を、「自然災害情報の

利活用に基づく災害

対策に関する研究」

で開発した技術を適
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用して機能強化する

とともに、昨年度の

九州北部豪雨等での

経験を踏まえて、発

信・運用に関する手

順の効率化や全所対

応体制を構築し、開

設・運用した。その結

果、内閣府災害時情

報集約支援チーム

（ISUT）が現地支援

に入ることとなっ

た。大阪府北部地震、

平成 30 年 7 月豪雨、

北海道胆振東部地震

においては、情報統

合運用室を軸として

研究系部署・事務系

部署が一体となって

効率的に対応するこ

とができた。結果と

して、大阪府北部地

震では 10 種（22 プ

ロダクツ）、平成 30年

度 7月豪雨では 29種

（136 プロダクツ）、

北海道胆振東部地震

では 15 種（53 プロ

ダクツ）の情報を共

有した。今年度、

NIED-CRS は、8 回

の自然災害（災害に

至らなかったもの、

一般に公開しなかっ

たものを含む）に対

して開設・運用した。

これらは、現地災害

対策本部や各種災害

対応機関で活用され

るとともに、アーカ

イブしたデータは研
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究開発に活用されて

いる。 
・外部機関との連携と

して、ＬＩＮＥ(株) 
と「インターネット・

AI 技術を活用した防

災・減災に向けた連

携協力に関する協

定」を締結した。ま

た、産業分野との連

携として、日本防災

産業会議と「収集・作

成する災害情報の提

供・使用許諾」につい

て覚書を締結した。 
 
 

 

(４）研究開発の国

際的な展開 
 
我が国の防災科学

技術の中核的機関

として、海外の研究

機関・国際機関との

共同研究や連携を

推進し、国際的なネ

ットワークの強化、

防災科学技術の海

外展開への取組を

通じて、防災科研及

び我が国の国際的

な位置づけの向上

を図る。 
 

(４）研究開発の国

際的な展開 
 
我が国の防災科学

技術の研究開発及

び情報の受発信の

中核的機関として、

海外の研究機関・国

際機関との共同研

究や協定、国際共著

論文の発表等によ

る連携を推進し、国

際的なネットワー

クの強化、防災科学

技術の海外展開へ

の取組を通じて、防

災科研及び我が国

の国際的な位置づ

けの向上を図る。 
このため、アジア・

太平洋地域の地震

観測網を活用した

津波予測システム

の 開 発 、 WOVO
（ World 

(４）研究開発の国

際的な展開 
 
我が国の防災科学

技術の研究開発及

び情報の受発信の

中核的機関として、

海外の研究機関・国

際機関との共同研

究や協定、国際共著

論文の発表等によ

る連携を推進し、国

際的なネットワー

クの強化、防災科学

技術の海外展開へ

の取組を通じて、防

災科研及び我が国

の国際的な位置づ

けの向上を図る。 
このため、アジア・

太平洋地域の地震

観測網を活用した

津波予測システム

の 開 発 、 WOVO
（ World 

(４）研究開発の国

際的な展開 
 
○防災科研及び我

が国の国際的な位

置づけの向上に向

けた研究の促進が

図られているか。 
 
《評価指標》 
・海外の研究機関・

国際機関等との連

携による成果 
《モニタリング指

標》 
・海外の研究機関・

国際機関等との共

同研究件数 
・海外からの研修

生等の受入数 
・論文数・口頭発表

件数等（国際）、

TOP10%論文数 
 

(４）研究開発の国際的

な展開 
 
・海外との共同研究等

の実施に関して、

WOVO 、 SCEC 、

WMO 等とのデータ

連携協力を推進する

他、雪氷防災に関す

る研究に関する協力

を進めるため、雪氷

防災研究部門とロシ

ア科学アカデミー極

東支部極東地質研究

所（FEGI FEB RAS）
並びにロモノーソフ

記念モスクワ国立大

学 地 理 学 部 （ FG 
MSU）との間で三者

間の協力協定を締結

した。また、地震減災

実験研究部門が釜山

国立大学校(PNU)の
地震防災研究センタ

ー (SESTEC)との間

(４）研究開発の国際的な展開 
 
 
補助評定：（Ａ） 
<補助評定に至った理由> 
研究所の目的・業務、中長期

目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等につい

て諸事情を踏まえて総合的に

勘案した結果、適正、効果的

かつ効率的な業務運営の下で

「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が

認められるため、（Ａ）評定と

する。 
 
（（Ａ）評定の根拠） 
・海外との共同研究等の実施

に関しては、我が国の知見

を発信する国際会議を国内

において複数主催し、国際

的な防災の取組を促す国際

会議を国外でも開催した。 
・論文の発表、口頭発表及び

(４）研究開発の国際的な展開 
 
 
補助評定：（Ａ） 
＜補助評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等について諸

事情を踏まえて総合的に勘案した結果、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため。 
 

＜評価すべき実績＞ 
・テキサス大学との協力、 タイ国を対象とした SATREPS 事業、防災減災連携研究

ハブを活用した「災害リスク低減に向けた Nation’s Synthesis の実現」提案など、

数字を上げるだけの国際的な展開だけでなく、研究開発法人らしい成果の最大化

に向けて、主導的な立場で国際的な研究の枠組みを構築していることは高く評価

できる。 
・海外の研究機関や国際機関等との共同研究、海外からの研修生等の受入、論文数、

国際学会での発表数はいずれも目標数を大きく超えており高く評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
－ 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 



- 33 - 
 

Organization of 
Volcano 
Observatories）と

の連携に基づく火

山観測データに関

する国際データベ

ースの充実・共有化

の推進、国際 NPO
法人 GEM (Global 
Earthquake 
Model)との連携に

基づく国際的な地

震ハザード評価、リ

スク評価手法の開

発とその標準化等

の取組を引き続き

推進する。また、

2015 年４月ネパー

ル地震において実

施した現地災害調

査の実績を踏まえ、

海外で発生した災

害に対しても被災

地に貢献できる取

組を実施する。さら

に、国際シンポジウ

ムの開催、海外から

の人材・視察の受け

入れ等に取り組む。 
また、国際的な研究

開発動向や防災に

関する国際協力の

ニーズを踏まえ、企

業も含め新たな協

力連携相手の開拓

に努めるとともに、

防災科学技術に関

する国際共同研究

及び技術の海外展

開のための事業を

推進する。 
 

Organization of 
Volcano 
Observatories）と

の連携に基づく火

山観測データに関

する国際データベ

ースの充実・共有化

の推進、西太平洋地

域等における各機

関との地震観測デ

ータ共有による地

震カタログ整備及

び津波予測精度の

向上、WMO（World 
Meteorological 
Organization）固体

降水相互比較実験

（SPICE）における

データ共有、雪氷防

災実験施設を用い

た国際共同研究を

進める。 
また、APEC Center
の 一 つ で あ る

ACES(APEC 
Cooperation for 
Earthquake 
Science) や 、国 際

NPO 法 人 GEM 
(Global 
Earthquake 
Model) との連携を

推進するとともに、

TEM （ Taiwan 
Earthquake 
Model）、GNS（ニュ

ージーランド）との

ワークショップを

開催し、アジア・環

太平洋地域での研

究 交 流 を 進 め 、

SCEC（南カリフォ

で、地震工学分野に

おける共同研究やワ

ークショップ開催を

検討する旨に同意し

た協定を締結した。 
・2018 年 9 月には、

APEC の 枠 組 で

ACES 国際ワークシ

ョップ（第 10 回）を

兵庫県淡路島にて主

催し、地震発生のプ

ロセス、関連する現

象等に関して、各国

からの参加者の知見

と経験を共有し、理

解を深めた他、地震

ハザード・リスク評

価研究の国際 NPO 
法人 GEM の一員と

して参画機関と共同

で研究開発を進めて

いた、地震リスクに

さらされている世界

のすべての国を網羅

する史上初のデジタ

ル地震リスクマップ

を発表した。また、11
月 に は 台 湾  の

TEM、ニュージーラ

ンドの GNS らと協

力して「日本・台湾・

ニュージーランドの

地震ハザード評価」

に関する研究交流会

をニュージーランド

のオマルー市で実施

した。12 月には「戦

略的イノベーション

創 造 プ ロ グ ラ ム

（SIP）」第 2 期防災

における衛星リモー

トセンシングデータ

共同研究の取り組みの実績

については、昨年度に引き

続き、1 年あたりの目標を

達成しており、中長期計画

に基づいて着実な進展が認

められた。 
・顕著な成果としては、先方

の求めに応じる「受け身」の

国際協力から、こちらから

協力したい分野を目指して

積極的に働きかける「攻め」

の国際協力に転じた点であ

り、具体的には、テキサス大

学との協力においては、我

が国に不足している衛星デ

ータの活用に関して米国の

知見に学ぶ会議を国内の重

要な関係者の参加を得て開

催するとともに、同大学と

の継続的な協力の礎を築い

たところであり、非常に積

極な取組が見られたことは

高く評価できる。それに加

えて、海外との防災協力の

取組としては、タイ国を対

象とした SATREPS 事業に

防災科研の有する技術・ノ

ウハウを活用しながら着実

に取り組む他、ペルー政府

に働きかけ、我が国の知見

を活かした防災対策の実現

に向け貢献しているところ

であり、また、仙台防災枠組

の科学技術分野の推進に実

質的に貢献する防災減災連

携研究ハブの構築も行って

おり、非常に積極的な活動

がなされていることにおい

ても高く評価できる。 
・海外からの視察について

は、イスラエルの大臣や中

国の副大臣など要人を受け
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ルニア地震センタ

ー）との連携を図

り、地震ハザード・

リスク評価の国際

展開を行う。 
また、2015 年 4 月

ネパール地震にお

いて実施した現地

災害調査の実績を

踏まえ、海外で発生

した災害に対して

も被災地に貢献で

きる取組を実施す

る。さらに、国際シ

ンポジウム等の開

催や参加、海外から

の人材・視察の受け

入れ等に取り組む。 
また、国際的な研究

開発動向や防災に

関する国際協力の

ニーズを踏まえ、企

業も含め新たな協

力連携相手の開拓

に努めるとともに、

防災科学技術に関

する国際共同研究

及び技術の海外展

開のための事業を

推進する 

活用の研究プロジェ

クトを推進するた

め、衛星データの実

際の災害対応への活

用を長年実施してい

る米国テキサス大学

宇宙研究センターか

ら専門家を招き、国

内の重要な関係者を

集めた講演会、シン

ポジウムを開催し、

米国の知見を学びつ

つ、日本における適

用の課題等について

議論を行うととも

に、「戦略的イノベー

ション創造プログラ

ム（SIP）」第 2 期期

間中に、本分野でテ

キサス大学と協力連

携するための枠組に

ついて議論を深め

た。2019 年 2 月には、

Ｅ－ディフェンスと

Natural Hazards 
Engineering 
Research 
Infrastructure 
(NHERI)の施設を活

用した地震工学分野

における日米共同研

究の推進を目的とし

た覚書を締結してい

る米国の NHERI ら

の研究者が来日し、

兵庫耐震工学研究セ

ンターにおいて、地

盤配管設備等を再現

した木造 3 階建て住

宅の機能を検証する

ための震動台実験の

見学を実施し、両機

入れ、イスラエルについて

は後日、実務担当者の訪問

も受けており、充実した説

明や対応を行った。 
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関の施設を活用した

共同研究の可能性等

に関する議論を行っ

た。 
・海外との防災協力の

取組に関しては、ネ

パール地震を受けて

トリヴァン大学と災

害時の情報利活用に

関する共同研究を継

続して実施した他、

SATREPS 事業とし

て平成 30年度から本

格的に開始された

「産業集積地におけ

る Area-BCM の構築

を通じた地域レジリ

エンスの強化」プロ

ジェクトに参画し、

防災科研が有する水

系の様々な技術・ノ

ウハウを活用して、

対象国のタイ国にお

いて、水害リスクの

ある地域の各主体が

協働して地域全体の

BCM 運用体制を確

立・展開することを

目指し、タイのチュ

ラロンコン大学らと

ともに、既存の BIA
手法群の体系的な整

理と評価、ロジャナ

工業団地の複数の担

当者へのヒアリン

グ、2011 年水害後の

BCP の取組み状況、

水害における重要イ

ンフラ被害リスク、

事業者間相互依存関

係等の調査を実施し

た。また、日・マレー
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シア首脳間の合意を

踏まえ設立されたマ

レーシア日本国際工

科院（MJIIT）への協

力事業に引き続き参

加し、防災科研研究

者の講師派遣、学生

の視察受け入れ等を

行った。さらに、日ペ

ルー交流 120 周年に

当たる 2019 年の 11
月 5 日（世界津波の

日）に、ペルー政府が

日本の経験を取り入

れた津波避難訓練を

実施できるよう、日

本の専門家との検討

を踏まえてペルー側

に情報提供を重ね、

その結果として、3 月

には、ペルー・ビスカ

ラ大統領より、日本

と協力した津波避難

訓練を実施するよう

関係省庁に指示がな

されたところであ

り、防災科研は専門

家とともに首都リマ

へ出張し、大統領府

での同会議に出席す

るとともに、ペルー

防災庁（INDECI）、ペ
ルー工科大等関係機

関を訪問し、11 月の

津波避難訓練の実施

に向けて議論を行っ

た。また、2015 年の

第 3 回国連防災世界

会議で合意された仙

台防災枠組の科学技

術分野を推進するた

めに、防災科研は日
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本学術会議と連携

し、日本国内におけ

る Nation’s 
Synthesis の実施と

その国際展開につい

て取り組んでおり、

10 月には、災害リス

ク統合研究（IRDR）、

国際科学会議（ICS）、
国連 ISDR とともに、

中国・成都にて国際

会議を共催し、オン

ラインシステムによ

る Nation’s 
Synthesis の実現の

方向性を明らかにし

た。そして、3 月には、

Nation’s Synthesis
の国内推進体制とし

て、防災科学技術研

究所（事務局）、東京

大学地震研究所、京

都大学防災研究所等

の 13の機関で構成さ

れる防災減災連携研

究ハブが設立され、

さらに、このハブを

活用した「災害リス

ク 低 減 に 向 け た

Nation’s Synthesis
の実現」について、第

24 期学術の大型施設

計画・大規模研究計

画に関するマスター

プランの重点大型研

究計画の継続応募に

申請した。国際シン

ポジウム等について

は 6 月に韓国の国家

防災研究院及び台湾

の国家災害防救科技

センターと合同で実



- 38 - 
 

施している「災害軽

減国際ワークショッ

プ」（第 9 回）を防災

科研雪氷防災研究セ

ンターがある長岡市

にて開催し、各機関

の最新の取組を発表

し意見交換を行うと

ともに、新潟県中越

地震の被災地を訪問

し、災害復興の取組

について知見を深め

た。この機会に、レジ

リエンスコンソーシ

アム事務局の筑波大

学も参加し、同コン

ソーシアムへの参加

を呼び掛け、台湾の

国家災害防救科技セ

ンターが新たにメン

バーとして参加する

こととなった。11 月

には、水・土砂防災研

究部門において、

2017 年 1 月に韓国気

象庁気象レーダセン

ターとの間で締結し

た協力協定に基づ

き、ソウル市で気象

レーダの解析技術に

関する合同ワークシ

ョップを開催した。

海外からの人材・視

察の受け入れ等に関

して、5 月に、イスラ

エルのガラント住宅

建設大臣がつくば本

所を訪問され、特に

地震の対策につい

て、防災科研の取組

や実験施設を紹介

し、さらに、11 月に
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は、同省の専門家使

節団が訪問し、既存

建造物の補強及び倒

壊防止、その他規制

に関して日本側の特

組の紹介と意見交換

を実施した。7 月に

は、中国危機管理庁

の副大臣兼地震局長

がつくば本所とＥ－

ディフェンスを訪問

され、地震研究を中

心に防災科研の取組

について紹介した。

また、10 月には、『防

災 推 進 国 民 大 会

2018』において、防災

科研の取組を英文で

展示し、インドのミ

シュラ首相府首席次

官補等に対し、地震

の早期警報システム

等を中心に説明し

た。 
・新たな連携先の開拓

については、9 月に中

国・成都で開催され

た日中科学技術政策

セミナーに参加し、

デジタル技術革新を

踏まえた災害に対す

るレジリエンスの向

上について発表し、

中国科学院等と意見

交換を行った他、3 月

にはインド・ニュー

デリーで開催された

第 3 回日印防災協力

会議に参加し、研究

機関間の交流をテー

マとしたセッション

において、インド工
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科大学等インド側参

加者と意見交換を行

い、両国政府が推進

する防災協力の実現

に向けた議論を行っ

た。他に 10 月末から

11 月上旬にかけて、

京都府にて開催され

た GEOWeeK におい

て、「日本の地球観測

における SDGs・気候

変動・防災への貢献」

のテーマに沿って、

気象災害軽減イノベ

ーションセンターや

雪氷防災研究部門の

取り組みに関する展

示を行った。2 月に

は、米国ワシントン

DC にて米国科学振

興協会が開催した

“AAAS 2019 Annual 
Meeting“Science 
Transcending 
Boundaries””に出展

し、 JST 等の国内の

研究開発法人と連携

し 、 “Japan’s 
practices on STI for 
implementing the 
SDGs”をテーマに防

災科学技術研究所の

取組を紹介した。 
 
 

 

（５）人材育成 
 
防災に携わる人材

の養成や資質の向

上に資するために、

国内外から若手研

究者や大学院生を

（５）人材育成 
 
防災科研は、我が国

の防災科学技術の

発展を通じて国及

び国民の安全・安心

の確保に貢献する

（５）人材育成 
 
防災科研は、我が国

の防災科学技術の

発展を通じて国及

び国民の安全・安心

の確保に貢献する

（５）人材育成 
 
○防災に携わる人

材の養成や資質の

向上に資する取組

が推進されている

か。 

（５）人材育成 
 
・連携大学院制度によ

る大学院生を 2 名受

入、研究員・研修生 17
名、JICA 研修生 108
名を受け入れた。ま

（５）人材育成 
 
補助評定：（Ｂ） 
<補助評定に至った理由> 
研究所の目的・業務、中長期

目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等につい

（５）人材育成 
 
補助評定：（Ｂ） 
＜補助評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等について諸

事情を踏まえて総合的に勘案した結果、成果の創出や将来的な成果の創出の期待等

が認められ、着実な業務運営がなされているため。 
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受け入れるととも

に、インターンシッ

プ等を活用し大学

等の教育機関、地方

公共団体、NPO 法

人等との協働等の

取組を推進する。 
 

ため、防災科研内外

の研究者等の養成・

資質向上のみなら

ず、地方公共団体や

地域の防災リーダ

ー等広く防災に携

わる人材の養成・資

質向上等に取り組

む。 
具体的には、連携大

学院制度やインタ

ーンシップ制度を

活用した内外から

の優秀な大学生・大

学院生の積極的な

受け入れ、クロスア

ポイントメント制

度・人事交流等を通

じた研究者間の協

働の推進及び地方

公共団体や地域の

防災実務担当者を

対象とした受入・研

修プログラムを開

設するとともに、こ

れらの者の防災実

務及び研究開発現

場での協働の推進

を通じ、人材の育成

や資質の向上に取

り組む。 
さらに、将来の防災

科学技術を担う人

材の裾野を広げる

とともに、国民全体

の防災リテラシー

向上を図るため、教

育機関や地方公共

団体、NPO 法人等

を対象として、防災

教育のための講師

ため、防災科研内外

の研究者等の養成・

資質向上のみなら

ず、地方公共団体や

地域の防災リーダ

ー等広く防災に携

わる人材の養成・資

質向上等に取り組

む。 
具体的には、連携大

学院制度、インター

ンシップ制度等を

活用した内外から

の優秀な大学生・大

学院生の積極的な

受け入れ、クロスア

ポイントメント制

度・人事交流等を通

じた研究者間の協

働の推進及び地方

公共団体や地域の

防災実務担当者を

対象とした受入・研

修プログラムを開

設するとともに、こ

れらの者の防災実

務及び研究開発現

場での協働の推進

を通じ、人材の育成

や資質の向上に取

り組む。 
さらに、将来の防災

科学技術を担う人

材の裾野を広げる

とともに、国民全体

の防災リテラシー

向上を図るため、教

育機関や地方公共

団体、NPO 法人等

を対象として、講師

派遣等の仕組み作

りに取り組む。 

 
《評価指標》 
・人材育成のため

の取組の成果 
《モニタリング指

標》 
・研究員・研修生・

インターンシップ

等の受入数 
 
 

た、インターンシッ

プ制度により 8 名を

受入れた。クロスア

ポイントメント制度

では、新たに次期海

底地震津波観測網の

検討に大学から技術

統括を受入れるなど

6 人を受入れ、地方公

共団体から防災担当

職員（千葉県、三重

県、東京消防庁）の受

入を行った。レジリ

エンス社会の実現を

目指し、企業、研究機

関、大学がそれぞれ

の強みを生かしつつ

協働して、これまで

にない新たな理論や

技術を開発したり、

それらを社会実装す

る人材を育成したり

するために設立され

たレジリエンス研究

教育推進コンソーシ

アム（会長：防災科研

林理事長、事務局：筑

波大学）については、

筑波大学の教員に加

え、防災科研を始め

とする構成機関の研

究者等が指導教員と

して参画する協働大

学院方式による学位

プログラム（筑波大

学）を令和 2 年度か

ら開始することを目

指し、先行的に令和

元年度より既存の枠

組みを活用して筑波

大学大学院システム

情報工学研究科リス

て諸事情を踏まえて総合的に

勘案した結果、「研究開発成果

の最大化」に向けて成果の創

出や将来的な成果の創出の期

待等が認められ、着実な業務

運営がなされているため、

（Ｂ）評定とする。 
 
・連携大学院制度、研究員・研

修生の受け入れを通じ、人

材育成や資質向上に取り組

んだ。インターンシップ制

度による受入を通じ、職業

適性の見極めを支援し、高

い就業意識を育成するとと

もに、災害や防災に関係す

る研究の理解増進に取り組

んだ。 
・レジリエンス研究教育推進

コンソーシアムについて

は、構成機関の大学、研究機

関、企業等が協働するため

の仕組みづくりに取り組

み、特に、防災科研の研究者

が指導教官として参画する

新たな学位プログラム開設

に向けて、令和元年度より

先行して開講し、防災科研

の研究者が担当する予定の

「災害リスク・レジリエン

ス論」の準備を着実に進め

た。 
・教育機関等への防災教育の

ための講師派遣等に取り組

んだ。 
 

 
＜評価すべき実績＞ 
・社会に求められている防災科学技術を社会実装する人材を育成するために設立さ

れたレジリエンス研究教育推進コンソーシアムで、協働大学院方式による学位プ

ログラムを始動したことは評価できる。 
・研究員・研修生・インターンシップ等の受け入れ数は目標数を達成している。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
・SIP4D や、クライシスレスポンスサイトのユーザーとなるべき、官民の人材育成

のための研修などの積極的な展開を期待したい。 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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派遣・研修等にも着

実に取り組む。 
 

 ク工学専攻において

講義を開始するため

の準備を進めた。特

に防災科研内におい

ては、防災科研研究

員 8 名が担当する授

業「災害リスク・レジ

リエンス論」の開設

準備を行った。また、

本コンソーシアムの

取組を広く発信する

ため、19 の学会等の

後援を得て、12 月に

都内において第 1 回

目となる公開シンポ

ジウムを開催し、レ

ジリエンス社会の実

現に向けた議論を行

った。 
・教育機関、国、地方公

共団体及び NPO 法

人等を対象としての

防災教育のための講

師派遣・研修等につ

いては、普及啓発に

係る講師派遣を行っ

た。災害対応時の実

務支援の派遣及び地

方公共団体からの要

望を受けた講師派遣

を行った。 
特に本年度は防災科

研が行う研究開発

を、より広範な国民

各層へ周知・啓発を

図る防災教育を通し

て社会実装すること

で、地域の防災力強

化の一環とし、防災

科研の社会的認知を

高めることを目的と

し、より一層のアウ
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トリーチ活動を実施

した。実施するため

に所内で体制を整備

し、全国組織と交渉

を行い、本年度はベ

ルマーク教育助成財

団（全国で約 27,000
校・団体が参加して

いる）とベルマーク

参加校に講師派遣を

行うことができた。 
 
 

 

（６）防災行政への

貢献 
 
災害対策基本法に

基づく指定公共機

関として、重大な災

害が発生した場合

には、複数部門の職

員から構成される

分野横断的な災害

対応の組織を立ち

上げ、発災後の被害

拡大防止及び復旧・

復興に資する防災

科学技術に基づく

情報提供を関係機

関などへ迅速に行

う。 
また、災害時の被害

拡大防止及び速や

かな復旧・復興の実

効性を高めるため、

国、地方公共団体と

の連携・協働を強化

し、災害現場で必要

とされている科学

技術のニーズを明

らかにして、必要に

応じて研究開発に

（６）防災行政への

貢献 
 
防災科研は、災害対

策基本法に基づく

指定公共機関とし

て、同法及び関係法

令や自らが定めた

防災業務計画に基

づき、重大な災害が

発生した場合には、

都道府県や市町村

に協力することが

求められている。 
そのため、防災科研

全体として対応す

る観点から体制の

整備を図る。重大な

災害が発生した場

合には、災害対応を

総括する責任者を

置き、当該者を中心

として複数部門の

職員から構成され

る分野横断的な災

害対応の組織を立

ち上げる。また、災

害情報システム等

を活用しながら、発

（６）防災行政への

貢献 
 
防災科研は、災害対

策基本法に基づく

指定公共機関とし

て、同法及び関係法

令や自らが定めた

防災業務計画に基

づき、重大な災害が

発生した場合には、

都道府県や市町村

に協力することが

求められている。 
そのため、防災科研

全体として対応す

る観点から体制の

整備を図る。重大な

災害が発生した場

合には、災害対応を

総括する責任者を

置き、当該者を中心

として複数部門の

職員から構成され

る分野横断的な災

害対応の組織を立

ち上げる。また、災

害情報システム等

を活用しながら、発

（６）防災行政へ

の貢献 
 
○国、地方公共団

体等への防災に貢

献する取組は適切

に行われている

か。 
 
《評価指標》 
・国や地方公共団

体等との協力や支

援等の取組の成果 
《モニタリング指

標》 
・災害調査の実施・

支援等の件数 
・国や地方自治体

等への情報提供・

協力等の件数 
 

（６）防災行政への貢

献 
 
・防災科研は、平成 30
年に試行を開始した

内閣府が設置する官

民チーム「災害時情

報集約支援チーム

（ISUT）」の一員と

なり、大規模災害時

における状況認識の

統一に資するよう、

府省庁連携防災情報

共 有 シ ス テ ム

（SIP4D）を活用し

ながら現地での情報

収集・集約及び情報

共有を行う活動を実

施した。その中で、平

成 30年 7月豪雨にお

ける防災科研の対応

として、災害発生前

より平成30年台風第

7 号と類似した経路

を取った過去に災害

をもたらした台風の

情報のウェブサイ

ト、及び災害関連情

報を集約した Web サ

（６）防災行政への貢献 
 
 
補助評定：（Ｓ） 
<補助評定に至った理由> 
研究所の目的・業務、中長期

目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等につい

て諸事情を踏まえて総合的に

勘案した結果、適正、効果的

かつ効率的な業務運営の下で

「研究開発成果の最大化」に

向けて特に顕著な成果の創出

や将来的な特別な成果の創出

の期待等が認められるため、

（Ｓ）評定とする。 
 
（（Ｓ）評定の根拠） 
・特に顕著な成果として、平

成 30 年に試行を開始した

内閣府が設置する官民チー

ム「災害時情報集約支援チ

ーム（ISUT）」の一員とな

り、大規模災害時における

状況認識の統一に資するよ

う、府省庁連携防災情報共

有システム（SIP4D）を活

用しながら現地での情報収

集・集約及び情報共有を行

（６）防災行政への貢献 
 
 
補助評定：（Ｓ） 
＜補助評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等について諸

事情を踏まえて総合的に勘案した結果、特に顕著な成果の創出や将来的な特別な成

果の創出の期待等が認められるため。 
 

＜評価すべき実績＞ 
・内閣府の「災害時情報集約支援チーム（ISUT）」の一員として、大規模災害時にお

ける状況認識の共有に資するよう、府省庁連携防災情報共有システム（SIP4D）を

活用しながら、西日本豪雨や北海道胆振東部地震、大阪北部の地震などで現地での

情報収集・集約及び情報共有を行う活動を実施し、その活動が被災地の市長からも

感謝状をいただくなど対外的に賞賛されたことは極めて高く評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
・防災行政への貢献を通じて、研究開発法人らしい災害への知的貢献を期待したい。 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
・クライシスレスポンスサイトに関する評価指標が必要ではないか。 
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反映させる。 
 

災後の被害拡大防

止及び復旧・復興に

資する防災科学技

術に基づいた情報

提供を関係機関等

へ迅速に行うとと

もに、職員を派遣し

て災害現場の支援

等を行う。 
さらに、災害時の被

害拡大防止及び速

やかな復旧・復興の

実効性を高めるた

め、被災した都道府

県や市町村の職員

等を交えたフォロ

ーアップを行い、災

害現場で必要とさ

れている防災科学

技術のニーズを明

らかにして、必要に

応じて研究開発に

反映させるととも

に、国、地方公共団

体との連携・協働を

強化する。 

災後の被害拡大防

止及び復旧・復興に

資する防災科学技

術に基づいた情報

提供を関係機関等

へ迅速に行うとと

もに、職員を派遣し

て災害現場の支援

等を行う。加えて、

国と地方・民間の

「災害情報ハブ」推

進チームの活動の

一端を担う。 
さらに、災害時の被

害拡大防止及び速

やかな復旧・復興の

実効性を高めるた

め、被災した都道府

県や市町村の職員

等を交えたフォロ

ーアップを行い、災

害現場で必要とさ

れている防災科学

技術のニーズを明

らかにして、必要に

応じて研究開発に

反映させるととも

に、国、地方公共団

体との連携・協働を

強化する。 
地方自治体や企業

と協定を締結し、地

震や津波の早期検

知やモニタリング

技術、即時予測技術

を実装し、広く防災

減災に貢献する。和

歌山県、三重県、千

葉県、尾鷲市、電力

会社、鉄道会社と海

底地震津波観測網

データの利活用に

イト「防災科研クラ

イシスレスポンスサ

イト（NIED-CRS）」
を公開（アクセス数

は 108,992（平成 30
年 7 月 5 日～平成 31
年 3 月 31 日））した。

発災後は、分野横断

的な災害対策チーム

を設置するととも

に、災害直後より被

災地へ職員を順次派

遣（累計 65 名）し、

SIP4D を用いて県の

災害対策本部や災害

対応機関（地方自治

体、自衛隊、消防等）

のニーズに応じた情

報共有支援を行った

ことが高く評価され

た。本支援活動に関

して広島市長より感

謝状の手交があっ

た。上記の平成 30 年

7 月豪雨を始め、4 月

に発生した霧島山

（硫黄山）の噴火、6
月に発生した大阪府

北部の地震、8 月に発

生した口永良部島の

噴火、9 月に発生した

平成30年度北海道胆

振東部地震など多く

の自然災害が発生し

たことに伴い、全部

で 80件の災害調査の

実施・支援等を行っ

た。それら調査結果

を関係機関や現地対

策本部等へ提供した

だけではなく、一般

に対してウェブサイ

う活動を実施しただけでは

なく、平成 30 年 7 月豪雨

では災害直後より被災地へ

職員を順次派遣し、SIP4D
を用いて県の災害対策本部

や災害対応機関（地方自治

体、自衛隊、消防等）のニー

ズに応じた情報共有支援を

行い、広島市長より感謝状

を頂いたことは高く評価で

きる。 
・また、平成 30 年 7 月豪雨を

始め、多くの自然災害が発

生したことに伴い、全部で

80 件の災害調査等を実施

した。それら調査結果を関

係機関への資料を提出した

ことや現地対策本部等へ提

供しただけではなく、一般

に対してウェブサイトを公

開したことは評価できる。 
・多くの地方公共団体等に対

しては、震動実験映像、e コ

ミュニティ・プラットフォ

ーム、MP レーダ情報等の

情報提供を行ったことや地

方公共団体や民間企業と協

定を締結するなど、研究成

果の普及と活用の促進がな

されていることは高く評価

できる。 
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関する協定を結び、

各地域や各事業の

防災減災へ連携し

て取り組む。 

トを公開した。また

国等の委員会への情

報提供については、

地震調査研究推進本

部、地震防災対策強

化地域判定会、地震

予知連絡会、火山噴

火予知連絡会等に数

多くの提供を行っ

た。地方公共団体等

については、震動実

験映像、e コミュニテ

ィ・プラットフォー

ム（18 件）、MP レー

ダ情報等々の情報提

供を行った。 
・三重県、和歌山県、徳

島県、千葉県流山市、

神奈川県藤沢市、三

重県尾鷲市、電力会

社、鉄道会社とデー

タ利活用に関する協

定を結び、各地域や

各事業の防災減災へ

連携して取り組ん

だ。 
 
 

 

４．その他参考情報 
特になし 



- 46 - 
 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２ 防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発の推進 

関連する政策・施策 政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題

への対応 
施策目標９－２ 環境・エネルギーに関する課題への対応 
施策目標９－４ 安全・安心の確保に関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人防災科学技術研究所法第 15 条 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
令和元年度行政事業レビュー番号 0233 0248 0249 0250 

 
２．主要な経年データ 
 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準値等 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度  ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 
論文数（編）  126 編 140 編 134 編     予算額（千円） 3,211,166 2,041,775 2,129,213     
学会等での口

頭発表数（件） 

 
709 件 679 件 691 件 

    決算額（千円） - -  -      

         経常費用（千円） - - -     
         経常利益（千円） - - -     
         行政サービス実施

コスト（千円） 
- - -     

         従事人員数 106.2 人 76.3 人 83 人     
 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評

価の視点）、指

標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

 ２．防災科学技術に

関する基礎研究及

び基盤的研究開発

の推進 
 
国民の安全・安心を

確保するために、災

害を予測・察知して

その正体を知る技

術、早期に被害状況

を把握し国民の安

全な避難行動に資

する技術、迅速な復

旧を可能とする技

２．防災科学技術に

関する基礎研究及

び基盤的研究開発

の推進 
 
防災科学技術とは、

「災害を未然に防

止する予測力・予防

力」、「被害の拡大を

食 い 止 め る 対 応

力」、そして「災害か

らの復旧・復興を実

現する回復力」、の

全てを含む幅広い

２．防災科学技術に

関する基礎研究及

び基盤的研究開発

の推進 
 
防災科学技術とは、

「災害を未然に防

止する予測力・予防

力」、「被害の拡大を

食 い 止 め る 対 応

力」、そして「災害か

らの復旧・復興を実

現する回復力」、の

全てを含む幅広い

２．防災科学技術

に関する基礎研究

及び基盤的研究開

発の推進 
 
（共通的事項） 
○研究開発成果を

最大化するための

研究開発マネジメ

ントは適切に図ら

れているか。 
 
《評価指標》 
・理事長のリーダ

２．防災科学技術に関

する基礎研究及び基盤

的研究開発の推進 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

理事長のリーダーシッ

プの下、「研究開発成果

の最大化」に向けた研

究開発能力及び経営管

理能力の強化を図るた

め、拡大役員会議の場

において各プロジェク

ト等の業務の進捗状況

２．防災科学技術に関する基

礎研究及び基盤的研究開発の

推進 
 
 
＜評定と根拠＞ 
評定： Ａ 
 
研究所の目的・業務、中長期

目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等につい

て諸事情を踏まえて総合的に

勘案した結果、適正、効果的

かつ効率的な業務運営の下で

評定 Ａ 
＜評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等について諸

事情を踏まえて総合的に勘案した結果顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期

待等が認められるため。 
 

＜評価すべき実績＞ 
・補助評定の評価を総合的に判断した結果、評定をＡとする。 
 
・理事長は、研究開発やその実装に関して強いリーダーシップを発揮し、社会的要求

と関連した防災科研の長期構想に関するアイデンティティを提示した。 
・全般的に基礎的研究だけにとどまらず社会還元が要求される応用的な研究も重視

しており、これに伴って他省庁・他研究機関・民間企業とより緊密に連携した研究

開発が行われ、研究開発成果の最大化を大きく牽引しているものと評価できる。 
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術及び災害情報を

共有し利活用する

技術等の実現を目

指す。このため、防

災科学技術に関す

る基礎研究及び基

盤的研究開発を、①

地震・火山・極端気

象等世界に類を見

ない観測網を活用

した観測研究と②

世界最大規模の実

験施設を用いた実

験研究といった従

来からの強みを生

かしつつ、③災害の

全体像を明らかに

するシミュレーシ

ョン、④効果的な災

害対応や復旧・復興

に向けたハザード・

リスク評価、⑤これ

らを統合するため

の情報利活用技術

といった今後一層

強化すべき技術を

組み合わせ、目標の

実現に向けた工程

を踏まえつつ推進

する。その際、防災

科研内外の異なる

研究分野間との連

携やリスクコミュ

ニケーションの手

法を積極的に活用

する。 
具体的な取組及び

中長期目標期間中

に達成を目指すべ

き成果は以下のと

おりであり、そのた

め、個々の研究開発

概念である。防災に

関する総合的な研

究機関である強み

を活かし、「災害は

自然と社会の交互

作用のなかで発生

するもの」との認識

に立ち、防災科学技

術の研究開発も自

然と社会の交互作

用を対象としつつ、

「予測力・予防力」、

「対応力」、「回復

力」の全てを対象と

した幅広い研究を

促進することが、真

の意味で防災科学

技術の水準の向上

につながる。 
このような認識の

下、中長期目標に従

い、防災科学技術に

関する基礎研究及

び基盤的研究開発

を、①地震・火山・

極端気象等世界に

類を見ない観測網

を活用した観測研

究と②世界最大規

模の実験施設を用

いた実験研究とい

った従来からの強

みを生かしつつ、③

災害の全体像を明

らかにするシミュ

レーション、④効果

的な災害対応や復

旧・復興に向けたハ

ザード・リスク評

価、⑤これらを統合

するための情報利

活用技術、といった

概念である。防災に

関する総合的な研

究機関である強み

を活かし、「災害は

自然と社会の交互

作用のなかで発生

するもの」との認識

に立ち、防災科学技

術の研究開発も自

然と社会の交互作

用を対象としつつ、

「予測力・予防力」、

「対応力」、「回復

力」の全てを対象と

した幅広い研究を

促進することが、真

の意味で防災科学

技術の水準の向上

につながる。 
このような認識の

下、防災科研内外の

異なる研究分野間

との連携にあたり、

コ・デザイン、コ・

プロダクションが

可能になるように

リスクコミュニケ

ーションの手法を

積極的に活用しつ

つ、中長期計画に従

い以下のとおり研

究開発を推進する。 

ーシップが発揮さ

れるマネジメント

体制の構築・運用

状況 
 

報告を実施した。それ

に加えて、理事長が研

究者ひとりひとりと意

見交換をする場など、

様々な機会を設けて研

究者から話を聞いてい

る。また、各種事業の推

進に向けた検討におい

ては、理事長が担当者

にヒアリングを実施す

るなど、適切なマネジ

メントを行っている。 
 

「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が

認められるため、評定をＡと

する。 
 
（Ａ評定の根拠） 
・理事長のリーダーシップの

下、「研究開発成果の最大

化」に向けた研究開発能力

及び経営管理能力の強化を

図るため、拡大役員会議の

場において各プロジェクト

等の業務の進捗状況報告等

を実施したこと。 
・地震動の即時予測、余震活

動予測を行うシステム開発

のため構築したプロトタイ

プの高度化と実証試験が着

実に進み、強震モニタ API
のプロトタイプシステムに

ついては試験運用に進め

た。 
・2016年熊本地震を対象とし

た研究成果が日本地震学会

論文賞を受賞した。 
・10 層 RC 建物試験体を対象

として、大規模な地震後も

継続利用できる、柱梁接合

部の損傷を抑制する設計技

術の提案と実証を実施し、

次年度に日本建築学会が発

刊する指針に掲載予定とな

った。この指針が発刊され

れば、より耐震性の高いRC
建物を設計するため、多く

の建築技術者が参照するこ

とになり、安全性・経済性が

高い RC 建物の国民への提

供に大きく貢献することな

る。この成果の創出と展開

は高く評価できる。また、同

・研究開発の成果は、毎年のように起こる災害の現場で実効性が試され効果を発揮し

ており、それらの経験によって開発の方向性が確認できていることは評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
－ 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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について、具体的な

目標を中長期計画

において定めると

ともに、早急に研究

ロードマップを策

定し、可能なものは

公表するものとす

る。 
 
 

今後一層強化すべ

き技術を組み合わ

せ、目標の実現に向

けた工程を踏まえ

つつ推進する。本中

長期計画では、防災

科研内外の異なる

研究分野間との連

携にあたり、コ・デ

ザイン、コ・プロダ

クションが可能に

なるようにリスク

コミュニケーショ

ンの手法を積極的

に活用しつつ、以下

に記す３領域７分

野に関する研究開

発を推進する。 

じ試験体を用いて実証した

基礎すべり構法について、

住宅メーカーからの技術紹

介の依頼があり、社規実装

に向けた成果の展開が期待

できる。 
・防災科研として初めてクラ

ウドファンディングに挑戦

し、海外（ネパール）におけ

る石積の伝統的な家の地震

被害を防ぐための実証実験

を大型耐震実験施設で実施

したことは、今後の活動に

先鞭をつけ、メディア等を

介して所の PR に貢献した

ことは高く評価できる。 
・全国を対象とした 250m メ

ッシュの土砂災害・浸水危

険度を配信する技術が構築

され、平成 30 年 7 月豪雨

時に災害現場に配信され

た。 
・積雪地域で多発する雪下ろ

し関連事故の防止につなが

る「雪おろシグナル」、及び

吹雪予測手法の開発と社会

へ応用した。「雪おろシグナ

ル」は特別豪雪地帯として

知られる新潟県津南町の空

き家の雪対策としても活用

されている。吹雪予測情報

は北海道中標津町教育委員

会において通学バスの安全

運行に利用されるなど、積

雪地域の防災に寄与してい

る。これらは、雪氷防災に関

する研究開発が自治体等と

の連携により高度化すると

ともに対象範囲が広域化し

たものであり、社会に貢献

する研究成果である。 
・地震活動モデルを改良した
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2018 年起点の地震動予測

地図を作成し、これらの検

討結果は、「全国地震動予測

地図 2018 年版」として地

震調査研究推進本部より予

定通り公表され、さらに

2019 年起点においても J-
SHIS より公開されること

となったことは顕著な成果

として高く評価できる。さ

らに、地震ハザード評価に

関する研究が、文部科学大

臣表彰、内閣総理大臣表彰

で評価されただけにとどま

らず、社会での活用のため

成果を広く公表した。 
・内閣府官民チーム「災害時

情 報 集 約 支 援 チ ー ム

（ISUT）」の情報共有サイ

トにも同じ技術を適用して

おり、災害対応機関からの

高い評価も得たことであ

る。加えて、その適用の中

で、災害対応時の情報プロ

ダクツや ISUT のような組

織体の有効性や課題の抽出

を行い、それを研究開発の

発展として、「戦略的イノベ

ーション創造プログラム

（SIP）」第 2 期の研究テー

マ採択にもつなげた。 
 
 

 

（１）災害をリアル

タイムで観測・予測

するための研究開

発の推進 
 
南海トラフ巨大地

震や首都直下地震

等の甚大な被害を

生じさせる地震・津

（１）災害をリアル

タイムで観測・予測

するための研究開

発の推進 
 
①地震・津波予測技

術の戦略的高度化

研究 
 

（１）災害をリアル

タイムで観測・予測

するための研究開

発の推進 
 
①地震・津波予測技

術の戦略的高度化

研究 
 

（１）災害をリア

ルタイムで観測・

予測するための研

究開発の推進 
 
○安全・安心な社

会の実現に向け

て、国の施策や計

画等において国が

（１）災害をリアルタ

イムで観測・予測する

ための研究開発の推進 
 
 
①地震・津波予測技術

の戦略的高度化研究 
 

（１）災害をリアルタイムで

観測・予測するための研究開

発の推進 
 
補助評定：（Ａ） 
<補助評定に至った理由> 
研究所の目的・業務、中長期

目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等につい

（１）災害をリアルタイムで観測・予測するための研究開発の推進 
 
 
 
補助評定：（Ａ） 
＜補助評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等について諸

事情を踏まえて総合的に勘案した結果、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため。 
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波災害や火山災害

の軽減に有効な情

報をリアルタイム

で提供する観測・予

測技術を開発し、防

災・減災対策に貢献

する。 
 
① 地震・津波の観

測・予測研究 
 
S-net 及 び

DONET を含む海

陸の基盤的地震観

測網等の観測デー

タと大規模シミュ

レーションを活用

して、地震動・津波

即時予測のための

研究開発を実施し、

迅速かつ高精度な

地震や津波の早期

警報及び直後の被

害予測の実現を目

指す。また、将来発

生し得る大規模な

地震に関する地殻

活動等の把握や地

震発生の長期評価

等の高度化に関す

る研究に取り組み、

地震調査研究推進

本部等の施策に貢

献する。さらに、地

震・津波災害の軽減

に向けてステーク

ホルダーとの協働

を進める。 

平成 23 年東北地方

太平洋沖地震では、

津波警報による津

波予測高が過小評

価であったために

迅速な避難に繋げ

られず、また被害の

把握が遅れた。ま

た、緊急地震速報に

ついても頻発した

余震に対する誤報

等の課題が見出さ

れた。今後発生が懸

念される首都直下

地震をはじめとす

る内陸部を震源と

する地震、南海トラ

フや日本海溝等に

おける海溝型巨大

地震及びその余震

による被害の軽減

に向けては、上記課

題の解決が重要と

なる。このため、以

下の研究開発に取

り組む。 
防災科研が安定的

に運用する世界最

大規模の稠密かつ

高精度な陸域及び

S-netや DONET 等

の海域の基盤的地

震・津波観測網によ

り新たに得られる

海陸統合のデータ

に加えて、海外を含

む様々な機関のデ

ータや必要に応じ

てそれらを補完す

る機動的な調査観

測のデータを最大

限活用した研究開

・即時地震動予測、

即時余震活動予測

のシステム化に関

する各種調査（フィ

ージビリティ・スタ

ディを含む）を継続

し、前年度までに構

築したプロトタイ

プシステムの高度

化を行う。有望なア

ルゴリズムについ

ては随時プロトタ

イプシステムに組

み込む。即時地震動

予測システムのう

ち、データ同化シス

テムの構築を開始

する。海域地震動デ

ータを効果的に即

時予測に活かすた

めの各種研究を開

始する。さらに長周

期地震動に関して

は、現行の緊急地震

速報と同様のタイ

ミングで個別地点

の地震動を予測し

リアルタイムの観

測情報と合わせて

配信する利活用シ

ステムのプロトタ

イプを開発する。こ

のシステムにより 5
以上の機関に対し

て長周期地震動に

関するリアルタイ

ム情報を試験的に

配信し情報を利活

用する上での課題

の抽出等を行う。 
・予測手法の改良や

データ拡充により

取り組むべき課題

の解決につながる

研究開発が推進さ

れているか。 
 
《評価指標》 
・地震・津波の観

測・予測研究開発

の成果 
・成果の社会実装

に向けた取組の進

捗 
《モニタリング指

標》 
・論文数・口頭発表

件数等 

●即時地震動予測技術

及び地震被害推定技術

の開発 
・迅速かつ確実な地震

動の即時予測、余震

活動予測を行うシス

テムの開発を行うた

め、これまで開発し

てきた強震動即時補

間システムの出力結

果を元にして、実況

地震動データから予

測を行うデータ同化

のアルゴリズムを実

装したプロトタイプ

システムを構築し

た。加えて、実況およ

び予測地震動表示色

の 国 際 規 格

（ISO22324）対応を

実施した。また、海底

地震計の自動姿勢補

正プロトタイプシス

テムの構築を行っ

た。巨大地震 CMT 解

析のプロトタイプシ

ステム、強震モニタ

API のプロトタイプ

システムを試験運用

するとともに、海域

の強震観測データを

即時予測に利用する

ために必要なデータ

処理手法を開発し

た。即時余震予測に

用いるアルゴリズム

の自動化について引

き続き検討し、強震

動即時予測を高度化

するための新たな観

測機器の開発を進め

た。長周期地震動に

て諸事情を踏まえて総合的に

勘案した結果、適正、効果的

かつ効率的な業務運営の下で

「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が

認められるため、（Ａ）評定と

する。 
 
（（Ａ）評定の根拠） 
①地震・津波予測技術の戦略

的高度化研究 
 
・地震動の即時予測、余震活

動予測を行うシステム開発

のため構築したプロトタイ

プの高度化と実証試験が着

実に進み、強震モニタ API
のプロトタイプシステムに

ついては試験運用に進めた

ことは、顕著な成果として

高く評価できる。 
・長周期地震動予測システム

が昨年度からの実証実験の

継続と課題への対応等を通

して民間企業・一般ユーザ

および気象庁と連携した社

会実装にむけて確実に進展

した。 
・陸海観測網で記録された地

震・水圧の実データを活用

した津波即時予測技術や津

波の成長・収束の予測技術

の高度化によって予測の信

頼性・高速性を確実に進捗

させた。遠地津波の予測技

術等の要素技術が進展し、

津波伝播自動計算システム

の安定稼働が実現したこと

は評価できる。 
・顕著な成果として、社会実

装に向けたステークホルダ

 
 
①地震・津波予測技術の戦略的高度化研究 
 
＜評価すべき実績＞ 
・地震・津波予測技術の研究に関しては、MOWLAS データの利活用がさらに進み、

また研究成果についても文部科学大臣表彰科学技術賞(開発部門)など多くの表彰

を受け、さらに「１分でも早い避難」を実現するために、南海トラフ海底地震津波

観測網（N-net）の構築の検討、推進を主体的に実施したことは高く評価する。 
・巨大地震発生メカニズム研究については、南海トラフ地震の基本シナリオ作成が順

調に進捗している。また、内陸地震シナリオ作成のモデルケースとして 2016 年熊

本地震を対象とした 3 次元動的破壊伝播シミュレーションを実施し論文誌上で発

表した結果、2018 年度日本地震学会論文賞を受賞したことは、顕著な成果として

高く評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
－ 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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発を実施すること

により、地震及び津

波に係る防災・減災

に貢献する。 
具体的には、シミュ

レーション等の技

術を活用し、迅速か

つ確実な地震動や

津波の即時予測技

術や直後の被害予

測技術の開発を行

うとともに、高信

頼・効率的な地震・

津波観測を行うた

めの観測機材や観

測技術を開発する。

また、従来の地震カ

タログに具わる多

様な情報の活用等

により地震発生の

長期評価の発展に

つながる地震発生

モデルを構築する

とともに、室内実

験、大規模シミュレ

ーション等を活用

して、被害をもたら

す大地震に関する

研究も行う。 
地震・津波防災研究

の中核的機関とし

て国内外の機関と

も連携し、日本にお

ける地震観測デー

タを集約・公開・解

析し、得られた地震

津波防災情報やシ

ミュレーション結

果を国民に対して

分かりやすく情報

発信を行うととも

に、政府関係委員会

津波即時予測シス

テムプロトタイプ

の構築を進めると

ともに、テスト地域

を対象とした津波

の成長・収束予測シ

ステムプロトタイ

プの構築への着手

と遠地津波予測技

術と津波被害推定

技術の開発を進め

る。またこれらの予

測技術の検証用プ

ラットフォームの

構築に着手する。ス

テークホルダーと

の連携や普及啓発

活動により、予測技

術対応地域の拡大

に向けた環境構築

を図る。 
・海陸地震観測網の

観測データを統合

的に解析するため

の技術開発ならび

にシミュレーショ

ンや統計解析等に

基づく「異常」現象

検知方法の開発を

継続する。前年度に

構築したプロトタ

イプに基づき、日本

列島地震情報基盤

データベースの項

目や構築方法の再

検討を行う。構築方

法が確定した多機

能地震カタログ項

目について、時空間

的な拡充を行う。地

殻活動総合モニタ

リングシステムに

即時に対応するため

のリアルタイム情報

配信技術を開発し、

民間企業・一般ユー

ザ・気象庁等と連携

し実施し、リアルタ

イム情報の利活用に

おける課題をさらに

抽出し個々の課題に

ついて検討・研究を

進めた。 
 
●海底観測網データを

用いた津波予測技術の

開発 
・陸域への遡上も考慮

した津波即時予測及

び被害推定のため、

S-net 沿岸地域につ

いての津波データベ

ースと Multi-index
法による概観的な浸

水深の予測の検討、

微分波形を用いて水

圧観測ノイズの影響

を軽減した津波波源

インバージョン手法

の検討を実施した。

さらにシステムプロ

トタイプとして前年

度構築に着手した津

波波源自動解析シス

テムの高度化を行

い、微分波形を用い

たインバージョン手

法を実装すると共

に、推定された波源

に基づくフォワード

計算により概観的な

沿岸波高分布の高速

な予測計算を可能と

した。成長・収束予測

ーとのデータ活用に関する

連携の進捗によって、津波

防災ポータルサイトの公開

と高度化の実施されたこと

が挙げられる。 
・地殻活動総合モニタリング

システムにより得られた情

報は臨時及び定期的に国の

地震調査委員会等の各種委

員会へ資料提供され、地震

活動評価に大きく貢献して

いる。特に南海トラフ域に

おいては、数値シミュレー

ションを駆使した地殻活動

のモデリングを進めるとと

もに様々な地震活動等をモ

ニタリングし、情報公開を

行ったことは評価できる。 
・南海トラフの応力分布やそ

れに基づいた南海トラフ大

地震の基本シナリオの作成

が順調に進んでいる。 
・さらに今後の内陸部をター

ゲットとしたシナリオ作成

に向け、剪断歪みエネルギ

ー量と内陸地震との関係に

ついての研究成果が先行し

て得られた。 
・大型摩擦実験に基づく摩擦

法則構築に必要な技術開発

も着実に進んでいる。 
・また、国際共同研究や国際

ワークショップの開催等の

研究成果を世界的に発展さ

せる取り組みも積極的に行

われた。 
・さらに、顕著な成果として、

2016 年熊本地震を対象と

した研究成果が日本地震学

会論文賞を受賞したことが

挙げられる。 
・以上により、巨大地震発生
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等への資料提供、地

方公共団体やイン

フラストラクチャ

ー事業者等との協

働に取り組むこと

により、国民の安

全・安心と社会の安

定的発展に貢献す

る。 
なお、S-net の観測

データを活用した

津波の遡上の即時

予測を実現する研

究開発と分かりや

すい情報提供を目

指した実証実験は、

社会実装に向けた

取組の一環として、

「戦略的イノベー

ション創造プログ

ラム（SIP）」におい

て府省・分野横断的

に行う。 

ついて、プロトタイ

プにおいて評価が

終了した項目から、

地震調査委員会等

の各種委員会に現

況評価資料として

資料提供を行う。併

せて、海陸統合観測

データを用いたモ

ニタリング技術を

同システムに導入

する。整備が完了し

た項目について、所

内外へ公開する仕

組みを構築する。所

外への情報公開に

あたって、総合防災

情報センターとの

協働に着手する。 
・大地震発生シナリ

オ作成に向け、南海

トラフ応力蓄積モ

デルとそこから推

定される大地震発

生シナリオの構築

を進める。さらに、

大型岩石摩擦実験

データに基づく構

成則の検討を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 

のための基盤技術と

して、沖合水圧観測

データとシミュレー

ション結果を統合し

て空間的に均質な水

圧変動場を推定する

津波データ同化手法

を S-net データに適

用する機能に加え

て、海底地殻変動の

影響を除いたデータ

同化手法のリアルタ

イム化のための検証

を行った。遠地津波

予測のための基盤技

術開発については、

前年度までに構築し

た CMT 解に基づく

津波伝播自動計算シ

ステムの安定稼働を

実現し、環太平洋で

発生した約 100 の地

震 に よ る S-net 、
DONET 観測点への

津波の影響の評価を

実施した。これら予

測技術を検証するプ

ラットフォームに向

けて津波波源自動解

析システムによる推

定結果、Multi-index
法による予測結果、

津波データ同化機

能、CMT 解に基づく

自動計算システムに

よる結果を統合的に

可視化するインター

フェースを構築し、

津波予測システムプ

ロトタイプの構築を

推進した。またステ

ークホルダーと津波

シナリオ構築のための研究

が着実に進展していると高

く評価できる。 
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予測手法やデータ活

用に関する連携を進

めると共に、津波防

災研究に関する共通

基盤データベースと

して津波防災研究ポ

ータルサイトの公開

と高度化を行った。 
 
●地震発生の長期評価

の高度化技術の開発 
・地殻活動総合モニタ

リングシステムにつ

いては、紀伊半島沖

で発生する浅部超低

周波地震活動につい

て、３次元地震波速

度 構 造 に 基 づ く

CMT 解析を実施し、

海溝軸付近の低角逆

断層型のイベントで

あることを確認する

とともに、その震源

分布と南海トラフ域

のすべり遅れ分布に

有意な相関があるこ

とを明らかにした。

一方、S-net データの

解析により、東北地

方太平洋沖において

も深部低周波微動が

プレート等深度線に

沿って分布すること

を発見した。さらに、

2018 年 6 月に房総沖

で発生したスロース

リ ッ プ イ ベ ン ト

（SSE）の解析を行

い、すべり域やモー

メント量の推定を行

った。海域及び陸域

観測網のデータを用
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いた震源決定処理技

術の開発を進めると

ともに、三次元地下

構造モデルに基づく

震源決定システムの

実装に着手した。ま

た、中小地震のモー

メントを推定する技

術の開発を進めた。

構築を進めている日

本列島地震情報基盤

データベースを構成

する多機能地震カタ

ログについて、GISを

用いて効率的に時空

間分布把握を行うた

めのツールを作成し

た。また、南海トラフ

巨大地震の想定震源

域の発震機構解精査

や観測波形の特徴把

握により、フィリピ

ン海プレート形状モ

デル構築のための基

礎データとした。日

向灘から四国で発生

する長期的 SSE を再

現するための数値シ

ミュレーション技術

の開発に着手した。

以上で得られた成果

を、地震調査委員会

等の各種委員会に現

況評価資料として提

供するとともに、所

内の総合防災情報セ

ンターとの協働によ

り情報公開した。 
 
●巨大地震発生メカニ

ズム研究 
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・南海トラフの海溝型

巨大地震を引き起こ

す応力蓄積の状況を

明らかにするため、

海陸の測地データか

らプレート間すべり

遅れ速度分布を推定

し、それを基にプレ

ート境界に蓄積され

つつある応力分布モ

デルを作成した。ま

た、この応力分布を

入力として南海トラ

フにおける巨大地震

の破壊シミュレーシ

ョンを実施し基本シ

ナリオを作成した。

さらに内陸の大地震

シナリオ作成に向

け、プレート間すべ

り遅れ速度分布と微

小地震解析とを組み

合わせて内陸部に生

じる剪断歪みエネル

ギー量を推定すると

ともに、剪断歪みエ

ネルギーの増減が内

陸地震活動に影響を

与えていることを論

文誌上で発表した。

ユトレヒト大学（オ

ランダ）と共同で大

型振動台を利用した

ガウジ摩擦実験をお

こない、シミュレー

ションに入力する摩

擦パラメタが断層長

に依存するかを明ら

かにするための基礎

データを取得した。

また、岩石摩擦実験

データの解析と数値
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計算とを組み合わ

せ、歪ゲージ記録を

校正して真の摩擦パ

ラメタを推定する手

法を開発し、論文誌

上で発表した。海溝

型巨大地震が引き起

こす津波及び地震動

による被害を再現可

能な広帯域波長すべ

りモデル構築の開発

を行い、1906 年エク

アドル・コロンビア

大地震 (Mw8.4)の広

帯域波長すべりモデ

ルを推定した。内陸

地震シナリオ作成の

モデルケースとして

2016 年熊本地震を対

象とした 3 次元動的

破壊伝播シミュレー

ションを実施し論文

誌上で発表した結

果、2018 年度日本地

震学会論文賞を受賞

した。これらの研究

成果を世界的に発信

するとともに、最新

研究成果を取り入れ

るため ACES(APEC 
Cooperation for 
Earthquake 
Science)国際ワーク

ショップを主催し、

さ ら に

Tectonophysics 誌に

特集号を企画した。 
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② 火山災害の観

測・予測研究 
 
基盤的火山観測網

と各種リモートセ

ンシング技術やモ

ニタリング技術等

を活用して火山災

害過程の把握や予

測に関する研究開

発及び火山災害の

軽減につながるリ

スクコミュニケー

ションの在り方に

関する研究を実施

し、新たな火山防

災・減災対策の実現

を目指す。また、大

学・研究機関との連

携等も含め、研究実

施体制の強化・充実

を図る。 

②火山災害の観測

予測研究 
 
平成 26 年の御嶽山

の噴火災害は、水蒸

気噴火予測の困難

さや事前に適切な

情報提供ができな

かったことなどに

より戦後最悪の火

山災害となった。本

噴火災害により、火

山防災対策推進の

仕組み、火山監視・

観測体制、火山防災

情報の伝達、適切な

避難方策、火山防災

教育や知識の普及、

火山研究体制の強

化と火山専門家の

育成など、火山防災

対策に関する様々

な課題が明らかに

なった。火山災害に

よる被害の軽減を

図るため、上記課題

の解決を目指し以

下の研究開発に取

り組む。 
基盤的火山観測網、

火山ガス・地殻変

動・温度の把握を目

的としたリモート

センシング技術等

による多項目の火

山観測データを活

用し、多様な火山現

象のメカニズムの

解明や火山災害過

程を把握するため

の研究開発を進め

る。 

②火山災害の観測

予測研究 
 
・引き続き、阿蘇山

を主な対象として

研究を進める。ま

た、前回の噴火から

３２年経過し、噴火

が懸念される伊豆

大島を主な対象に

加え、機動観測を実

施し、火山体の地下

構造、地下のマグマ

の活動を捉える技

術開発を進める。ま

た、小規模噴火の検

知能力向上のため、

火口周辺稠密観測

網性の検討を始め

る。 
・地上設置型レーダ

ー干渉計の解析に

おいて、気象観測デ

ータに基づいて大

気遅延誤差を軽減

するアルゴリズム

を開発する。 
・ARTS-SE のデー

タの処理手法の開

発（スキャナ、カメ

ラセンサ融合解析

技術開発。火成岩の

赤外分光放射率計

測。）を行うととも

に、望遠画像分光装

置（紫外可視域）に

おいてフィールド

用装置を開発する。 
・伊豆大島を対象と

して、物質科学分

析・実験から噴火過

程をモデル化する

 ②火山災害の観測予測

研究 
 
●多項目観測データに

よる火山現象・災害過

程の把握のための研究 
・阿蘇山を対象とした

研究では、2016(H28)
年 10月 8日噴火にお

いて V-net で観測さ

れた空振波形の解析

から噴煙体積の変化

率と積算体積の時間

変化を推定し、噴煙

規模を即時評価する

手法を開発した。ま

た、霧島山新燃岳の

2011 年噴火と 2018
年噴火における地殻

変動データから、噴

火様式の違いが地下

における火道内での

摩擦特性の変化によ

る押し出され方の違

いに起因することを

突き止めた。2018 年

4 月に発生した霧島

山新燃岳・硫黄山の

噴出物解析を実施

し、噴火様式・噴火推

移把握のための研究

を実施した。伊豆大

島については、V-net
のデータおよび機動

観測のデータ解析に

よる地下構造の推定

を実施した。さらに、

小規模噴火を対象と

した噴火口近傍の稠

密観測網整備の検討

を行った。霧島山新

燃岳・硫黄山噴火

②火山災害の観測予測研究 
 
 
・霧島山新燃岳・硫黄山噴火、

口永良部島噴火において着

実に情報発信を行った。 
・V-net データ解析による火

山噴火機構の解明、地上設

置型レーダー干渉計観測シ

ステムや ARTS-SE、火山灰

可搬型分析装置、火山シミ

ュレーションなどの技術開

発を着実に進めた。 
・また、次世代火山研究推進

事業との有効な連携によ

り、観測・予測・対策を一体

的に学術・実用の両面から

発展させる取組が予定通り

なされている。 
・今後これらの要素技術を総

括し、火山災害に資する事

象系統樹の開発を進める基

礎ができた。 
・これらにより着実に研究が

進捗していると評価できる 
 
 

②火山災害の観測予測研究 
 
＜評価すべき実績＞ 
・研究は着実に進んでおり、災害対応や人材育成、次世代火山研究推進事業との連

携、火山災害軽減のためのリスクコミュニケーションに関する研究が積極的に行

われていることは評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
・全般的に計画どおりの進捗を見せているが、多角的火山活動評価や噴火災害ポテン

シャル評価など基礎的な研究が多い。実際の噴火災害事例と事前予測との照合な

どを通じて技術の完成度を高め、早期な社会実装を期待する。 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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また、事象系統樹

は、地域住民、地方

公共団体や政府が、

噴火災害の恐れの

ある噴火活動に対

して、その火山活動

や噴火現象の推移

の全体像を把握し、

適切な判断をする

基本となるもので、

社会的に重要であ

る。この事象系統樹

による推移予測技

術の開発、実験的・

数値的手法による

多様な火山現象を

再現する物理モデ

ルの構築などによ

り、火山活動及び火

山災害の推移を予

測する技術開発を

実施する。さらに、

水蒸気噴火の先行

現象の研究等に資

するため、火口付近

を含む火山体周辺

において火山観測

網を補完する機動

的な調査観測を行

うほか、噴火様式の

変化を早期に捉え

るため、遠隔で火山

ガスや火山灰等の

分析を行うモニタ

リング技術を開発

する。 
災害リスク情報に

関する研究と連携

し、火山活動と火山

災害に関する空間

的・時間的情報を一

元化し、火山防災に

とともに、火山泥流

の室内実験を踏ま

え、実現象への適用

を検討する。また、

マグマシステム内

進化過程シミュレ

ーションマスター

モデルを設計する。 
・水蒸気噴火の発生

メカニズム解明に

関する研究に着手

する。 
・火山専門家と火山

周辺自治体（平成 30
年度は伊豆大島と

十勝岳を想定）を対

象としたヒアリン

グ調査を実施する。

また、全国の火山周

辺自治体を対象と

した防災訓練・研修

に関する実態調査

を実施する。さら

に、全国で配布され

ている火山災害・火

山防災に係るテキ

ストの情報を収集

する。 
・降灰による車の通

行への影響評価実

験に係る実験計画

の策定に着手する。 

(2018/4)と口永良部

島 噴 火 (2018/8, 
2018/12, 2019/1) に

おいては、多項目観

測データによる火山

現象の把握した結果

を、クライシスレス

ポンスサイトや火山

噴火予知連絡会に報

告した。また、次世代

火山研究推進事業で

データ共有のための

一元化システムの開

発を進めた。 
●火山リモートセンシ

ング技術の開発研究 
・開発を進めている地

上設置型レーダー干

渉計を浅間山の山麓

に設置し、観測およ

びデータ解析を進め

た。大気ノイズ成分

が 3cm を超える場合

があることが確認さ

れた。火山性地殻変

動の把握のためには

数 cm 程度の変動を

検知することが必要

であるため、本手法

を常時モニタリング

手法として確立する

ために、このノイズ

成分をより軽減する

必要性を把握した。

ARTS-SE スキャナ

センサと融合的に活

用できる、ARTS-SE
カメラセンサによる

熱源の観測では、噴

気などの影響を取り

除くこと、および、高

速で移動する航空機



- 59 - 
 

関わる住民・国・地

方公共団体・研究機

関が迅速に共有・利

活用できるシステ

ムを開発する。ま

た、火山専門家の知

見を社会に効果的

に伝える手法の開

発等、火山災害によ

る被害の軽減につ

なげるためのリス

クコミュニケーシ

ョンの在り方に関

する研究を実施す

る。国内の火山研究

の活性化と成果の

社会実装を推進す

るため、大学・研究

機関・火山防災協議

会等との連携を強

化し、研究実施体制

の強化・充実を図る 

から熱源を連続的に

測定し、その最高温

度を把握する必要が

ある。検討の結果、最

適値として 9.5 秒間

の最高温度を推定す

る手法を開発し、従

来手法の精度を改善

した。また、温度、ガ

ス観測のために、

ARTS-SE カメラ型

センサ（STIC）を応

用したポータブルな

地上設置型装置（G-
STIC）の開発（紫外

可視域、赤外域のセ

ンサ部）を進めた。 
●噴火・災害ポテンシ

ャル評価のためのモデ

リング研究 
・高精度降灰観測の実

現のため、火山灰可

搬型分析装置の改良

を進め、桜島・霧島に

設置し、ディープラ

ーニングを用いた自

動火山灰分類手法の

開発を進めた。火山

泥流などの火山性流

体のレオロジーモデ

ル開発のため、伊豆

大島 1986 年 B1 溶岩

についてマグマの粘

性試験を実施し、非

定常状態の粘性変化

を明らかにした。さ

らに、マグマの発泡

及び結晶化の実験を

行い、マグマシステ

ム内進化過程シミュ

レーションのための

マスターモデル設計
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を行った。また、溶岩

流シミュレーション

を 2018 年霧島山新

燃岳噴火で火口に形

成された溶岩パンケ

ーキの再現を行うと

ともに、汎用火砕流

シミュレーションコ

ードのカスタマイズ

を実施した。また、各

種火山ハザード評価

のためのシステム設

計を進めた。水蒸気

噴火について、過去

の噴火事例から前兆

現象等を抽出する作

業を実施した。 
●火山災害軽減のため

のリスクコミュニケー

ションに関する研究 
・全国の自治体防災担

当者及び専門家を対

象としたアンケート

調査を実施し、専門

家（主に気象庁）から

の情報が分かり難い

点、必要としている

情報を探し難い点が

課題として挙げられ

た。那須周辺の自治

体防災担当者に直接

ヒアリング調査を実

施し、平時には職員

向けの研修が望まれ

ていることが明らか

になった。また、避難

計画の策定状況及び

防災訓練の実施状況

についても調査を行

い、多くの自治体で

火山災害を想定した

訓練は数年に 1 度し
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か行われていないこ

とが明らかになっ

た。これらに対し、毎

年行われている鹿児

島市の訓練を紹介す

るとともに、富士山

で行われている登山

者動向把握実験（富

士山チャレンジ）の

システムを導入した

訓練実施を提案し

た。那須町で行われ

た防災訓練に参加

し、一般住民向けの

アウトリーチ活動

（GIS 版ハザードマ

ップの紹介、那須岳

火山災害に対する意

識調査）を実施した。 
周知啓発・教育を目

的とした火山災害・

火山防災に係るテキ

ストの作成を目的と

し、全国で作成・配布

されている資料に関

する情報を収集し

た。また、上記テキス

ト内及びアウトリー

チ活動等で使用する

プレゼン資料に使用

するデザインを作成

した。次年度以降の

一般向けアウトリー

チ活動等で使用する

火山ジオラマを作成

した。 
都市部のインフラに

対する降灰リスク評

価に向け、次世代火

山研究推進事業（課

題 D3）の成果をはじ

め、内閣府や国交省
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が公表している資料

を基に、火山災害が

発生しうる降灰厚な

どの閾値を設定し、

被害予測に繋げる仕

組みを構築した。 
 
 

 

（２）社会基盤の強

靱性の向上を目指

した研究開発の推

進 
 
南海トラフ巨大地

震や首都直下地震

等が懸念されてお

り、社会基盤の強靭

性向上と事業継続

能力の強化による

地震災害の軽減に

向けた対策の推進

が急務である。 
 Ｅ－ディフェン

スを活用して、構造

物の耐震性能評価

に加え構造物の応

答制御や機能維持

等を対象とした大

規模・最先端な震動

実験を実施し、実験

データの取得・蓄

積・解析とその公

開・提供を通じて、

地震減災技術の高

度化と社会基盤の

強靭化に貢献する。

また、耐震性能評価

への活用のため、構

造物の耐震シミュ

レーションを行う

数値震動台の高度

化を実施する。さら

（２）社会基盤の強

靱性の向上を目指

した研究開発の推

進 
 
今後発生が懸念さ

れている南海トラ

フ巨大地震や首都

直下地震等、巨大地

震災害に対する我

が国におけるレジ

リエンス向上に貢

献するため、Ｅ－デ

ィフェンス等研究

基盤を活用して、地

震被害の再現や構

造物等の耐震性・対

策技術を実証及び

評価する実験を実

施することにより、

地震減災技術の高

度化と社会基盤の

強靭化に資する研

究及びシミュレー

ション技術を活用

した耐震性評価に

関する研究を行う。 
地震減災技術の高

度化と社会基盤の

強靭化に資する研

究では、Ｅ－ディフ

ェンスを活用した

大規模・最先端な震

動実験により、実験

（２）社会基盤の強

靱性の向上を目指

した研究開発の推

進 
 
地震減災技術の高

度化と社会基盤の

強靭化に資する研

究では、次世代高耐

震技術に関する中

層RC試験体のＥ－

ディフェンス実験

を行うとともに、機

能維持システムに

関する課題、社会基

盤構造物に関する

課題、次世代免震技

術に関する課題に

ついて取り組む。ま

た、Ｅ－ディフェン

ス等実験施設の活

用による構造物等

の耐震性実証・評価

実験を継続的に実

施するための標準

的手法構築に関す

る検討と、映像を含

む実験データを防

災・減災意識の啓

発、教育等に活用す

ることも意識した、

情報プロダクツの

作成に取り組む。さ

らに、文部科学省か

（２）社会基盤の

強靱性の向上を目

指した研究開発の

推進 
 
○安全・安心な社

会の実現に向け

て、国の施策や計

画等において国が

取り組むべき課題

の解決につながる

研究開発が推進さ

れているか。 
 
《評価指標》 
・社会基盤の強靱

性の向上を目指し

た研究開発の成果 
・成果の社会実装

に向けた取組の進

捗 
《モニタリング指

標》 
・論文数・口頭発表

件数等 

（２）社会基盤の強靱

性の向上を目指した研

究開発の推進 

 

実大三次元震動破壊実

験施設等研究基盤を活

用した地震減災研究 

 

・「地震減災技術の高度

化と社会基盤の強靭

化に資する研究」で

は、住居等の損壊に

よる屋外への長期間

の退避、建替え・補修

の経済的な負担等を

低減するための耐

震・免震研究、施設・

土木構造物・設備配

管等の機能を維持す

るための研究、地震

による構造物の挙動

を把握するためのセ

ンシング技術の研究

に関する、技術開発・

高度化・実証・評価を

実験施設やシミュレ

ーションを活用し進

めた。 

・次世代高耐震技術に

関する研究では、住

居等に多く使用され

る鉄筋コンクリート

造（RC）建物の髙耐震

技術の開発と実証を

（２）社会基盤の強靱性の向

上を目指した研究開発の推進 
 
補助評定：（Ａ） 
<補助評定に至った理由> 
研究所の目的・業務、中長期

目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等につい

て諸事情を踏まえて総合的に

勘案した結果、適正、効果的

かつ効率的な業務運営の下で

「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が

認められるため、（Ａ）評定と

する。 
 
（（Ａ）評定の根拠） 
・「地震減災技術の高度化と

社会基盤の強靭化に資する

研究」では、巨大地震に対す

る構造物等の挙動解明、被

害低減、機能維持を目指し、

民間企業、大学等、関係機関

と連携し、研究開発を着実

に進め、技術 E-ディフェン

スなどの活用による実証・

評価された成果を創出して

いる。 
・顕著な成果として、10層RC
建物試験体を対象として、

大規模な地震後も継続利用

できる、柱梁接合部の損傷

を抑制する設計技術の提案

（２）社会基盤の強靱性の向上を目指した研究開発の推進 
 
 
補助評定：（Ａ） 
＜補助評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等について諸

事情を踏まえて総合的に勘案した結果、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため。 
 

＜評価すべき実績＞ 
・10 層 RC 建物試験体を対象として、大規模な地震後も継続利用できる、柱梁接合

部の損傷を抑制する設計技術の提案と実証を実施し、次年度に日本建築学会が発

刊する指針に掲載予定となったことは高く評価する。 
・エネルギー施設の配管系の耐震評価手法の合理化・高度化を目的とした事例規格作

成活動において防災科研で実施した過去実験のデータを活用し、事例規格案を完

成させ、公衆審査が完了し、日本機械学会より発刊が決定したことは高く評価す

る。 
・ネパールにおける石積租石造に関し、防災科研としてはじめてクラウドファンディ

ングに挑戦し耐震実験を実施したことは、今後の活動に先鞭をつけただけでなく

防災科研のユニークな活動としてプレゼンス向上に役立ったものと評価できる。 
・重要施設の耐震性評価シミュレーションソフトを産学官共同で開発していること

は、研究成果の設計者や技術者への展開を促進し、研究開発成果の最大化に貢献し

ているものと評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
・この大規模施設でしか行うことができない研究の意義を社会に広く理解してもら

うため、防災科研全体のアウトリーチ活動の一環として迫力のある実験映像を使

うなど、より積極的な活用を期待したい。 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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に、これらの研究の

基盤となるＥ－デ

ィフェンスの機能

の高度化等に取り

組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

データの取得・蓄

積・解析を実施す

る。具体的には、構

造物等の耐震性評

価、応答制御、機能

維持システム等の

課題や社会基盤を

構成する構造物、地

盤等の地震時挙動

解明に関する課題

に重点的に取り組

み、地震時の破壊や

被害に至る過程の

再現、対策技術の適

用性・有効性等を実

証する。 
シミュレーション

技術を活用した耐

震性評価に関する

研究では、Ｅ－ディ

フェンスで実施し

た実験を再現する

シミュレーション

技術（数値震動台）

の性能向上や利便

性向上等に関する

研究開発等を行い、

耐震性評価への活

用を目指す。 
これらの研究は、関

係機関との連携・協

働体制の下で推進

し、Ｅ－ディフェン

スで実施した実験

から得られるデー

タ・映像について

は、公開することに

より、我が国全体の

地震減災に関する

研究開発振興と防

災意識啓発に貢献

する。また、「戦略的

ら委託された「首都

圏を中心としたレ

ジリエンス総合力

向上プロジェクト」

における非構造部

材を含む構造物の

崩壊余裕度に関す

るデータ収集・整備

に関する木造住宅

の実験を実施する。

また、新木質材料を

活用した混構造建

築物に関わる共同

研究を推進する。こ

れらの推進では、関

係機関と連携した

体制を構築すると

ともに、実験施設等

の研究資源を有効

に活用する。 
シミュレーション

技術を活用した耐

震性評価に関する

研究では、数値震動

台等シミュレーシ

ョン技術の性能向

上のため、構造材料

の繰り返し損傷モ

デルや重要機器や

耐震家具シミュレ

ーションの高度化

を実施する。さら

に、建物の総合的耐

震性評価に向けて

構造室内連成解析

のためのインター

フェース開発に着

手する。シミュレー

ション活用のため、

産学官でのエネル

ギー施設の耐震性

評価のためのシミ

目指し、H29 年度製作

した 10 層 RC 建物試

験体を用いた免震実

験と耐震実験を実施

した。 

免震実験では、建物

の下面に鋳鉄板を配

置しコンクリート基

礎上で滑らせる、機

構が簡便な基礎すべ

り構法により建物の

応答・損傷を低減で

きることを実証し

た。この基礎すべり

構法について、住宅

メーカーから技術紹

介の依頼があり、実

用化に向けた技術検

討に貢献した。 

耐震実験では、柱梁

接合部の損傷を抑制

するために提案した

設計技術の検証を行

い、その実用に繋が

るデータを収集し

た。この設計法の採

用により、３回の阪

神・淡路大震災の揺

れに対しても試験体

が補修程度で継続利

用できる性能を有す

ることが、建築関連

の刊行本に紹介され

ると共に、次年度に

日本建築学会が発刊

する指針にも掲載予

定となった。今後は、

都市の経済活動の拠

点となるオフィス建

物（鉄骨造）の耐震・

免震研究を推進する

予定である。 

と実証を実施し、次年度に

日本建築学会が発刊する指

針に掲載予定となった。こ

の指針が発刊されれば、よ

り耐震性の高い RC 建物を

設計するため、多くの建築

技術者が参照することにな

り、安全性・経済性が高い

RC 建物の国民への提供に

大きく貢献することなる。

この成果の創出と展開は高

く評価できる。 
また、同じ試験体を用いて

実証した基礎すべり構法に

ついて、住宅メーカーから

の技術紹介の依頼があり、

社規実装に向けた成果の展

開が期待できる。 
・次の顕著な成果として、防

災科研として初めてクラウ

ドファンディングに挑戦

し、海外（ネパール）におけ

る石積の伝統的な家の地震

被害を防ぐための実証実験

を大型耐震実験施設で実施

したことは、今後の活動に

先鞭をつけ、メディア等を

介して所の PR に貢献した

ことは高く評価できる。 
・「シミュレーション技術を

活用した耐震性評価に関す

る研究」では、新たなモデル

化技術の開発に取り組むな

ど数値震動台等シミュレー

ション技術の性能向上のた

めの研究開発を着実に進め

ている。 
・顕著な成果として、これま

での数値震動台開発のノウ

ハウを活用し、産学官で重

要施設の耐震性評価シミュ

レーション（E-FrontISTR）
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イノベーション創

造 プ ロ グ ラ ム

（SIP）」等の一環と

して、Ｅ－ディフェ

ンスを活用した実

験研究を関係機関

と共同で実施する。 

ュレーションの共

同開発に着手する。

また、仮想地震被害

体験のためのシミ

ュレーションによ

るデータ生成とし

て複数階の室内被

害のVR 映像生成を

実施する。利便性向

上のため、試用版プ

リ処理ソフトの高

度化およびポスト

処理を含めた一貫

解析システム開発

のためのデータ構

造等の基本設計を

実施する。 

・次世代免震技術に関

する研究では、振動

低減技術として採用

した 3 次元浮揚免震

装置の水平・鉛直方

向の絶縁機構に改良

を加えた試験装置の

振動実験を行い、水

平加速度を約 1/15、

鉛直加速度を約 1/3

に低減できる事を検

証し、小規模文化財、

文化施設、病院等も

視野に入れた実用化

に向け有用な知見を

獲得した。 

・体育館やホール等の

大空間構造の機能維

持対策と被害評価に

関する実験に向け

て、関係官庁、民間企

業等との意見交換に

基づき大規模空間建

物実験の方針を策定

し、実験計画、試験体

仕様等の検討を進め

ると共に、縮小試験

体による試験を行い

損傷推定に資するデ

ータを蓄積した。さ

らに、2019 年度に大

型耐震実験施設で実

施予定の評価実験の

準備を進めた。その

後、実規模の大空間

建物（鉄骨造）試験体

による機能維持の技

術実証について計画

する予定である。 

・土木構造物について

は、H29 度に兵庫県と

共同研究で実施した

の共同開発を次年度以降の

設計現場での使用に向けて

民間企業等と共同で取り組

んでいることと、プリ処理

ソフトの高度化と一貫解析

システムの開発に向けて、

設計現場での活用の課題を

抽出し基本設計を実施して

いることは、成果の積極的

な実装・展開により社会の

強靭性向上に大きく貢献す

るものと期待できる。 
・このように、安全・安心な社

会の実現に向けて、社会基

盤の強靭性を目指し、大規

模実験施設を活用した研究

を着実に推進し、成果の社

会実装に向けた取り組みも

進められた。 
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「ため池の遮水シー

ト工法」の研究成果

について、技術者を

対象とするシンポジ

ウムを開催し、工法

の普及に努めた。 

・地盤の液状化被害に

関する基礎的な研究

では、H29 年度に実施

した遠心載荷実験の

データ整理を行い、

地盤の排水条件が地

盤の液状化に及ぼす

影響解明に繋がる成

果を得た。さらに、液

状化時における表層

地盤への水の浸透実

験を実施した。これ

らの試験データ及び

引き続き実施予定の

E-ディフェンス実験

データを調査法・対

策法の検証などに活

用できるデータベー

スをとしてまとめ

る。 

・エネルギー施設の配

管系の耐震評価手法

の合理化・高度化を

目的とした事例規格

作成活動において防

災科研で実施した過

去実験のデータを活

用し、事例規格案を

完成させ、公衆審査

が完了し、日本機械

学会より発刊が決定

した。 

・Ｅ－ディフェンスと

大型耐震実験施設の

活用による、耐震性

実証・評価実験を継
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続的に実施するため

の標準的手法構築と

して、信頼性と利便

性の高い、構造物地

震応答の無線計測シ

ステムの開発を民間

企業と共同で進め

た。今年度は、Ｅ－デ

ィフェンス実験で隣

接する建物に伝播す

る揺れを活用し、電

源の長寿命化を図る

機能を組み込んだ計

測システムの性能を

検証した。また、実験

施設の加振手法の多

様化を目指し、Ｅ－

ディフェンスにある

校正用振動台に非線

形構造物を搭載し、

高性能加速度制御手

法の検証実験を実施

した。 

・実験データの防災・減

災意識の啓発、教育

等への活用に向け

て、Ｅ－ディフェン

ス実験で取得した室

内被害の様相を、仮

想現実(VR)の視聴体

験と共に振動を体感

できるシステムの開

発を進めた。実験映

像によるVR体験シス

テムについては、開

発に着手以降、防災

訓練・イベント等に

展示し、体験者が

1,500 人となり、家具

固定などの防災意識

の向上に貢献した。

また、質の高い VR 映
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像の取得にも取り組

んだ。 

・「首都圏を中心とした

レジリエンス総合力

向上プロジェクト」

における非構造部材

を含む構造物の崩壊

余裕度に関するデー

タ収集・整備の課題

においては、地盤配

管設備等の非構造部

材を含む 3 階建て木

造住宅の機能を検証

するため、委託先の

名古屋大学などと協

働で、Ｅ－ディフェ

ンスを活用した震動

台実験を実施し、目

的としたデータを取

得した。 

・国土交通省国土技術

政策総合研究所と共

同で、新木質材料を

活用した混構造建築

物に関する研究とし

て、木造＋RC 等によ

る部材・架構のモデ

ル化・構造性能評価

法の検討を進めた。 

・大学、民間企業と共同

で、ネパールをはじ

めとした開発途上国

における石積の伝統

的な家の地震被害を

防ぐための実証実験

を大型耐震実験施設

で実施した。本実験

は研究開発の国際的

な展開の一環である

とともに、実施にあ

たっては、防災科研

として初めてクラウ
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ドファンディングに

よる寄付金募集に挑

戦し目的を達成し

た。 

・「シミュレーション技

術を活用した耐震性

評価に関する研究」

の業務実績は以下の

通りである。 

・数値震動台の性能向

上のため、これまで

十分に確立されてい

ないクラック発生後

の繰返し挙動を表現

できるように、独自

のモデル化によりコ

ンクリート材料の三

次元構成則の高度化

を進め、多軸応力下

の様々な載荷履歴で

適切に挙動すること

を確認し、これまで

に実施されたＥ－デ

ィフェンス実験の再

現解析のために高精

度な柱脚モデルの構

築を行った。 

・室内耐震化のための

解析技術の高度化と

して、サーバーラッ

クの地震時挙動に大

きく影響するねじ締

結の緩みを考慮する

ため新たにねじの劣

化モデルを提案し

た。そのモデルを導

入し、サーバーラッ

クの地震応答解析を

実施した結果、振動

実験結果を良好に再

現した。 
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・建物の総合的耐震性

評価に向けて、建物

の挙動が居室内の家

具等に伝播し応答す

る、構造室内連成解

析のインターフェー

ス開発に着手した。 

・構造室内連成解析の

インターフェースを

活用し、複数階で室

内被害シミュレーシ

ョンを実施し、各階

での家具の挙動の違

いを評価すると共

に、三次元映像を生

成した。 

・民間会社、大学と共同

で、重要施設の耐震

性評価シミュレーシ

ョン（E-FrontISTR）

の開発を進めた。こ

の開発では、これま

での数値震動台のプ

ログラム開発経験や

E-ディフェンス実験

の再現解析による妥

当性確認のノウハウ

等が活用された。来

年度、重要施設の耐

震性評価シミュレー

ションに必須となる

機能の開発を完了

し、再来年度からの

E-FrontISTR を販売

開始する予定であ

る。 

・メッシュ生成用プリ

処理モジュール利便

性向上のため、外部

利用者の意見をフィ

ードバックし、プロ

トタイプの GUI を高
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度化した。今後のプ

リ・ソルバー・ポスト

一貫解析システム開

発を見据え、データ

構造の基本設計を行

うと共に、現行法規・

基準に従って設計さ

れた建物に適用し、

設計現場での活用に

向けた課題抽出を行

った。なお、本開発の

成果の一部を特許出

願（2019 年 3 月）し

た。 

 

 

 

（３）災害リスクの

低減に向けた基盤

的研究開発の推進 
 
 
災害リスクの低減

に向けて、観測・予

測研究及びハザー

ド評価研究と一体

で、災害の未然防

止、被害の拡大防止

から復旧・復興まで

を見据えた研究開

発を推進する。 
 
① 気象災害の軽

減に関する研究 
地球温暖化による

気候変動の影響等

に伴う竜巻、短時間

強雨、強い台風、局

地的豪雪等の増加

による風水害、土砂

災害、雪氷災害等の

気象災害を軽減す

るため、先端的なマ

（３）災害リスクの

低減に向けた基盤

的研究開発の推進 
 
 
①気象災害の軽減

に関する研究 
 
(a)マルチセンシン

グに基づく水災害

予測技術に関する

研究 
 
 豪雨・突風・降雹・

落雷等激しい気象

や都市の浸水を引

き起こす積乱雲の

予測精度は依然と

して低い。また防災

情報を提供するタ

イミングの難しさ

等により、毎年のよ

うに被害を伴う土

砂災害が発生して

いる。さらに気候変

動に伴う巨大台風

（３）災害リスクの

低減に向けた基盤

的研究開発の推進 
 
 
①気象災害の軽減

に関する研究 
 
(a)マルチセンシン

グに基づく水災害

予測技術の開発 
 
・雲レーダ、ドップ

ラーライダー、マイ

クロ波放射計等の

観測機器を運用し、

雲の３次元観測等

の試験データを取

得するとともに、積

乱雲の早期検知技

術の開発を進める。

また X バンド MP
レーダを活用した

雹及び融解層の検

知技術の高度化・検

証を進めるととも

（３）災害リスク

の低減に向けた基

盤的研究開発の推

進 
 
①気象災害の軽減

に関する研究 
 
○安全・安心な社

会の実現に向け

て、国の施策や計

画等において国が

取り組むべき課題

の解決につながる

研究開発が推進さ

れているか。 
 
《評価指標》 
・気象災害の軽減

に関する研究開発

の成果 
・成果の社会実装

に向けた取組の進

捗 
《モニタリング指

標》 

（３）災害リスクの低

減に向けた基盤的研究

開発の推進 
 
 
①気象災害の軽減に関

する研究 
 
(a)マルチセンシングに

基づく水災害予測技術

の開発 
 
・豪雨・突風など激しい

気象の予測技術を高

度化する目的で、５

台の雲レーダ、３台

のドップラーライダ

ー、10 台のマイクロ

波放射計等、最先端

の機器を用いた観測

を首都圏において実

施し、試験データを

取得するとともに、

積乱雲早期検知技術

の開発を行った。Ｘ

バンドＭＰレーダを

（３）災害リスクの低減に向

けた基盤的研究開発の推進 
 
補助評定：（Ａ） 
<補助評定に至った理由> 
研究所の目的・業務、中長期

目標等に照らし、研究所の活

動による成果、取組等につい

て諸事情を踏まえて総合的に

勘案した結果、適正、効果的

かつ効率的な業務運営の下で

「研究開発成果の最大化」に

向けて顕著な成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が

認められるため、（Ａ）評定と

する。 
 
 
（（Ａ）評定の根拠） 
①気象災害の軽減に関する研

究 
 
 (a)マルチセンシングに基づ

く水災害予測技術の開発 
 
・全国を対象とした 250m メ

（３）災害リスクの低減に向けた基盤的研究開発の推進 
 
 
補助評定：（Ａ） 
＜補助評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等について諸

事情を踏まえて総合的に勘案した結果、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるため。 
 
①気象災害の軽減に関する研究 
(a)マルチセンシングに基づく水災害予測技術の開発 
 
＜評価すべき実績＞ 
・近年多発している、局地的豪雨、土砂災害に対応した観測機器を整備するととも

に、そのデータを解析することで、我が国の防災・減災に資しており、特にリアル

タイムに浸水予測モデルが地方自治体に技術移転され社会に貢献したことは高く

評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
－ 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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ルチセンシング技

術と数値シミュレ

ーション技術を活

用した短時間のゲ

リラ豪雨等の予測

技術開発やハザー

ド評価技術等の研

究開発を実施し、ス

テークホルダーと

協働した取組を通

じて成果の社会実

装を目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の発生と、それに伴

う高潮等の災害が

懸念されている。一

方、防災現場におい

ては、確率的な予測

情報の活用方法が

確立していないな

ど、情報が十分に利

活用されていない。

このような状況を

改善するため、以下

の研究開発に取り

組む。 
雲レーダ、ドップラ

ーライダー及びマ

イクロ波放射計等

を活用した積乱雲

等大気擾乱の早期

検知技術の開発、X
バンド MP レーダ

を活用した雹及び

融解層の検知技術

の高度化、並びに雷

の早期検知可能性

の検討を行う。ま

た、データ同化手法

等を活用した１時

間先までのゲリラ

豪雨の予測技術及

び市町村単位で竜

巻警戒情報を作成

する技術の開発、豪

雨によって発生す

る浸水を確率的に

予測するモデルの

開発とその実証試

験、過去の土石流等

の履歴解析に基づ

く土石流危険度評

価手法の開発を行

う。 

に、雷の早期検知可

能性を検証するた

めの試験データを

取得する。さらにド

ップラーライダー

及びマイクロ波放

射計等のデータ同

化技術の高度化を

図る。 
・豪雨によって発生

する浸水を確率的

に予測するモデル、

およびリアルタイ

ムで雨量の再現確

率を把握する技術

の開発を進める。ま

た土石流危険度評

価手法の開発につ

いては、豪雨災害の

土砂移動分布図の

作成を進めるとと

もに、土石流危険度

表示システムのリ

アルタイム化を検

討する。 
・大型降雨実験施設

を活用して、斜面の

圧力変動や雨水浸

透を監視する技術

の高度化を進める

とともに、地盤情報

やセンシング技術

により斜面崩壊危

険度を評価する手

法の高度化を図る。 
・高潮による浸水被

害の避難方策の検

討に役立てるべく、

台風による潮位変

動や浸水情報等の

予測システムの性

能向上を目指し、台

・論文数・口頭発表

件数等 
用いたリアルタイム

降雹監視アルゴリズ

ムが完成し、次年度

から試験運用するこ

とになった。冬の関

東の降雪を対象とし

ては、融解層の検知

技術の高度化を進め

た。また首都圏にお

ける「雷３次元観測

ネットワーク」の整

備が完了するととも

に、解析手法がほぼ

確立し、詳細な放電

分布が得られるよう

になった。さらにド

ップラーライダー及

びマイクロ波放射計

等のデータ同化技術

を用いて、竜巻危険

度を市町村単位に絞

り込む危険度指標の

導出手法を開発し

た。加えてマルチパ

ラメータフェーズド

アレイ気象レーダ

（MP-PAWR）を用い

た豪雨の直前予測技

術を開発した。 
・都市における急激な

増水に伴う浸水被害

を監視するリアルタ

イム浸水予測モデル

が完成し、地方自治

体への技術移転が行

われた。さらに発展

させるため、気象庁

高解像度降水ナウキ

ャストの誤差情報を

活用した確率的浸水

予測手法を検討し

た。リアルタイムで

ッシュの土砂災害・浸水危

険度を配信する技術が構築

され、平成 30 年 7 月豪雨

時に災害現場に配信された

ことは顕著な成果として高

く評価できる。特にリアル

タイム浸水予測モデルが完

成し、地方自治体に技術移

転が行われ、自治体自身の

予算で運用されることにな

った点も高く評価できる。 
・X バンド MP レーダの情報

からリアルタイムで降雹域

を推定する手法が確立され

たことや、竜巻危険度を市

町村単位に絞り込む危険度

指標の導出手法が開発され

たことも、独自の成果とし

て評価できる。 
・MP フェーズドアレイ気象

レーダを用いた豪雨直前予

測は、東京 2020 オリンピ

ック・パラリンピック競技

大会での利活用が期待され

る。 
・「リアルタイムで雨量の再

現確率を把握する技術」は

災害発生域を絞り込む上で

有効な手法であり、実用化

が期待される。 
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大型降雨実験施設

を活用して、斜面崩

壊の危険域を絞り

込む手法の開発を

行うとともに、斜面

の変動を監視する

手法の高度化とリ

アルタイムで斜面

崩壊危険度を評価

するシステムの開

発を進める。 
高潮による浸水被

害の避難方策の検

討に役立てること

を目指して、台風時

等における波、流

れ、土粒子輸送等の

観測と台風による

潮位変動や浸水情

報等の予測システ

ムの性能向上を図

るとともに、将来起

こり得る気象災害

を把握するため、台

風災害を含む気象

データベースの高

度化や気候変動等

に伴う海面水温の

変動等が激しい気

象の発生に及ぼす

影響の解明を進め

る。 
なお豪雨、竜巻、浸

水予測技術の開発

と実証実験の一部

は、社会実装に向け

た取り組みの一環

として、「戦略的イ

ノベーション創造

プログラム（SIP）」
において府省・分野

横断的に行う。 

風時等における波、

流れ、土粒子輸送等

の観測を行うとと

もに、さまざまなシ

ナリオ下での高潮

浸水計算を行う。ま

た、台風災害を含む

気象データベース

の高度化を図る。さ

らに気候変動等に

伴う海面水温の変

動等が激しい気象

の発生に及ぼす影

響の解明を進める。 
・建設現場の安全管

理や道路管理に資

するため、気象レー

ダを用いて高度別

の風速情報を把握

する技術や浸水等

による道路危険度

情報を把握する技

術の開発を行う。 

雨量の再現確率を把

握する技術が開発さ

れ、平成 30 年 7 月豪

雨において有効性が

検証された。また AI
を用いた土砂移動分

布図の作成技術の開

発を行うとともに、

土石流危険度表示シ

ステムのリアルタイ

ム化を検討した。ま

た日本全国を対象

に、実効雨量に基づ

く土砂災害・浸水危

険度をリアルタイム

配信する技術を構築

した。 
・大型降雨実験施設を

活用した実験によ

り、圧力変動と斜面

変動の関係や、斜面

勾配と表面流量の関

係に関する研究を進

めるとともに、南足

柄市をフィールドと

したセンサーの試験

運用を行い、防災担

当者に情報を提供し

た。 
・台風による潮位変動

や浸水情報等の予測

システムの性能向上

を目指し、台風 18 号

接近時における西表

島の湾内の波、流れ

等の観測や海底の土

粒子の分析を実施

し、検証のためのデ

ータを取得した。ま

た高潮による浸水シ

ミュレーション技術

の高度化が着実に進
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 められた。台風災害

データベースについ

て、雨量分布を検索

する機能の付加を検

討するとともに、東

北地方の豪雨を対象

として気候変動等に

伴う海面水温の変動

等が激しい気象の発

生に及ぼす影響のシ

ミュレーションを行

った。 
・建設現場の安全管理

や道路管理に資する

ため、コネクティッ

ドカーからの写真と

浸水予測との突合検

証を行うとともに、

風向・風速のポイン

ト配信システムを構

築した。 
・成果の社会実装を進

めるため、東京消防

庁、世田谷区、南足柄

市への情報提供を通

じた研究開発、千葉

県市原市での土砂災

害避難訓練への協

力、民間企業との強

風予測モデルの共同

開発等を進めた。ま

た連携大学院制度を

活用した人材育成、

高等学校等における

防災教育を行った。 
 
 

 

 (b)多様化する雪氷

災害の危険度把握

と面的予測の融合

研究 
 

(b)多様化する雪氷

災害の危険度把握

と面的予測の融合

研究 
 

 (b)多様化する雪氷災害

の危険度把握と面的予

測の融合研究 
 
 

(b)多様化する雪氷災害の危

険度把握と面的予測の融合研

究 
 
 

(b)多様化する雪氷災害の危険度把握と面的予測の融合研究 
 
＜評価すべき実績＞ 
・雪崩予測をはじめ雪氷災害予測について研究開発が着実に進められており、大学等

と連携し「雪おろシグナル」を開発し、新潟県に加えて山形県、富山県において、
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平成 26 年豪雪によ

る甲信越地方での

記録的大雪に伴う

交通障害等、近年、

豪雪地帯以外で発

生する突発的な雪

の災害に対する社

会の脆弱性が課題

となっている。この

ため、豪雪地帯以外

も対象とした、空間

規模や時間スケー

ル（数時間～数週

間）の異なる様々な

雪氷災害にも対応

可能な対策技術の

研究開発に取り組

む。また、地震、火

山等の他の災害と

複合して起こる雪

氷災害や温暖化に

伴い極端化する雪

氷災害に関する研

究を行う。 
具体的には、雪氷災

害危険度の現況把

握技術と特定の範

囲を数キロメッシ

ュで予測する面的

予測技術を開発し、

それらを融合する

ことで様々な規模

や時間スケールの

雪氷災害にも幅広

く活用可能なリア

ルタイムハザード

マップ作成技術を

確立する。雪氷災害

危険度の現況把握

技術の開発におい

ては、降雪監視レー

ダと地上降雪粒子

・多相降水レーダか

ら面的な積算降雪

量を推定し、交通障

害などを引き起こ

す可能性のある集

中降雪域の抽出ア

ルゴリズムを開発

する。また、降積雪

特性のマルチセン

シングデータの面

的分布作成手法の

開発とともに、気象

モデル等の予測デ

ータとの統合技術

を開発し、降積雪特

性の面的現状把握

システムのプロト

タイプを作成する。

マルチセンシング

データの活用に向

け他機関とのデー

タ連携を強めなが

ら、非雪国を含めた

降積雪特性取得の

ための観測点の拡

充を進める。さら

に、雪氷災害危険度

の検知技術につい

て、センシング精度

の向上を目指した

開発を進める。都市

域雪氷災害状況の

観測（着雪）を実施

する。 
・各種雪氷現象モデ

ルの統合化を行う。

モニタリングデー

タを用いて、予測シ

ステムの面的分布

と実測値との比較

を進めるほか、予測

値のバイアス補正

・多相降水レーダを用

いて推定される面的

な積算降雪量を用い

て、交通障害などを

引き起こす可能性の

ある集中降雪域を抽

出して豪雪アラート

情報として発信する

ためのアルゴリズム

開発を、過去の大雪

事例の解析データに

基づき進めた。また、

マルチセンシングに

よる降積雪観測によ

る積雪深分布の現況

推定値と気象予測デ

ータに基づいて積雪

深分布の変化を予測

する手法を開発し

GIS 上に表示するシ

ステムのプロトタイ

プを作成した。さら

に首都圏における気

象レーダを用いた降

雪の現状把握技術の

高度化にむけて、定

量的降水強度推定ア

ルゴリズムで必要な

地上降雪粒子観測点

を首都圏の 2 箇所に

新たに設置するとと

もに、低気圧性降雪

に起因する表層雪崩

や着雪の発生条件や

危険度が低気圧の移

動や経路に応じてど

のように変化するか

を明らかにするため

に、低気圧の移動経

路に沿った雪崩監

視・気象観測網の構

築を行った。また都

・降雪、積雪、各種雪氷災害危

険度の現況把握と予測に関

する研究開発が着実に進展

している。 
・首都圏におけるレーダやセ

ンサーを用いた降雪観測及

び高層建築物への着雪の予

測の取り組みは、積雪地域

以外で突発的に発生する雪

氷災害の軽減・防止に直接

応用可能なものとして評価

できる。 
・低気圧性降雪に起因する雪

崩の予測情報が多くの山岳

関係者等に利用される様に

なり、雪崩事故防止に貢献

している。 
・雪氷災害発生予測システム

や道路雪氷モデルの開発が

着実に進展し、それらによ

る雪氷予測情報が新潟県等

の道路管理者に利用され、

災害防止に役立てられてい

る。 
・顕著な成果として、積雪地

域で多発する雪下ろし関連

事故の防止につながる「雪

おろシグナル」及び吹雪予

測手法の開発と社会への応

用が挙げられる。「雪おろシ

グナル」は特別豪雪地帯と

して知られる新潟県津南町

の空き家の雪対策としても

活用されている。吹雪予測

情報は北海道中標津町教育

委員会において通学バスの

安全運行に利用されるな

ど、積雪地域の防災に寄与

している。これらは、雪氷防

災に関する研究開発が自治

体等との連携により高度化

するとともに対象範囲が広

吹雪予測、道路雪氷予測などの実用化に向けて活用され、住民が雪下ろし時期の適

切な判断ができるようになったことは、高く評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
－ 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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観測ネットワーク

の観測とを組み合

わせ、精度の高い降

雪量及び降雪種の

面的推定手法を確

立し、豪雪地帯以外

の気象観測レーダ

による正確な降雪

量の推定を可能に

する技術の開発に

つなげるほか、雪氷

防災実験棟を用い

た都市圏の豪雪災

害の想定等も含め

た実験を行う。 
今後増加が予想さ

れる極端気象に伴

う雪氷災害につい

て、その発生機構の

解明、融雪地すべり

や地震誘発雪崩な

どの雪氷現象と他

の自然現象との複

合災害に関する発

生機構の解明につ

いても取り組む。こ

れらの成果の社会

還元として、地方公

共団体や道路管理

業者等のステーク

ホルダーへ予測情

報を試験的に提供

し、実際に利活用し

てもらうとともに

フィードバックを

得ることで社会実

装試験を行う。 
 

などリアルタイム

データによる面的

予測の逐次補正に

着手する。これらに

基づき雪氷災害の

危険度把握と面的

予測とを融合した

雪氷災害リアルタ

イムハザードマッ

プ作成システム（統

合化版）のプロトタ

イプを作成する。 
 
・雪氷災害発生予測

システムの試験運

用を継続すること

により、ステークホ

ルダーのニーズの

把握等を行う。実用

化に向け、道路雪氷

予測モデルの予測

値の試験的配信を

行うとともにモデ

ルの開発を進める。

滑走路雪氷予測に

ついて予測値と実

測値の比較を行い、

それに基づき予測

モデルの検証、改良

を行う。また、雪氷

防災実験棟を用い

た着雪対策の性能

評価手法の標準化

に向けた検討を進

める。気象災害軽減

イノベーションハ

ブ事業と連携し、こ

れらの研究成果の

社会実装を目指し

た取り組みを推進

する。 

心の高層建築物の着

雪に関する注意喚

起、効率的な着雪の

除去作業や着雪への

対応時間の短縮等の

着雪対策・対応支援

のために、建築物の

高度に対応した着雪

予測情報の作成手法

の開発を行い、管理

者を対象に試験的に

予測情報の配信を開

始した。 
・栃木県那須町の雪崩

災害に関する科学研

究費補助金（特別研

究促進費）研究成果

報告書を平成29年度

末に取りまとめた事

に続き、低気圧性降

雪に起因する表層雪

崩の危険度情報を気

象モデルの出力や地

形条件から推定する

手法を開発し、山岳

関係者等への試験的

な情報発信を行い、

雪崩事故防止に寄与

した。吹雪に関して

は、実況配信および

予測情報の試験的提

供を、北海道の中標

津町、標津町、羅臼町

の役場の防災担当者

を対象に昨年度に引

き続き行った。それ

らの情報は道路の交

通規制や吹雪災害対

応のための参考情報

として防災対策・対

応に活用された。現

状把握情報と予測情

域化したものであり、社会

に貢献する研究成果として

高く評価できる。 
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・コネクティッドカ

ーの情報などから

道路の雪氷路面状

態を判別する技術

開発に取り組み、そ

のデータと雪氷災

害予測データ等を

統合し、高速道路会

社等が利用できる

よう、リアルタイム

雪氷災害マップの

プロトタイプを開

発する。 
 

報の統合にむけて、

降雪と積雪、並びに

雪崩、吹雪、着雪等の

雪氷災害危険度の現

況・予測情報につい

て GIS 上で地理情報

と統合化し、時々

刻々と変化する雪氷

災害の状況把握を容

易にするシステム

（リアルタイム雪氷

災害ハザードマッ

プ）の構築を進めた。 
・昨年に引き続き、雪氷

災害発生予測システ

ムの試験運用を実施

（27 のカウンターパ

ートと実施）し、ステ

ークホルダーのニー

ズの把握に努めると

ともに、昨年度、新潟

県を対象に開始した

屋根雪おろしが必要

か否かの目安とする

事のできる積雪重量

分布情報である「雪

おろシグナル」の運

用を各自治体の協力

も得て山形県と富山

県にも拡大した。 
・滑走路雪氷予測に関

しては、北海道千歳

空港を対象に計算を

行うとともに、空港

関係者から実際の路

面状況の情報を提供

してもらい、比較を

行った。その結果、計

算値された路面温度

が昼間に実測よりも

低くなる傾向がある

ことが分かり、放射
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収支計算スキームの

改良に着手した。 
・また道路雪氷モデル

の実用化に向けた取

り組みとして、モデ

ルを使った路面温度

の予測情報を、民間

気象会社と共同で新

潟県、新潟市に試験

的に配信した。それ

らの予測情報は凍結

防止剤散布の判断に

役立てられた。さら

に雪氷防災実験棟を

用いた着雪対策の性

能評価手法の標準化

を目指し、外部有識

者を含む検討会を立

ち上げて、着雪実験

手法の標準化に向け

た検討に着手した。

気象災害軽減イノベ

ーションハブ事業と

連携して、消雪パイ

プに併設されている

降雪センサーから得

られる情報を基に、

詳細な降雪分布を求

めるシステムの社会

実装実験を、新潟県、

長岡市の協力を得て

観測エリアを拡大

し、昨年度に引き続

き長岡市周辺で実施

した。なお取得した

データは、試験的に

長岡ケーブル TV の

Web サイトを通じ

て、一般にも公開し

た。これらの取り組

みの他、首都圏のイ

ンフラ管理者等への
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雪氷予測情報の提供

等による防災への活

用について、気象災

害軽減イノベーショ

ンハブ事業と連携し

た取り組みを行っ

た。 
・コネクティッドカー

データとレーダ降水

量及び積雪深データ

を用いて突合解析を

実施した結果、コネ

クティッドカーデー

タから降雨/降雪、積

雪(シャーベット、圧

雪など)、浸水が判定

できる可能性が示さ

れた。これに基づき、

道路の雪氷状態に関

するリアルタイムマ

ッピングの技術開発

を行うとともに、道

路雪氷災害マップの

プロトタイプの開発

を進めた。 
 
 

 

② 自然災害ハザ

ード・リスク評価と

情報の利活用に関

する研究 
 
少子高齢化や人口

減少、都市の人口集

中等の急激な社会

構造の変化に対し、

自然災害の未然防

止策を強化するた

めに、地震・津波災

害等のハザード・リ

スク評価手法の高

度化やリスクマネ

②自然災害ハザー

ド・リスク評価と情

報の利活用に関す

る研究 
 
(a)自然災害ハザー

ド・リスク評価に関

する研究 
 
都市への経済、イン

フラ、人口等の集積

は、都市の災害リス

クを増大させてお

り、首都直下地震や

南海トラフ地震へ

②自然災害ハザー

ド・リスク評価と情

報の利活用に関す

る研究 
 
(a)自然災害ハザー

ド・リスク評価に関

する研究 
 
・全国を対象とした

地震ハザード評価

手法の高度化のた

め、低頻度まで適切

に評価できる地震

活動モデルの改良、

②自然災害ハザー

ド・リスク評価と

情報の利活用に関

する研究 
 
○安全・安心な社

会の実現に向け

て、国の施策や計

画等において国が

取り組むべき課題

の解決につながる

研究開発が推進さ

れているか。 
 
《評価指標》 

②自然災害ハザード・

リスク評価と情報の利

活用に関する研究 
 
 
(a)自然災害ハザード・

リスク評価に関する研

究 
 
・地震ハザード評価に

ついては、認識論的

不確定性を考慮して

３つの地震動予測式

による日本全国を対

象とした応答スペク

②自然災害ハザード・リスク

評価と情報の利活用に関する

研究 
 
 
(a)自然災害ハザード・リスク

評価に関する研究 
 
 
・全体として個別要素技術の

研究開発が進み、地震・津波

を統合したハザード・リス

ク情報ステーションの開発

に向けた基盤が構築され

た。今後は、これら基盤シス

②自然災害ハザード・リスク評価と情報の利活用に関する研究 
 
(a)自然災害ハザード・リスク評価に関する研究 
 
＜評価すべき実績＞ 
・ハザード・リスク評価については目標通りの進捗を見せており、特にリアルタイム

被害予測については SIP への参画で進捗が加速し運用レベルに達するだけでな

く、さらに高い目標を設定し取り組んでいる点は高く評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
－ 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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ジメント手法の研

究開発を実施する。

また、災害時の被害

拡大防止及び復旧・

復興のため、被害状

況の推定及び把握

技術の開発や災害

対策支援技術の研

究開発を行い、社会

実装を目指す。さら

に、行政、民間、住

民といった社会を

構成するステーク

ホルダーと協働し

て、災害リスク情報

の共有及び利活用

技術の開発や災害

リスク低減のため

の制度設計に資す

る研究及び対策技

術の研究開発を推

進する。 

の備えは、我が国の

都市のレジリエン

スを高める上で喫

緊の課題の一つで

ある。しかし、国内

の地理的条件や社

会経済構造の違い

により、地域によっ

て災害に対するリ

スク認識には違い

がある。このため、

都市が潜在的に有

する災害リスクを

共通のリスク指標

で総合的に評価し

た上で、社会の各セ

クター（国、地方公

共団体、地域コミュ

ニティ、民間企業

等）が適切な災害対

策を実施できる社

会の実現に向け、地

震や津波をはじめ

とした各種自然災

害のハザード・リス

ク評価に関する研

究を行う。 
具体的には、地震及

び津波ハザード評

価手法の高度化の

ため、不確実さを考

慮した低頻度な事

象まで評価できる

手法開発や、予測精

度向上のための震

源及び波源モデル

等の研究を行うこ

とにより、地震調査

研究推進本部が進

めている全国地震

動予測地図、及び全

国を対象とした津

海溝型巨大地震及

び内陸活断層地震

における震源断層

近傍を対象とした

強震動予測手法の

レシピ化に向けた

研究開発等を実施

する。ハザード評価

のための基盤情報

として、地下構造等

の地盤情報の整備

を進めるとともに、

国の活断層基本図

（仮称）の作成に資

するため、活断層の

詳細位置に関する

調査検討を実施す

る。地震リスク評価

手法の高度化のた

め、間接被害を含む

経済被害モデル等

の開発に着手する。

地域への展開を支

援・促進するためモ

デル地域を対象と

した地震ハザード・

リスク評価手法の

開発に着手する。こ

れらの検討を踏ま

えた地震のハザー

ド・リスク情報ステ

ーションの開発を

行い、情報の試験提

供を行う。 
・全国を対象とした

津波ハザード評価

手法の高度化及び

評価に必要な基盤

情報の整備を進め

つつ、全国を対象と

した津波ハザード

評価を踏まえた建

・自然災害ハザー

ド・リスク評価と

情報の利活用に関

する研究開発の成

果 
・成果の社会実装

に向けた取組の進

捗 
《モニタリング指

標》 
・論文数・口頭発表

件数等 

トルの地震動ハザー

ド評価を試行すると

ともに、発生頻度が

低い海域の活断層に

よる地震発生確率の

モデル化、活断層で

発生する固有規模よ

りも小さな地震の発

生頻度のモデル化及

び東北地方太平洋沖

地震後の地震カタロ

グのモデルへの取り

込み手法の検討に着

手した。「全国地震動

予測地図 2018 年版」

について、地震本部

からの公表に合わせ

て地震ハザードステ

ーション J-SHIS よ

り公表した。さらに

2019 年起点の確率論

的地震動予測地図を

作成し、2019 年度

早々に J-SHIS より

公表する予定となっ

た。M9 クラスの海溝

型巨大地震を対象と

した震源のモデル化

手法を南海トラフ巨

大地震に適用して強

震動を試算した。ま

た、活断層で発生す

る地震における震源

断層ごく近傍を対象

とした強震動予測手

法を、従来の「地震発

生層」よりも浅い震

源断層をモデル化で

きるようにした。こ

れらの手法は、文部

科学大臣表彰、内閣

総理大臣表彰で評価

テムを発展させマルチハザ

ード・リスク評価に向けた

研究の加速が期待される。 
・地震活動モデルを改良した

2018 年起点の地震動予測

地図を作成し、これらの検

討結果は、「全国地震動予測

地図 2018 年版」として地

震調査研究推進本部より予

定通り公表され、さらに

2019 年起点においても J-
SHIS より公開されること

となったことは顕著な成果

として高く評価できる。さ

らに、地震ハザード評価に

関する研究が、文部科学大

臣表彰、内閣総理大臣表彰

で評価されただけにとどま

らず、社会での活用のため

成果を広く公表している点

で顕著な成果として高く評

価できる。 
・ハザード情報に基づくリス

ク評価を実施し、「戦略的イ

ノベーション創造プログラ

ム（SIP）」第 2 期の広域経

済被害予測システムの開発

に進展したことだけではな

く、地震のハザード・リスク

情報ステーションとして公

開に向けた準備を進めたこ

とは高く評価できる。 
・津波レシピに基づいた南海

トラフ沿いの地震による広

域のハザード評価を実施

し、2019 年度に地震本部よ

り日本初の公表となること

は顕著な成果として高く評

価できる。 
・「津波ハザード・リスク情報

の高度利用に関する委員

会」を継続し、津波ハザー
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波ハザード評価の

高度化に貢献する。

復旧・復興に至る各

セクターの適切な

災害対応を支援す

るため、全国概観版

や地域詳細版の地

震及び津波のリス

ク評価手法の研究

開発を行うととも

に、各セクターの課

題解決を目指した

リスクマネジメン

ト手法の研究開発

を行う。また、ハザ

ード・リスク評価の

基盤情報として、詳

細な地形モデル、構

造物や人口等の社

会基盤データベー

スの構築を行うと

ともに、海陸統合し

た地下構造等の地

盤情報や活断層情

報の整備を行う。 
さらに、風水害や土

砂災害等の各種自

然災害のハザード・

リスク評価の研究

開発を他の研究課

題と連携しマルチ

ハザード・リスク評

価手法の研究開発

を行うとともに、過

去の経験から将来

のリスクを予測す

ることを目指した

自然災害事例マッ

プを高度化する。 
また、リアルタイム

被害推定及び被害

の状況把握技術開

物被害や人的被害

等の津波リスク評

価に着手する。これ

らの検討を踏まえ

た津波のハザード・

リスク情報ステー

ションの開発を行

い、情報の試験公開

を行う。モデル地域

を対象とした津波

ハザード評価手法

の開発に着手する。 
・各種自然災害のハ

ザード・リスク評価

の研究開発の連携

によるマルチハザ

ード・リスク評価手

法の研究開発、およ

び過去の経験から

将来のリスクを予

測することを目指

した自然災害事例

マップの高度化を

行う。マルチハザー

ド・リスク評価手法

の開発に向け、地震

及び津波、斜面、風

水害ハザード・リス

クを対象とした共

通のリスク指標の

開発に着手する。全

国の過去の自然災

害事例情報を、Web
地図等に相互連携

可能な形態でデー

タベースに整備す

るとともに、事例情

報の粗密や精度に

関する地域差の解

消および地理的情

報の追加等による

データベースの高

された研究をさらに

進展させたものであ

る。また、ワークショ

ップ「工学的利活用

から見た強震動評価

の現状と課題－今後

10 年を見据えて－」

を開催し、現状の日

本の強震動データに

関する課題と今後の

利活用促進に向けた

意見を集約した。翌

年度は、それらの意

見 を 踏 ま え て K-
NET、KiK-net 等の

「強震動統一データ

ベース（仮称）」の構

築に向けた活動を開

始する予定である 
・「戦略的イノベーショ

ン創造プログラム

（SIP）」での取組と

連携し、新潟・山形・

秋田および熊本地域

の浅部・深部統合地

盤モデルを構築する

とともに、海陸統合

地下構造の構築に向

けた情報の収集・整

理を実施した。国の

活断層基本図（仮称）

の作成に資するた

め、北海道、九州およ

び関東地方の一部に

関して、主要活断層

帯以外で M6.8 以上

の地震を発生させる

可能性のある活断層

に対する判断根拠と

位置精度の明確な詳

細位置判読結果を作

成した。 

ド・リスクステーション

（仮）に求める具体的な仕

様や要望等に基づき、外部

へのデータ提供機能を実装

したことは高く評価でき

る。 
・リスクマネジメントに資す

る共通リスク指標を各種災

害において構築できたこと

は今後の経済リスクへの展

開が期待できる。 
・自然災害事例マップが他の

システムとの引用との連携

を容易としたことは、今後

の成果の展開が期待でき

る。 
・「戦略的イノベーション創

造プログラム（SIP）」によ

る研究等と連携し、全国を

概観するリアルタイム地震

被害推定システムを完成さ

せただけではなく、機械学

習を用いて自動的に建物被

害判別を行うシステムの汎

化性能を向上させたこと等

は顕著な成果として評価で

きる。 
・委員会、検討会等の有識者

からヒアリングを実施し、

それらの意見を取り入れな

がら設計に反映させている

ことは評価できる。 
・地域展開に関しては、つく

ば市に対してハザード・リ

スク評価研究の成果を用い

た訓練を継続的に実施でき

たことは評価できる。 
・リアルタイム地震被害推定

情報の社会実装に向けて、

ハザード・リスク実験コン

ソーシアムと協働で、30 機

関を対象とした実験配信を
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発を行うとともに、

ハザード・リスク評

価、発災時の被害推

定や被害状況把握

等のシミュレーシ

ョン技術の研究開

発を総合的に行う

ことができるプラ

ットフォームを構

築する。 
研究成果の社会実

装を目指し、「戦略

的イノベーション

創 造 プ ロ グ ラ ム

（SIP）」等の取組や

関係機関と連携し

たハザード・リスク

評価の地域展開、仙

台防災枠組や国際

NPO 法 人 GEM
（ Global 
Earthquake 
Model）等と連携に

よる国際展開を行

う。 
 

度化を行い、情報の

試験提供を行う。 
・リアルタイム被害

推定及び被害状況

把握のため、センサ

ーネットワークデ

ータや、災害状況に

応じた有人・無人の

多様なプラットフ

ォームの活用によ

る画像センシング

技術および計測技

術等を用いた災害

情報収集技術、状況

把握技術の開発を

行い、それらの検討

を踏まえたリアル

タイム被害推定・状

況把握システムの

高度化システムの

プロトタイプの開

発を進める。地震ハ

ザード・リスク評価

を主たる対象とし

て、要素技術の調査

等、シミュレーショ

ン技術の研究開発

を総合的に行うこ

とができるプラッ

トフォームのプロ

トタイプ開発に着

手する。 
・「戦略的イノベー

ション創造プログ

ラム（SIP）」での取

組等を踏まえ、災害

リスク情報の利活

用に関する研究プ

ロジェクトや大学

等と連携を進め、地

震や津波を含めた

各種自然災害ハザ

・全国を対象とした地

震ハザード評価を踏

まえた建物被害や人

的被害等の地震リス

ク評価では、地震本

部による長期評価で

は十分に評価しきれ

ていない部分につい

て、認識論的な不確

実性を考慮した断層

モデルについて検討

し、ロジックツリー

を試作し、一部地域

で地震リスクの試算

をした。地震災害か

らの復旧・復興状況

を示す数理モデルの

開発として、南海ト

ラフで発生する地

震・津波を対象に、応

用一般均衡モデルに

よる間接被害を試算

した。特筆すべき成

果として、これら検

討が、「戦略的イノベ

ーション創造プログ

ラム（SIP）」第 2 期

広域経済被害予測シ

ステムの開発に進展

した。 
・「J-SHIS 高度化に関

する検討会」を立ち

上げ、開発中の地震

のハザード・リスク

情報ステーション

（仮称：J-SHIS Map 
R）について学識者・

民間企業の有識者に

情報の試験提供を行

い、聴取した意見を

反映し、公開システ

ムに地震リスクデー

実施し、実際の被害地震に

おいて情報が活用され、実

地震において有効性を確認

するに至ったことは顕著な

成果として評価できる。 
・国際展開に関しては、GEM
の活動を継続すると共に、

アジア地域での研究交流を

実施したことで国際的な研

究者間の協力関係が強化さ

れ、研究の幅が広がったこ

とは高く評価できる。 
・以上のように、プロジェク

ト研究は順調に進んでい

る。 
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ード・リスク評価の

地域への展開を進

める。地域での利活

用を支援・促進する

ための研究会を実

施する。産業界等へ

の研究成果の展開

を図るコンソーシ

アム等と連携する。

仙台防災枠組や国

際 NPO 法人 GEM 
との連携を推進す

るとともに、TEM
（台湾）や GNS 
Science（ニュージ

ーランド）とのワー

クショップ等を開

催し、地域拡大を図

り、アジア・環太平

洋地域での研究交

流をさらに進める。 

タの数値情報の表示

機能を実装した。 
・全国を概観した津波

ハザード評価では、

地震本部の南海トラ

フ沿いの大地震に伴

う津波ハザード評価

に向け、津波レシピ

に基づく数千の波源

断層モデルの設定を

行い、津波遡上伝播

計算を実施した。今

後、これらの計算結

果に基づいた津波ハ

ザード評価を行い、

2019 年度中の地震本

部から日本初の公表

に備える。また、伊

豆・小笠原海溝沿い

の地震による津波ハ

ザード評価に向け、

太平洋プレート上面

を断層面とする、

M7.0 から M8.3 の規

模の地震に対して、

特性化波源断層モデ

ル群を構築した。ま

た津波ハザード評価

からリスク評価に必

要な浸水域や浸水深

等を簡便に評価する

手法の開発に着手し

た。 
・「津波ハザード･リス

ク情報の高度利用に

関する委員会」の活

動を継続し、開発中

の津波ハザード･リ

スク情報ステーショ

ン（仮）に求める具体

的な仕様や要望等を

頂き、これらを踏ま
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え外部へのデータ提

供機能を実装する等

し、2019 年 5 月に委

員向けに試験公開す

る予定となった。  
・モデル地域を対象に

詳細メッシュによる

高解像度の津波遡上

分析による津波ハザ

ード評価手法の開発

に着手した。 
・リスクマネジメント

に資する共通リスク

指標として、全国に

おいて地震動や津

波、土砂災害等に引

き起こされるエクス

ポージャ毎のリスク

量を定量化し、レー

ダーチャートを用い

て指標化した。地す

べりリスク評価で

は、大規模地震によ

る地すべりや崩壊の

分布を示した全国的

な斜面崩壊危険地域

分布図の作成に向け

て、震源断層パラメ

ータを用いた斜面崩

壊危険地域推定モデ

ルに地形・地質要因

を加味することで改

良を試みた。また、土

砂災害予測技術の現

在における到達点を

明らかにし、実用的

に発展させるための

意見交換をする場と

して「2018 年度土砂

災害予測に関する研

究集会」を「日本地形

学連合 2018 年秋季
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大会」と共催し、前年

比 50 名程度多い約

170 名の参加があっ

た。風水害リスク評

価に関しては、主と

して外部資金（気候

変動適応技術社会実

装プログラム：SI-
CAT）と連携し、ダウ

ンスケーリング法を

用いて将来の日本の

気候シナリオを構築

した。雪氷災害に関

しては、雪害記事の

収集を進め、雪害デ

ータベースを強化し

た。 
・自然災害事例マップ

の高度化では、「災害

年表マップ」のタブ

レット対応版を構

築、公開した。Web 技

術者向け API 配信項

目を拡大したこと

で、他のシステムと

の引用との連携を容

易とした。全国の過

去の自然災害事例デ

ータベースは出典資

料である全国市区町

村の地域防災計画に

災害事例が掲載され

ている入力可能な事

例（全市区町村中

82％）を全て追加し、

6 万を超えるレコー

ド数となった。事例

データベースの高精

度化を行うため、過

去の自治体名称を付

与する方法を検討

し、災害発生地域を
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より狭小な地域に絞

り込むことを可能に

した。今後発生する

自然災害のデータベ

ース化および災害事

例 IDの付与方法につ

いて検討し、災害発

生時の情報の事例デ

ータ化を試行した。 
・リアルタイム被害推

定及び被害状況把握

の研究開発では、「戦

略的イノベーション

創 造 プ ロ グ ラ ム

（SIP）」と連携し、発

災直後の災害対応の

意思決定を支援する

ことを目的とした地

震動を対象とした全

国を概観するリアル

タイム被害推定・状

況把握システムを完

成させ、大阪府北部

地震、北海道胆振東

部地震等において推

定情報を外部に提供

した。さらにシステ

ムの改良に向け被害

状況把握の技術開発

では、機械学習を用

いて自動的に被害判

別を行うシステムと

して、過去に発生し

た複数の被害地震直

後に取得された航空

写真に基づいた教師

データを作成し、機

械学習により被災度

を自動的に判別する

汎用性の高いモデル

を開発した。また、有

人・無人のプラット
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フォームで活用可能

な災害情報収集シス

テムの災害対応への

社会実装に向け、シ

ステム活用の難易度

を分類した知識体系

を試作し、各レベル

で求められる技能と

機材の定義を行い、

災害対応機関に技術

提供を行った。  更
に、大型集客施設の

防犯カメラ映像の解

析による被害状況把

握手法開発に資す

る、従業員向け研修

映像を製作し、施設

を有する企業との災

害対応情報の共有や

その利活用に関する

連携協定への道筋を

つけた。また、「首都

圏を中心としたレジ

リエンス総合力向上

プロジェクト」と連

携して、スマートフ

ォンを利用した地震

観測の一般モニター

募集を継続し実験の

拡大を図りつつ、観

測機器を固定するた

めの治具を開発し、

E-Defense による加

振実験を実施し、改

良に向けた知見を得

た。・ハザード・リス

ク評価のためのシミ

ュレーション・プラ

ットフォームについ

て、民間企業の有識

者へのヒアリング、

「津波ハザード・リ
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スク情報の高度利用

に関する委員会」、「J-
SHIS 高度化に関す

る検討会」における

意見聴取を反映し、

引き続きプラットフ

ォームの設計を行う

とともに、地震ハザ

ード評価シミュレー

ションコードである

地震動シミュレータ

の計算安定化のため

の機能設計を行っ

た。・研究成果の地域

展開として、つくば

市と協働し、ハザー

ド・リスク評価研究

の成果の地域防災へ

の活用を検討すると

ともに、つくば市の

災害対応訓練におい

て「戦略的イノベー

ション創造プログラ

ム（SIP）」と連携して

構築した訓練用の被

害情報を提供し、情

報のニーズや利活用

方法に関する課題抽

出を行った。 
・地域や産業等への展

開のため、ハザード・

リスク情報に関する

検討会を継続し、各

業界の具体的な活用

の可能性について検

討を行った。リアル

タイム地震被害推定

情報の利活用に関し

て、本格的な地域や

産業等への展開の望

ましい枠組みの検

討・構築を目的とす
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るハザード・リスク

実験コンソーシアム

との協力関係を発展

させ、30 機関を対象

とした実験配信を実

施し、大阪府北部地

震や北海道胆振東部

地震において情報が

活用され、有効性を

確認するに至った。 
・国際展開としては、地

震ハザード・リスク

評価研究の国際NPO 
法 人 GEM の

Governing Board メ

ン バ ー と Science 
Board副議長として、

GEM第2期の活動を

継続して実施した。

韓国、ブータン、東南

アジア地域の地震ハ

ザード・リスク評価

の取組みを支援し、

台湾にて東南アジア

10 ヶ 国 に 向 け た

OpenQuake エンジ

ンの training に協力

した。本プロジェク

トで作成協力を行っ

た「グローバル地震

モザイクモデル」が

GEM により 2018 年

12 月に公表された。

ニュージーランドの

Otago 大 学 、

Canterbury 大学と

GNS Science に協力

して「日本・台湾・ニ

ュージーランドの地

震ハザード評価」に

関する研究交流会を

オアマル市で実施し
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た。この研究交流会

をきっかけとして台

湾の研究者を受け入

れ、建物被害評価手

法の比較検討を共同

で 実 施 し た 。

JpGU2018 年大会に

地震ハザード評価の

「Effective usage of 
PSHA」セッション 
を共同主催した。ま

た、外部資金と連携

し、これまで開発し

たリアルタイム震度

計を、ブータン地質

鉱山局(DGM)に提供

し、ブータン地震・震

度観測網の整備、地

震ハザードの評価を

進めた。 
 
 

 

 (b)自然災害情報の

利活用に基づく災

害対策に関する研

究 
 
東日本大震災や平

成 27 年９月の関

東・東北豪雨等で

は、社会を構成する

各セクター（国、自

治体、地域コミュニ

ティ、民間企業等）

間での情報共有が

十分でなく、情報不

足による対応の遅

れ等、災害対応や復

旧・復興において多

くの課題を残した。

また、地方公共団体

における人口減少

(b)自然災害情報の

利活用に基づく災

害対策に関する研

究 
 
・総合防災情報セン

ターおよび「SIP（戦

略的イノベーショ

ン 創 造 プ ロ グ ラ

ム）」等の取組との

連携に基づき、所内

外の防災研究開発

成果を統合活用し、

各セクターでの災

害対策実践に資す

るデジタル防災情

報ライブラリの開

発を進めるととも

に、情報プロダクツ

をシステム間で相

 (b)自然災害情報の利活

用に基づく災害対策に

関する研究 
 
 
・様々な研究成果を情

報プロダクツとして

集約する防災情報デ

ジタルライブラリの

開発を進めた。特に、

空間的・時間的にラ

ンダムに作成・集約

される多種大量の情

報プロダクツから、

特定災害の対応期の

情報プロダクツのみ

を一元的に抽出でき

よう、クリアリング

ハウスの検索機能を

強化し、抽出した情

(b)自然災害情報の利活用に

基づく災害対策に関する研究 
 
 
 
・平成 30 年度は、大阪府北部

地震、平成 30 年 7 月豪雨、

北海道胆振東部地震と災害

が多発したが、防災科研ク

ライシスレスポンスサイト

（NIED-CRS）の自動開設

やリアルタイム情報プロダ

クツの動的掲載などの新規

技術開発・適用により、その

運用の効率化・高度化を実

現している。 
・また、顕著な成果としては、

内閣府官民チーム「災害時

情 報 集 約 支 援 チ ー ム

（ISUT）」の情報共有サイ

(b)自然災害情報の利活用に基づく災害対策に関する研究 
 
＜評価すべき実績＞ 
・平成 30 年度は、大阪府北部地震、平成 30 年 7 月豪雨、北海道胆振東部地震と災

害が多発したが、防災科研クライシスレスポンスサイトの自動開設やリアルタイ

ム情報プロダクツの動的掲載などの新規技術開発・適用により、その運用の効率

化・高度化を実現していることは評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
・特にマルチハザードに関して、意義のあるリスク情報を提供するための手法やプロ

ダクトがまだよく見えない。よりふさわしいリスク情報のタイプやクオリティに

関する研究は、これらのプロダクトを開発することにとって重要である。 
・防災対策実態評価項目の設計に取り組んだことはチャレンジングな試みで、今後多

くの防災対策関係者と情報共有しながら、よりよい評価手法の開発につながるこ

とを期待したい。 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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等により、平時から

の事前対策を行う

社会的リソース自

体が不足しており、

社会におけるレジ

リエンスの低下が

懸念されている。 
このような状況を

改善するためには、

現在のレジリエン

スの状態を評価す

るとともに、各種災

害情報を各セクタ

ー間で共有・利活用

することで連携・協

働し、予防力・対応

力・回復力を総合的

に強化する災害対

策・技術を社会全体

に浸透させること

が必要である。 
そのために、各種災

害に対する効果的

な災害対応及び復

旧復興のプロセス

を解明し、事前対策

の実施状況からそ

の評価を実施可能

な手法を開発する。

これにより、レジリ

エンスの状態に応

じた防災上の課題

発見や各種災害対

策・技術の導入効果

の検証を可能とす

る。 
また、災害種別毎に

開発されたリスク

コミュニケーショ

ン手法やリスクマ

ネジメント手法に

ついて、横断的・共

互かつ機械的に運

用するためのクリ

アリングハウスの

機能強化を行う。ま

た、防災科研クライ

シスレスポンスサ

イト（NIED-CRS）
の機能強化及び汎

用化を進める。さら

に、自然災害ハザー

ド・リスク評価情報

やレジリエンス評

価情報、それに基づ

く対策技術や実践

事例を、災害種別横

断的かつ統合的に

提供する技術の開

発を進める。 
・防災対策の実践状

況に関する継続的

なモニタリング方

法を検討・試行する

とともに、政府・国

際機関等の指針や

自然災害ハザード・

リスク評価の研究

成果等を踏まえた

地域防災に関する

レジリエンス評価

手法及びその表現

手法の開発を行う。 
・防災対策の実践事

例やそれに資する

各種ガイドライン、

マニュアル等の多

様なデータの収集

とデータベース化

を進めるとともに、

これらを利活用し、

自然災害を横断的・

統合的に取り扱い、

かつ、多様な主体が

報プロダクツを防災

科研クライシスレス

ポンスサイト(NIED-
CRS）をはじめとし

た各種情報システム

上に機械的に掲載可

能とした。 
・ NIED-CRS に対し

て、災害種別ごとの

テンプレートを事前

に構築し、実効雨量

データやリアルタイ

ム地震被害推定デー

タ等のリアルタイム

情報から災害を覚知

し、テンプレートに

対して通信可能エリ

アや道路状況等の基

本情報を反映した上

で、第１報が自動生

成される機能を開発

した。また、この技術

を内閣府防災担当が

進めている官民チー

ム「災害時情報集約

支援チーム（ISUT）」
の情報共有サイトに

も適用した。 
・大阪府北部地震、平成

30 年 7 月豪雨、北海

道胆振東部地震にお

いて、NIED-CRS や

ISUT 情報共有サイ

トに掲載した情報プ

ロダクツや活動記録

をアーカイブ化し、

分析・検証を行った。

その結果、被災地に

おける情報共有・集

約を支援する官民連

携での組織体の有効

性と課題を明らかと

トにも同じ技術を適用して

おり、災害対応機関からの

高い評価も得たことであ

る。加えて、その適用の中

で、災害対応時の情報プロ

ダクツや ISUT のような組

織体の有効性や課題の抽出

を行い、それを研究開発の

発展として、「戦略的イノベ

ーション創造プログラム

（SIP）」第 2 期の研究テー

マ採択にもつなげているこ

とは高く評価できる。 
・さらに、平時からの防災対

策を支援する情報を収集・

データベース化するととも

に、国や自治体との連携体

制を作りながら、これらの

情報を利活用する参加型防

災対策実践手法の構築と実

践を行い、地域で活用可能

な研究成果の創出を達成し

ている。 
・以上のとおり、災害時も平

時も、防災の現場における

問題解決とさらなる課題抽

出を同時に実行し、成果を

上げたことは高く評価でき

る。 
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通的観点から、予防

力・対応力・回復力

を総合的に強化す

る手法として統合

化・高度化するとと

もに、災害リスクガ

バナンス手法を確

立する。 
さらに、社会実装を

担う行政や企業等

と連携して、各種手

法を各セクターが

実行するための標

準作業手順（SOP: 
Standard 
Operating 
Procedure）と、各種

災害情報の共有・利

活用を実現するシ

ステムの標準仕様

を確立する。これに

より、効果的な災害

対策・技術を社会全

体に普及・浸透・定

着させ、社会全体の

レジリエンスの継

続に繋げる。 
これらの社会実装

の促進及び防災行

政への貢献のため、

仙台防災枠組みや

学界（大学、研究機

関、学協会等）、「戦

略的イノベーショ

ン創造プログラム

（SIP）」等の取組と

連携の下、所内外の

研究開発成果を一

元的にネットワー

ク化し、社会におけ

る各セクターが予

防・対応・回復それ

参加する地域防災

対策実践手法を開

発する。 
・国・地方自治体・

関係機関等の防災

施策と連携した防

災科学技術の地域

定着化手法の検討

や、災害時における

組織間連携に基づ

く情報利活用手法

の標準化（SOP 化）

を進める。 

した。さらに、災害対

応状況の変化把握や

事後検証においても

情報プロダクツを利

活用するために、作

成および共有する情

報プロダクツを時系

列データベース化す

る必要性が明らかと

なった。また、災害の

種類によらずに共通

的に必要な情報プロ

ダクツおよびそれを

構成する情報項目を

抽出した。それらを

踏まえ、前年度行っ

た情報の集約・統合・

発信手順を整理し、

標準災害情報プロダ

クツおよび標準作業

手順 (SOP)の更新お

よび作成を進めた。 
・自治体の災害レジリ

エンスを評価するた

めに、防災対策の実

施状況をモニタリン

グする方法を検討し

た。具体的には、災害

対策基本法及び防災

基本計画をもとに、9
つの指標と 273 項目

で構成する「自治体

防災対策実態チェッ

クリスト」を設計し

た。これを、災害発生

中・復旧中の自治体

を除く全国 1,360 の

自治体防災担当を対

象に展開し、498 の自

治体から回答が得ら

れた。この結果を当

該自治体にフィード
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ぞれの目的に活用

できる「統合化防災

科学技術情報プラ

ットフォーム」を構

築・運用する。 

バックし、自らの対

策実施に結び付けら

れるよう、基礎自治

体単位の防災対策実

態を 9 つの指標のレ

ーダーチャートで可

視化するとともに、

類似自治体の対策実

態と比較できるよう

に、評価結果を市町

村、都道府県、全国の

それぞれの単位で地

図上での可視化する

技術を開発した。 
・全国で実践されてい

る防災対策や災害対

応の事例を収集し、

各地での災害対策の

実践に活かせるよう

データベース化を進

めた。具体的には、

Web 調査や各種文献

調査（666 件の消防庁

災害情報、43 件の防

災活動情報、1974～
2016 の防災白書、

1,409 件の地域防災

計画等）、被災地（H29
九州北部豪雨、H30
西日本豪雨、H30 北

海道胆振東部地震

等）のヒアリング調

査を通じて、24 件の

防災対策事例、22 件

の災害対応事例、266
件の災害を契機とし

た防災対策、3,175 件

の災害関連法適用事

例などの情報を収集

し、データベースに

格納した。また、これ

らに対し、自治体防
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災担当を対象にした

対策検討プロセスの

検証に基づき、対策

検討の場面に沿って

各情報の推奨を可能

にするためのメタデ

ータを作成・付与し

た。さらに、防災教育

チャレンジプラン、

文部科学省総合教育

政策局、国会図書館、

各都道府県教育委員

会等の全国規模の組

織との連携し、防災

対策事例と災害デジ

タルアーカイブの全

国的な事例収集の道

筋を立てた。 
・多様な地域主体がこ

れらの情報を利活用

して地区防災計画の

作成と継続運用を可

能にする参加型防災

対策実践手法を構造

化し、内閣府、全国社

会福祉協議会の協力

を得て、北海道ウト

ロ地区、埼玉県坂戸

市、東京都世田谷区、

茨城県阿見町、大阪

府及び府内市町村等

のモデル地域での実

証実験を行った。そ

の結果、地区住民自

らが災害情報を活用

して地域の災害危険

性を確認することが

できた。加えて、様々

な地域主体の視点か

ら地域課題の抽出で

きたこと、さらに継

続した対策検討や防
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災マップの作成・見

直しが可能になるな

ど、地区防災計画の

策定過程において地

区住民の参加機会の

拡大と計画の継続運

用に有効であること

を実証した。 
 
 

 

４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―１ 柔軟かつ効率的なマネジメント体制の確立：（１）研究組織及び事業の見直し、（２）内部統制、（３）研究開発等に係る評価の実施 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
令和元年度行政事業レビュー番号 0248 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指

標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要

な情報 
           
           
           
           
           
           

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 (１)研究組織及び

事業の見直し 

 

理事長のリーダー

シップの下、防災科

学技術の中核的機

関として、様々な自

然災害に関して基

礎研究から社会実

装まで総合的な取

組に対応するため、

評価を踏まえて職

員の配置の見直し

に取り組むととも

に、クロスアポイン

トメント制度等を

活用し、総合的・分

野横断的な組織編

成を行う。また、研

究開発成果の最大

(１)研究組織及び

事業の見直し 

 

理事長のリーダー

シップの下、「研究

開発成果の最大化」

に向けて、研究開発

能力及び経営管理

能力の強化に取り

組む。 

経営に関する戦略

立案、環境整備、業

務体制、危機管理な

どをより一層効率

的・効果的に行うた

め、企画機能、研究

推進・支援を一体で

行う企画部を新設

し、企画機能を強化

する。柔軟かつ効率

(１)研究組織及び

事業の見直し 

 

理事長のリーダー

シップの下、「研究

開発成果の最大化」

に向けて、研究開発

能力及び経営管理

能力の強化に取り

組む。 

経営に関する戦略

立案、環境整備、業

務体制、危機管理な

どをより一層効率

的・効果的に行うた

め、企画機能、研究

推進・支援を一体で

行う企画部を運営

し、企画機能を引き

続き強化する。ま

(１)研究組織及び事

業の見直し 

 

＜評価の視点＞ 

【体制の観点】 

○法人の長のマネジ

メントをサポートす

る仕組み、体制等が適

切であるか 

・経営企画体制の強

化、統合的・分野横断

的に研究開発を行う

研究体制の再編を推

進することができた

か。 

・理事長のリーダーシ

ップの下での業務の

継続的改善、権限と責

任を明確にした組織

運営、国・関係機関と

(１)研究組織及び事業の

見直し 

 

・理事長のリーダーシッ

プの下、「研究開発成果

の最大化」に向けて、研

究開発能力及び経営管

理能力の強化に取り組

んだ。特に今年度は職

員の意欲を根差した取

り組みを開始し、自ら

の使命や課題を所全体

で議論・共有すること

で、各分野に渡る有意

義な活動の展開を図っ

た。 

・国難災害を乗り越える

ために、日本の防災は

どうあるべきか、防災

科研はどのような役割

(１)研究組織及び事業の見

直し 

 

自己評定：Ａ 

 

<自己評定に至った理由> 

研究所の活動により、中

長期計画における所期の目

標を上回る成果が得られて

いると認められるため、Ａ

評定とする。 

 

（Ａ評定の根拠） 

 

・理事長のリーダーシップ

の下、「研究開発成果の最

大化」に向けて、研究開発

能力及び経営管理能力の

強化に取り組んだ。職員

の意欲を根差した取り組

評定 Ａ 
＜評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等につ

いて諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 
 
＜評価すべき実績＞ 
・理事長のリーダーシップの下、「研究開発成果の最大化」に向けて、研究開発

能力及び経営管理能力の強化に取り組んだ。また、業務の継続的改善を推進

するとともに、権限と責任を明確にした組織運営を行っている。 
・国難災害を乗り越えるために、防災科研はどのような役割を担うべきか等に

ついて、ブランディング活動を通じて全所的な議論を行い、“アイデンティ

ティ”を作成するとともに、あるべき将来像を描いた“長期構想”を形にし

たことは、顕著な成果として高く評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
・基礎研究部門と、基盤的研究開発センターの兼務方式が定着してきているこ

とは評価できるが、部門とセンターのエフォートのあり方をどうするかな

ど、理事長のマネジメントがよりよく機能するような進め方を検討すること

が期待される。 
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化に向けて、戦略立

案を行う企画機能、

研究推進・支援体制

等を強化し、柔軟か

つ効率的なマネジ

メント体制を確立

する。 

「独立行政法人改

革等に関する基本

的な方針」（平成 25

年 12月24日閣議決

定）に基づき、現在、

南海トラフ海域に

おいて国立研究開

発法人海洋研究開

発機構（以下「海洋

機構」という。）が整

備 を 進 め て い る

DONET について、そ

の整備が終了した

際には、同システム

の移管を受けるこ

とを踏まえ、海洋機

構との連携を含め

た管理運営体制を

整備し、海底地震・

津波観測網の一元

的な管理運営を行

う。 

的なマネジメント

を行うため、理事長

直属で防災科研の

研究開発を総括す

る、もしくは特命事

項を担当する審議

役を設置し、理事、

企画部、審議役が緊

密に連携すること

により理事長を支

え、防災科研のマネ

ジメントを遂行す

る体制を構築する。 

プロジェクトにつ

いて、様々な自然災

害に関して基礎研

究から社会実装に

至るまでの総合的

な取組に対応し、統

合的・分野横断的に

研究開発を行うこ

とができるよう、研

究体制を再編する

とともに、各プロジ

ェクトの業務に係

る権限と責任につ

いて、規程等により

明確に定める。具体

的には、研究分野間

の協働、交流、情報

交換が円滑に行わ

れるようにするた

め、研究者の所属部

署自体は専門分野

別に編成する一方、

重点的に進めるべ

き研究開発課題や

防災科研全体とし

て取り組むべき事

項については、専門

分野別の部署を横

断するプロジェク

た、柔軟かつ効率的

なマネジメントを

行うため、理事長直

属で防災科研の研

究開発を総括する、

もしくは特命事項

を担当する審議役、

理事、企画部が緊密

に連携することに

より理事長を支え、

防災科研のマネジ

メントを遂行する

体制を構築し運営

する。 

プロジェクトにつ

いて、様々な自然災

害に関して基礎研

究から社会実装に

至るまでの総合的

な取組に対応し、統

合的・分野横断的に

研究開発を行うこ

とができるよう、研

究体制を再編する

とともに、各プロジ

ェクトの業務に係

る権限と責任につ

いて、規程等により

明確に定める。具体

的には、研究分野間

の協働、交流、情報

交換が円滑に行わ

れるようにするた

め、研究者の所属部

署自体は専門分野

別に編成する一方、

重点的に進めるべ

き研究開発課題や

防災科研全体とし

て取り組むべき事

項については、専門

分野別の部署を横

役割分担を考慮した

研究開発を行ったか。 

 

【長としての資質の

観点】 

○リーダーシップが

発揮されているか 

・法人の長がリーダー

シップを発揮できる

環境は整備され、実質

的に機能しているか。 

を担うべきかについ

て、ブランディング活

動を通じて全所的な議

論を行い、タグライン

／ステートメント／ロ

ゴマークから構成され

る”防災科研のアイデ

ンティティ”を策定し

た。また、国難災害を乗

り越えていくレジリエ

ンスを日本が備えてい

くために、あるべき将

来像を描いた”長期構

想”の作成を進めた。 

・3 月には、Nation’s 

Synthesis を国内で推

進するため、防災科学

技術研究所を事務局と

し、東京大学地震研究

所、京都大学防災研究

所等の 13 の機関で構

成される防災減災連携

研究ハブを設立した。

さらに、このハブを活

用した「災害リスク低

減に向けた Nation’s 

Synthesis の実現」に

ついて、第 24期学術の

大型施設計画・大模研

究計画に関するマスタ

ープランの重点大型研

究計画の継続応募に申

請するといった取組を

行った。 

・経営に関する戦略立

案、環境整備、業務体

制、危機管理などをよ

り一層効率的・効果的

に行うため、企画機能、

研究推進・支援を一体

で行う企画部を設置

し、企画機能を強化し

みを開始し、自らの使命

や課題を所全体で議論・

共有することで、各分野

に渡る有意義な活動の展

開を図った。 

・国難災害を乗り越えるた

めに、防災科研はどのよ

うな役割を担うべきか等

について、ブランディン

グ活動を通じて全所的な

議論を行い、”防災科研の

アイデンティティ”を作

成するとともに、あるべ

き将来像を描いた”長期

構想”の作成を進めたこ

とは、顕著な成果として

高く評価できる。 

・研究体制については「国家

レジリエンス研究推進セ

ンター」を新設した。ま

た、「戦略的イノベーショ

ン創造プログラム（SIP）」

第 2期の課題「国家レジリ

エンス（防災・減災）の強

化」の管理法人にもなっ

たことから「戦略的イノ

ベーション推進室」も新

設した。 

・防災科研の業務運営に関

する重要事項等につい

て、助言及び提言を受け

るため、３月に経営諮問

会議を開催した。さらに、

防災科研の経営に係る重

要事項等について議論す

る拡大役員会議及び役員

会議を開催しており、事

業運営の効率性、透明性

の確保に努めた。 

 

 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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トセンターを設置

できる柔軟な研究

開発体制を整備す

る。その際、効率的、

効果的な業務運営

を図る観点から、職

員の配置の見直し

を行うとともに、ク

ロスアポイントメ

ント制度、併任制度

等の活用による外

部の第一線の研究

者の登用や他の研

究機関との連携を

通じて、多様な人材

の確保と研究力の

向上を図り、防災科

学技術研究の中核

研究機関として最

適な研究推進体制

が構築できるよう

な組織運営を行う。 

また、経営諮問会議

等の開催により、外

部からの客観的・専

門的かつ幅広い視

点での助言・提言を

得ることで、現行事

業運営の課題を把

握し、その解決を図

る。また、事業運営

の効率性、透明性の

確保に努める。 

「研究開発成果の

最大化」に向けて、

他の機関との連携

や外部資金の獲得・

管理等の多様化・複

雑化する研究推進

業務に対応するた

めに、人員の拡充・

再配置を含めた体

断するプロジェク

トセンターを設置

できる柔軟な研究

開発体制を整備す

る。その際、効率的、

効果的な業務運営

を図る観点から、職

員の配置の見直し

を行うとともに、ク

ロスアポイントメ

ント制度、併任制度

等の活用による外

部の第一線の研究

者の登用や他の研

究機関との連携を

通じて、多様な人材

の確保と研究力の

向上を図り、防災科

学技術研究の中核

研究機関として最

適な研究推進体制

が構築できるよう

な組織運営を行う。 

また、経営諮問会議

等の開催により、外

部からの客観的・専

門的かつ幅広い視

点での助言・提言を

得ることで、現行事

業運営の課題を把

握し、その解決を図

る。また、事業運営

の効率性、透明性の

確保に努める。 

「研究開発成果の

最大化」に向けて、

他の機関との連携

や外部資金の獲得・

管理等の多様化・複

雑化する研究推進

業務に対応するた

めに、人員の拡充・

ている。柔軟かつ効率

的なマネジメントを行

うため、理事長直属で

特命事項を担当する審

議役を 3 名配置し、理

事、企画部、審議役が連

携して理事長を支える

体制を整備している。 

・研究体制については、

平成 30 年度から開始

する内閣府の「戦略的

イノベーション創造プ

ログラム（SIP）」第 2 期

の課題の一つ「国家レ

ジリエンス(防災・減

災)の強化」において、

防災科研は５つの研究

開発項目の研究開発機

関や共同研究開発機関

となり、これらの活動

を総合的に推進するた

め、「国家レジリエンス

研究推進センター」を

基盤的研究開発センタ

ーの研究事業センター

として新設した。また、

「戦略的イノベーショ

ン 創 造 プ ロ グ ラ ム

（SIP）」第 2 期の課題

「国家レジリエンス

（防災・減災）の強化」

の管理法人にもなった

ことから「戦略的イノ

ベーション推進室」も

新設した。 

・第 4 期中長期計画の研

究開発を推進するため

の制度として、プロジ

ェクト（8 プロジェク

ト）を設置し、基礎研究

部門に研究部門長、セ

ンターにセンター長、

平成 30 年度組織図 



- 98 - 
 

制の強化を図る。 

「独立行政法人改

革等に関する基本

的な方針」（平成 25

年 12 月閣議決定）

に基づくDONETの移

管に対応するため、

国立研究開発法人

海洋研究開発機構

との間でクロスア

ポイントメント制

度等を利用した連

携を進め、DONET、S-

net、陸域の基盤的

地震観測網の一元

的な管理運営体制

を構築する。 

再配置を含めた体

制の強化を図る。 

「独立行政法人改

革等に関する基本

的な方針」（平成 25

年 12 月閣議決定）

に基づくDONETの移

管に対応するため、

国立研究開発法人

海洋研究開発機構

との間でクロスア

ポイントメント制

度等を利用した連

携を進め、DONET、S-

net、陸域の基盤的

地震観測網の一元

的な管理運営体制

を構築する。 

 

プロジェクトに研究統

括を置き各業務に係る

権限と責任を明確化す

るとともに、クロスア

ポイントメント制度の

活用等により多様な人

材の確保と研究力の向

上を図っている。 

・防災科研の業務運営に

関する重要事項等につ

いて、助言及び提言を

受けるため、3 月に経

営諮問会議を開催し

た。さらに、防災科研の

経営に係る重要事項等

について議論する拡大

役員会議及び役員会議

を開催しており、事業

運営の効率性、透明性

の確保に努めた。 

・「研究開発成果の最大

化」に向けて、他の機関

との連携や外部資金の

獲得・管理等の多様化・

複雑化する研究推進業

務に対応するために、

社会連携課と研究推進

課を設置している。 

・「独立行政法人改革等

に関する基本的な方

針」（平成 25 年 12 月閣

議 決 定 ） に 基 づ く

DONET の移管に対応す

るため、国立研究開発

法人海洋研究開発機構

との間でクロスアポイ

ントメント制度等を利

用した連携を進め、

DONET、S-net、陸域の基

盤的地震観測網からな

る陸海統合地震津波火

山観測網（MOWLAS）の一
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元的な管理運営体制を

構築している。 

 

 (２)内部統制 

 

理事長によるマネ

ジメント強化に向

け、理事長の指示が

全役職員に伝達さ

れる仕組みやリス

ク管理等を含む内

部統制システムを

整備・運用し、PDCA

サイクルによる継

続的な業務改善を

行う。また、内部統

制が有効に機能し

ていることを内部

監査等によりモニ

タリングするとと

もに、監事を補佐す

る体制の整備を行

い、監事による監査

機能を充実する。 

(２)内部統制 

 

「独立行政法人の

業務の適正を確保

するための体制等

の整備について」

（平成26年11月28

日総管査第 322 号。

総務省行政管理局

長通知）等を踏ま

え、理事長のリーダ

ーシップの下、 業

務に係る戦略を策

定し、PDCA サイクル

に基づき、その継続

的改善を推進する。

その際、国の政策と

の関係、他機関との

連携強化の取組、研

究の成果が活用さ

れるまでの道筋等

を明らかにする。 

中長期目標の達成

を阻害するリスク

を把握し、組織とし

て取り組むべき重

要なリスクの把握

と対応を行う。この

ため、経営諮問会議

等の開催により、外

部からの客観的・専

門的かつ幅広い視

点での助言・提言を

得ることで、現行事

(２)内部統制 

 

「独立行政法人の

業務の適正を確保

するための体制等

の整備について」

（平成26年11月28

日総管査第 322 号。

総務省行政管理局

長通知）等を踏ま

え、理事長のリーダ

ーシップの下、 業

務に係る戦略を策

定し、PDCA サイクル

に基づき、その継続

的改善を推進する。

その際、国の政策と

の関係、他機関との

連携強化の取組、研

究の成果が活用さ

れるまでの道筋等

を明らかにする。 

中長期目標の達成

を阻害するリスク

を把握し、組織とし

て取り組むべき重

要なリスクの把握

と対応を行う。この

ため、経営諮問会議

等の開催により、外

部からの客観的・専

門的かつ幅広い視

点での助言・提言を

得ることで、現行事

(２)内部統制 
 
＜評価の視点＞ 
【体制の観点】 
○法人の長のマネジ

メントをサポートす

る仕組み、体制等が適

切であるか 
・理事長のリーダーシ

ップの下での業務の

継続的改善、権限と責

任を明確にした組織

運営を行ったか。 
・監事監査において、

法人の長のマネジメ

ントについて留意し

ているか。 
・監事監査において把

握した改善点等につ

いて、必要に応じ、法

人の長、関係役員に対

し報告しているか。そ

の改善事項に対する

その後の対応状況は

適切か。 
 
【長としての資質の

観点】 
○リーダーシップが

発揮されているか 
・法人の長がリーダー

シップを発揮できる

環境は整備され、実質

的に機能しているか。 

(２)内部統制 
 
・防災科研は、理事長の

リーダーシップの下、

業務の継続的改善を推

進するとともに、権限

と責任を明確にした組

織運営を行っている。

また、内部統制に関し

ては、中長期目標に対

応して定めた中長期計

画及び当該計画に基づ

く年度計画を遂行する

にあたり、年頭所感や

創立記念式典などの場

において、理事長から

全職員に対し、6 つの

活動（「中核的機関とし

ての産学官連携の推

進」、「基盤的観測網・

先進的研究施設等の整

備・共用促進」、「研究

開発成果の普及・知的

財産の活用促進」、「研

究開発の国際的な展

開」、「人材育成」、「防

災行政への貢献」）を示

し、研究開発成果の最

大化に向けて、周知徹

底等の取組を行ってい

る。 
・理事長から、組織運営

に関して職員との意見

交換を通して周知を行

(２)内部統制 
 
自己評定：Ｂ 
 
<自己評定に至った理由> 
中長期計画における所期

の目標を達成していると認

められるため、Ｂ評定とす

る。 
 
・理事長のリーダーシップ

の下、組織運営に関して

式典やイントラネットを

通して周知を行った。ま

た、リスク管理委員会を

開催し、平成 30 年度にお

けるリスクの評価を行

い、それを基に優先すべ

きリスク対策について決

定したことは評価でき

る。 
・理事長のリーダーシップ

の下、防災科研の目指す

べき方向性、ミッション

についての役職員への周

知徹底、意思統一、意識向

上が大きく進んだことは

評価できる。 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等につ

いて諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされているため。 
 
＜評価すべき実績＞ 
・全般的には年度目標を計画どおり達成している。 
・内部統制の一環としてリスク管理委員会を開催し、リスクの評価を行い、そ

れを基に優先すべきリスク対策について決定したことは評価できる。さら

に、モニタリングの一環として内部監査及び監事監査を実施し、理事長等へ

業務運営に資する助言を提示し、それに基づき、適正な人材確保に向けて対

策等を新たに務めたことは評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
－ 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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業運営の課題を把

握し、その解決を図

る。また、事業運営

の効率性、透明性の

確保に努めるとと

もに、法令遵守等、

内部統制の実効性

を高めるため、所内

のイントラネット

等を活用し理事長

による運営方針等

の周知を行うなど、

日頃より職員の意

識醸成を行う等の

取組を継続する。 

監事による監査機

能を充実するため

に、監査室を設置す

るとともに内部監

査等により内部統

制が有効に機能し

ていることをモニ

タリングし、適正、

効果的かつ効率的

な業務運営に資す

る助言を理事長等

に提示する。また、

職員を対象とした

内部統制に関する

研修を実施するな

ど、職員の意識醸成

教育及び意識向上

を積極的に進める。 

業運営の課題を把

握し、その解決を図

る。また、事業運営

の効率性、透明性の

確保に努めるとと

もに、法令遵守等、

内部統制の実効性

を高めるため、所内

のイントラネット

等を活用し理事長

による運営方針等

の周知を行うなど、

日頃より職員の意

識醸成を行う等の

取組を継続する。 

監事による監査機

能を充実するため

に、監査室を設置す

るとともに内部監

査等により内部統

制が有効に機能し

ていることをモニ

タリングし、適正、

効果的かつ効率的

な業務運営に資す

る助言を理事長等

に提示する。また、

職員を対象とした

内部統制に関する

研修を実施するな

ど、職員の意識醸成

教育及び意識向上

を積極的に進める。 

・法人の長は、組織に

とって重要な情報等

について適時的確に

把握するとともに、法

人のミッション等を

役職員に周知徹底し

ているか。 
・法人の長は、法人の

規模や業種等の特性

を考慮した上で、法人

のミッション達成を

阻害する課題（リス

ク）のうち、組織全体

として取り組むべき

重要なリスクの把握・

対応を行っているか。 
・法人の長は、内部統

制の現状を的確に把

握した上で、リスクを

洗い出し、その対応計

画を作成・実行してい

るか。 
 

った。内部統制の一環

として、平成 30 年度の

リスク内容やリスク原

因を見直し、リスク管

理委員会へ報告を行う

とともに、優先すべき

リスク対策について審

議のうえ決定した。 
・モニタリングの一環と

して内部監査及び監事

監査を実施し、理事長

等へ業務運営に資する

助言を提示した。それ

に基づき、適正な人材

確保に向けて対策等を

新たに務めた。 
・業務の効率化とリスク

軽減のため、標準作業

手順書（ＳＯＰ）に関す

る所内勉強会を開催

し、ＳＯＰ作成に向け

た取組を開始した。 
・ブランディング活動の

一環として、「タグライ

ン・ステートメント・ロ

ゴマーク」で構成され

る「防災科研のアイデ

ンティティ」を取りま

とめると共に、研究者

一人ひとりと理事長と

の意見交換会を実施し

た。これらのブランデ

ィング活動を通じ、理

事長のリーダーシップ

の下、防災科研の目指

すべき方向性、ミッシ

ョンについての役職員

への周知徹底、意思統

一、意識向上が大きく

進んだ。 
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 (３)研究開発等に

係る評価の実施 

 

「独立行政法人の

評価に関する指針」

（平成 26 年９月２

日総務大臣決定、平

成27年５月25日改

定）等に基づき、研

究開発の特性等を

踏まえて防災科研

の自己評価等を実

施し、その結果を研

究計画や資源配分

に反映させ、研究開

発成果の最大化及

び適正、効果的かつ

効率的な業務運営

を図る。また、研究

開発課題について

は外部有識者によ

る評価を実施し、そ

の結果を踏まえて

研究開発を進める。 

 なお、評価に当た

っては、それぞれの

目標に応じて別に

定める評価軸及び

関連指標等を基本

として評価する。 

(３)研究開発等に

係る評価の実施 

 

「独立行政法人の

評価に関する指針」

（平成 26 年９月総

務大臣決定、平成 27

年５月改定）等に基

づき、研究開発の特

性等を踏まえて国

の施策との整合性、

社会的ニーズ、研究

マネジメント、アウ

トカム等の視点か

ら自己評価等を実

施し、各事業の計

画・進捗・成果等の

妥当性を評価する。

その評価結果は研

究計画、予算・人材

等の資源配分に反

映させ、「研究開発

成果の最大化」並び

に適正、効果的かつ

効率的な業務運営

を図る。 

また、研究開発課題

については外部有

識者による評価を

効果的・効率的に実

施し、その結果を踏

まえて研究開発を

進める。 

なお、評価業務に当

たっては、評価作業

の負担の軽減に目

指し、効率的な運営

を行う。 

(３)研究開発等に

係る評価の実施 

 

「独立行政法人の

評価に関する指針」

（平成 26 年９月総

務大臣決定、平成 27

年５月改定）等に基

づき、研究開発の特

性等を踏まえて国

の施策との整合性、

社会的ニーズ、研究

マネジメント、アウ

トカム等の視点か

ら自己評価等を実

施し、各事業の計

画・進捗・成果等の

妥当性を評価する。

その評価結果は研

究計画、予算・人材

等の資源配分に反

映させ、「研究開発

成果の最大化」並び

に適正、効果的かつ

効率的な業務運営

を図る。 

また、研究開発課題

については外部有

識者による評価を

効果的・効率的に実

施し、その結果を踏

まえて研究開発を

進める。 

なお、評価業務に当

たっては、評価作業

の負担の軽減に目

指し、効率的な運営

を行う。 

(３)研究開発等に係

る評価の実施 

 
＜評価の視点＞ 
【体制の観点】 
○法人の長のマネジ

メントをサポートす

る仕組み、体制等が適

切であるか 
・理事長のリーダーシ

ップの下での業務の

継続的改善、外部から

の意見や社会におけ

る活用を考慮した研

究評価を行ったか。 
 
【長としての資質の

観点】 
○リーダーシップが

発揮されているか 
・法人の長がリーダー

シップを発揮できる

環境は整備され、実質

的に機能しているか。 
・中長期目標・計画の

未達成項目（業務）に

ついての未達成要因

の把握・分析・対応等

に着目しているか。 

(３)研究開発等に係る評

価の実施 

 

・外部有識者を含め研究

開発の特性等を踏まえ

て国の施策との整合

性、社会的ニーズ、研究

マネジメント、アウト

カム等の視点から、第

４期中長期計画に基づ

き、研究計画を策定し

たところであり、併せ

て予算・人材等の資源

配分にも反映させ、「研

究開発成果の最大化」

及び適正、効果的かつ

効率的な業務運営を図

った。 

・年度計画に基づく業務

の実施状況を踏まえた

今後の計画について

は、研究統括・センター

長等からヒアリングを

行って確認するととも

に、共用施設の利用計

画の策定については、

関係機関や外部有識者

を含めた運用委員会又

は利用委員会での審議

の結果、決定している。

これらの業務の実施状

況については、前述の

ヒアリングのほか、研

究職員及び事務職員の

業績評価などを通じて

適宜把握を行うととも

に、毎年の評価委員会

で評価している。 

(３)研究開発等に係る評価

の実施 

 

自己評定：Ｂ 

 

<自己評定に至った理由> 

中長期計画における所期の

目標を達成していると認め

られるため、Ｂ評定とする。 

 

・第４期中長期計画策定の

検討において、外部有識

者を含めた検討委員会に

て評価検討を行った。 

・第４期では、年度計画に基

づく業務の実施状況を踏

まえヒアリングにより今

後の計画を確認するとと

もに、施設の共用につい

ては各部署で外部有識者

を含めた委員会において

検討を行った。 

・所全体として、自己評価に

関し、評価委員会で毎年

評価を実施している。 

 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等につ

いて諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされているため。 
 
＜評価すべき実績＞ 
・全般的には年度目標を計画どおり達成している。 
・第４期中長期計画策定の検討及び施設の共用について、外部有識者を含めた

委員会において検討を行ったことは評価できる。また、所全体として、自己

評価に関し評価委員会で毎年評価を実施していることは評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
－ 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―２ 業務の効率化：（１）経費の合理化・効率化、（２）人件費の合理化・効率化、（３）契約状況の点検・見直し、（４）電子化の推進 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
令和元年度行政事業レビュー番号 0248 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指

標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要

な情報 
一般管理費（百万円）  199 193 219 250      

  効率化（％） 

毎年度平均で

前年度比３％

以上 

 3.0％ △5.3％ △8.2％ 

     

業務経費（百万円）  7,472 5,659 5,939 8,521      

  効率化（％） 

毎年度平均で

前年度比１％

以上 

 24.3％ 9.7％ △8.0％ 

     

           
           

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 (１)経費の合理化・

効率化 

 

防災科研は、管理部

門の組織の見直し、

調達の合理化、効率

的な運営体制の確

保等に引き続き取

り組むことにより、

経費の合理化・効率

化を図る。 

運営費交付金を充

当して行う事業は、

新規に追加される

もの、拡充分は除外

した上で、法人運営

(１)経費の合理化・

効率化 

 

防災科研は、管理部

門の組織の見直し、

調達の合理化、効率

的な運営体制の確

保等に引き続き取

り組むことにより、

経費の合理化・効率

化を図る。 

運営費交付金を充

当して行う事業は、

新規に追加される

もの、拡充分は除外

した上で、法人運営

(１)経費の合理化・

効率化 

 

防災科研は、管理部

門の組織の見直し、

調達の合理化、効率

的な運営体制の確

保等に引き続き取

り組むことにより、

経費の合理化・効率

化を図る。 

運営費交付金を充

当して行う事業は、

新規に追加される

もの、拡充分は除外

した上で、法人運営

(１)経費の合理化・効

率化 

 

＜主な定量的指標＞ 

・一般管理費の効率化

（ 数値目標：毎年度

平均で前年度比３％

以上） 

・業務経費の効率化

（ 数値目標：毎年度

平均で前年度比１％

以上） 

 

＜その他の指標＞ 

・ 「独立行政法人の事

務・事業の見直しの基

(１)経費の合理化・効率

化 

 

＜主要な業務実績＞ 

・一般管理費削減の取組

としては、つくば市近

郊にある独立行政法人

及び大学とで共同調達

を開始し、経費の削減

に取り組み、また引き

続きパソコン類のリユ

ース、リサイクルによ

り、産業廃棄物の廃棄

処分費用の削減を実施

した。業務経費の取組

としては、役務等の契

(１)経費の合理化・効率化 

 

 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ｂ 

 

中長期計画における所期

の目標を達成していると認

められるため、Ｂ評定とす

る。 

 

・経費の合理化については、

他機関との共同調達の実

施、パソコン類 のリユー

ス・リサイクルによる産業

廃棄物処分費用の削減、役

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等につ

いて諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされているため。 
 
＜評価すべき実績＞ 
・全般的には年度目標を計画どおり達成している。 
・経費の削減の努力が継続しており、一般管理費の効率化については前年度比

8.2％となり目標を達成（数値目標：毎年度平均で前年度比３％以上）したこ

とは評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
－ 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
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を行う上で各種法

令等の定めにより

発生する義務的経

費等の特殊要因経

費を除き、平成27年

度を基準として、一

般管理費（租税公課

を除く。）について

は毎年度平均で前

年度比３％以上、業

務経費は毎年度平

均で前年度比１％

以上の効率化を図

る。新規に追加され

るものや拡充され

る分は翌年度から

効率化を図ること

とする。ただし、人

件費の効率化につ

いては、次項に基づ

いて取り組む。 

なお、経費の合理

化・効率化を進める

に当たっては、研究

開発成果の最大化

との整合にも留意

する。 

を行う上で各種法

令等の定めにより

発生する義務的経

費等の特殊要因経

費を除き、平成27年

度を基準として、一

般管理費（租税公課

を除く。）について

は毎年度平均で前

年度比３％以上、業

務経費は毎年度平

均で前年度比１％

以上の効率化を図

る。新規に追加され

るものや拡充され

る分は翌年度から

効率化を図ること

とする。ただし、人

件費の効率化につ

いては、次項に基づ

いて取り組む。 

なお、経費の合理

化・効率化を進める

に当たっては、「研

究開発成果の最大

化」との整合にも留

意する。 

 

を行う上で各種法

令等の定めにより

発生する義務的経

費等の特殊要因経

費を除き、平成27年

度を基準として、一

般管理費（租税公課

を除く。）について

は毎年度平均で前

年度比 3％以上、業

務経費は毎年度平

均で前年度比１％

以上の効率化を図

る。新規に追加され

るものや拡充され

る分は翌年度から

効率化を図ること

とする。ただし、人

件費の効率化につ

いては、次項に基づ

いて取り組む。 

なお、経費の合理

化・効率化を進める

に当たっては、「研

究開発成果の最大

化」との整合にも留

意する。 

 

本方針」への取組 約の複数年化を引き続

き導入し、経費の削減

を図った。 

・平成 30 年度において

は、経年により劣化し

ていた通勤用マイクロ

バスを更新するため一

括購入ではなくリース

としたことで、予算の

平年度化を実施した。

また、更新されたこと

により職員の安全に配

慮し、リース契約にお

いて保険や、消耗品の

交換等を含めた総合リ

ースとしたことで合理

化を実施した。また、

働き方改革により多様

な勤務形態に対応する

ため、マイクロバスの

運行を増便した。なお、

平成 29 年度に引き続

き、効率的に研修を受

講できるよう、e ラー

ニングによる研修を実

施した。なお、これま

でに各種実験施設や観

測機器の運用及び維持

管理、観測データ収集、

スーパーコンピュータ

の運用など、可能な限

り民間委託やアウトソ

ーシングの活用を図っ

ているところである

が、業務の効率化が研

究開発能力を損なうこ

となく、継続的な維持・

向上に繋がるものとな

るよう十分に配慮して

いる。 

・なお、「一般管理費」及

び「業務経費」は、新規

務契約の複数年化による経

費の削減などの努力が続け

られている。 

・平成 30年度については、

マイクロバスのリース導

入及び運行便を増加した

ことにより単年度のあた

りのランニングコストを

削減し、職員の通勤利便

性を確保できたことは評

価できる。なお、引き続き

e ラーニングシステムに

より効率的な研修受講を

可能としたことは、いず

れも評価できる。 

 

－ 
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に追加されるもの及び

拡充分、人件費(有期雇

用職員人件費は除く)、

公租公課及び特殊要因

経費を控除した額は、

それぞれ 209 百万円及

び 6,662 百万円となり

効率化目標の 3％及び

1％を達成している。 

 

 

 (２)人件費の合理

化・効率化 

 

給与水準について

は、国家公務員の給

与水準を十分配慮

し、手当を含め役職

員給与の在り方に

ついて厳しく検証

したうえで、防災科

研の業務の特殊性

を踏まえた適正な

水準を維持すると

ともに、検証結果や

取組状況を公表す

るものとする。ま

た、適切な人材の確

保のために必要に

応じて弾力的な給

与を設定できるも

のとし、その際に

は、国民に対して納

得が得られる説明

に努めるものとす

る。 

(２)人件費の合理

化・効率化 

 

給与水準について

は、国家公務員の給

与水準を十分配慮

し、手当を含め役職

員給与の在り方に

ついて厳しく検証

したうえで、防災科

研の業務の特殊性

を踏まえた適正な

水準を維持すると

ともに、検証結果や

取組状況を公表す

るものとする。ま

た、適切な人材の確

保のために必要に

応じて弾力的な給

与を設定できるも

のとし、その際に

は、国民に対して納

得が得られる説明

に努めるものとす

る。 

(２)人件費の合理

化・効率化 

 

給与水準について

は、国家公務員の給

与水準を十分配慮

し、手当を含め役職

員給与の在り方に

ついて厳しく検証

したうえで、防災科

研の業務の特殊性

を踏まえた適正な

水準を維持すると

ともに、検証結果や

取組状況を公表す

るものとする。ま

た、適切な人材の確

保のために必要に

応じて弾力的な給

与を設定できるも

のとし、その際に

は、国民に対して納

得が得られる説明

に努めるものとす

る。 

(２)人件費の合理化・

効率化 

 

＜評価の視点＞ 

【総人件費改革への

対応】 

・取組開始からの経過

年数に応じ取組が順

調か。また、法人の取

組は適切か。 

 

【給与水準】 

・給与水準の高い理由

及び講ずる措置（法人

の設定する目標水準

を含む）が、国民に対

して納得の得られる

ものとなっているか。 

・法人の給与水準自体

が社会的な理解の得

られる水準となって

いるか。 

・国の財政支出割合の

大きい法人及び累積

欠損金のある法人に

ついて、国の財政支出

規模や累積欠損の状

況を踏まえた給与水

準の適切性に関して

検証されているか。 

 

(２)人件費の合理化・効

率化 

 

＜主要な業務実績＞ 

・定員及び人件費削減の

基本方針に基づき、引

き続き事務部門及び研

究部門の計画的な人員

の配置を行った。 

 

（１）給与水準の適切性 

防災科研の俸給表は事務

系職、研究職ともに国家

公務員と同じ俸給表を適

用しており、給与基準は

国家公務員の給与に準拠

している。平成 30 年度に

おける国家公務員と比較

した給与水準は、以下の

とおり適切な給与水準で

あった。 

 

１）ラスパイレス指数 

平成 30 年度の防災科研

の国家公務員に対するラ

スパイレス指数は、下記

のとおりであった。 

事務系職員：106.6、年齢・

地域・学歴勘案 107.0、 

研究職員：100.4、年齢・

地域・学歴勘案 100.4 

(２)人件費の合理化・効率

化 

 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ｂ 

 

中長期計画における所期の

目標を達成していると認め

られるため、Ｂ評定とする。 

 

・防災科研の俸給表は事務

系職、研究職ともに国家

公務員と同じものを適用

しており、また役員報酬

も国家公務員指定職俸給

表と同様の範囲で支給さ

れている。これにより、職

員の給与水準及び役員報

酬は適切なレベルに保た

れており、また、これらの

数値についてはホームペ

ージで適切に公表がなさ

れている。 

・平成 30年度は、人事院勧

告に準じて改正を行って

いる。 

 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等につ

いて諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされているため。 
 
＜評価すべき実績＞ 
・全般的には年度目標を計画どおり達成している。 
・給与水準は外部から見て適切なレベルである。 
・平成 30 年度は、人事院勧告に準じ改正を行っている。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
－ 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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【諸手当・法定外福利 

費】 

・法人の福利厚生費に

ついて、法人の事務・

事業の公共性、業務運

営の効率性及び国民

の信頼確保の観点か

ら、必要な見直しが行

われているか。 

 

 

２）国家公務員に比して

指数が高い理由 

①事務系職員 

当研究所は、給与水準公

表対象職員が２７人と少

ない上に、52才～59才ま

での年齢区分該当者の管

理職の比率が高いため当

該年齢区分の指数が高く

なっており、全体の指数

を引き上げている。また、

近年、国家公務員宿舎へ

の入居が不可となったこ

とにより、職員が居住す

る賃貸住宅のための住居

手当の受給者割合が高く

なっている。 

平成 29 年度と比較し、平

成 29 年度より割合が下

がっている。 

 

②研究職員 

防災科研は、防災科学技

術における国内唯一の総

合研究機関であり、研究

分野は多岐に渡る。それ

ぞれの研究分野ごとに優

れた専門的知識を有する

博士課程修了者を選考に

より採用することとして

おり、相応の給与を支給

しているため指数が高く

なっている。 

 

３）講ずる措置 

人事院勧告を踏まえた給

与基準の見直しを行うと

ともに、引き続き退職者

の補填については可能な

限り若返りを図るなど計

画的に人事管理を行って
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いく。 

 

４）国と支給割合等が異

なる手当 

国家公務員と同様の規程

となっている。 

 

（２）役員報酬の適切性 

理事長の報酬は、事務次

官給与の範囲内で支給し

ている。 

 

（３）給与水準の公表 

役員報酬及び職員給与水

準についてはホームペー

ジにて公表している。 

 

（４）給与体系の見直し 

国家公務員の給与に準

じ、平成 30年度の人事院

勧告に準じた俸給表及び

勤勉手当の見直しを行っ

た。 

 

 

 (３)契約状況の点

検・見直し 

 

「独立行政法人に

おける調達等合理

化の取組の推進に

ついて」（平成 27年

５月 25 日総務大臣

決定）に基づく取組

を着実に実施する

こととし、契約の公

正性、透明性の確保

等を推進し、業務運

営の効率化を図る。 

また、共同調達につ

いては、茨城県内の

複数機関が参画し

(３)契約状況の点

検・見直し 

 

「独立行政法人に

おける調達等合理

化の取組の推進に

ついて」（平成 27 年

５月 25 日総務大臣

決定）を踏まえ、防

災科研の締結する

契約については、原

則として一般競争

入札などによるこ

ととし、公正性、透

明性を確保しつつ、

厳格に手続きを行

う。 

(３)契約状況の点

検・見直し 

 

「独立行政法人に

おける調達等合理

化の取組の推進に

ついて」（平成 27 年

５月 25 日総務大臣

決定）を踏まえ、防

災科研の締結する

契約については、原

則として一般競争

入札などによるこ

ととし、公正性、透

明性を確保しつつ、

厳格に手続きを行

う。 

(３)契約状況の点検・

見直し 

 

＜評価の視点＞ 

【調達等合理化計画

に基づく取組の実施】 

・「独立行政法人にお

ける調達等合理化の

取組の推進について」

（平成27年５月25日

総務大臣決定）を踏ま

え、①調達の現状と要

因の分析、②重点的に

取り組む分野、③調達

に関するガバナンス

の徹底、④自己評価の

実施、⑤推進体制を盛

(３)契約状況の点検・見

直し 

 

＜主要な業務実績＞ 

・６月に策定・公表した

「調達等合理化計画」

に沿って、防災科研の

締結する契約について

は、原則として一般競

争入札などによること

とし、公正性、透明性

を確保しつつ、厳格に

手続きを行った。 

・①調達の現状と要因の

分析として、当該年度

における防災科研の調

達の全体像を把握する

(３)契約状況の点検・見直

し 

 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ｂ 

 

中長期計画における所期の

目標を達成していると認め

られるため、Ｂ評定とする。 

 

・６月に策定・公表した「調

達等合理化計画」に沿っ

て、公正性、透明性を確保

しつつ、厳格に契約手続

を行った。当該計画の実

施状況を含む入札及び契

約の適正な実施について

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等につ

いて諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされているため。 
 
＜評価すべき実績＞ 
・６月に策定・公表した「調達等合理化計画」に沿って、公正性、透明性を確

保しつつ、厳格に契約手続を行った。当該計画の実施状況を含む入札及び契

約の適正な実施については、契約監視委員会による外部点検などを受け、そ

の結果をホームページにて公表した。これらのことは評価に値する。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
－ 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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ている協議会等を

通じて、参画機関と

引き続き検討を行

い拡充に努める。 

 また、一般競争入

札などにより契約

を締結する場合で

あっても、真に透明

性、競争性が確保さ

れているか、厳格に

点検・検証を行い、

過度な入札条件の

禁止、応札者に分か

りやすい仕様書の

作成、公告期間の十

分な確保などを行

う。これらの取組を

通じて経費の削減

に取り組む。さら

に、調達等合理化計

画の実施状況を含

む入札及び契約の

適正な実施につい

ては、契約監視委員

会の点検などを受

け、その結果をホー

ムページにて公表

する。 

また、共同調達につ

いては、茨城県内の

複数機関が参画し

ている協議会等を

通じて、参画機関と

引き続き検討を行

い拡充に努める。 

 また、一般競争入

札などにより契約

を締結する場合で

あっても、真に透明

性、競争性が確保さ

れているか、厳格に

点検・検証を行い、

過度な入札条件の

禁止、応札者に分か

りやすい仕様書の

作成、公告期間の十

分な確保などを行

う。これらの取組を

通じて経費の削減

に取り組む。さら

に、調達等合理化計

画の実施状況を含

む入札及び契約の

適正な実施につい

ては、契約監視委員

会の点検などを受

け、その結果をホー

ムページにて公表

する。 

また、共同調達につ

いては、茨城県内の

複数機関が参画し

ている協議会等を

通じて、参画機関と

引き続き検討を行

い拡充に努める。 

り込んだ調達等合理

化計画を策定等し、防

災科研の締結する契

約については、原則と

して一般競争入札な

どによることとし、公

正性、透明性を確保し

つつ、厳格に手続きを

行う。 

ため、競争入札等、企

画競争・公募、競争性

のない随意契約といっ

た契約種別毎の契約件

数及び金額や一者応

札・応募の状況を取り

まとめ、前年度と比較

するなどして現状分析

を実施した。 

・②重点的に取り組む分

野として、研究業務分

野及び一般管理分野に

ついて、それぞれの状

況に即した調達の改善

及び事務処理の効率化

に努めることとし、財・

サービスの特性を踏ま

えた調達の実施、一括

調達契約の推進、汎用

的な物品・役務におけ

る共同調達の推進等を

定め、それぞれに従っ

た取組を実施すること

を通じて経費の削減を

行った。 

・③調達に関するガバナ

ンスの徹底を図るた

め、既に整備している

規程等に従って調達手

続きを実施した。随意

契約案件については、

契約担当役理事を筆頭

とした契約審査委員会

又は随意契約検証チー

ムにより厳格に手続き

を行った。また、不祥

事の発生の未然防止・

再発防止のため、研究

者、調達担当者に対す

る調達に関する不祥事

事案等の研修、契約担

当職員の資質向上のた

は、契約監視委員会によ

る外部点検などを受け、

その結果をホームページ

にて公表した。 

・以上のように、調達等合理

化計画の策定等を行う

とともに、同計画に沿

った取組を実施したこ

とから、中長期計画に

おける所期の目標を達

成していると認められ

る。 
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めの外部機関による研

修会への参加、当事者

以外による検収等を実

施した。 

・④自己評価について

は、当該年度に係る業

務の実績等に関する評

価の一環として年度終

了後に実施し、その結

果を主務大臣に報告し

て主務大臣の評価を受

ける旨を定め、それに

従い実施した。 

・⑤推進体制として、契

約担当役理事を委員

長、総務部長及び委員

長が指名した者を委員

とする防災科学技術研

究所契約審査委員会に

より調達等合理化に取

り組む体制を定め、そ

れに従い実施した。 

・その他、調達等合理化

計画の実施状況を含む

入札及び契約の実施に

ついて契約監視委員会

の点検を受け、その結

果をホームページにて

公表した。 

 

 

 (４)電子化の推進 

 

電子化の促進等に

より事務手続きの

簡素化・迅速化を図

るとともに、利便性

の向上に努める。 

(４)電子化の推進 

 

「国の行政の業務

改革に関する取組

方針～行政の ICT

化・オープン化、業

務改革の徹底に向

けて～」（平成 26 年

７月 25 日総務大臣

決定）を踏まえ、電

子化の促進等によ

(４)電子化の推進 

 

「国の行政の業務

改革に関する取組

方針～行政の ICT

化・オープン化、業

務改革の徹底に向

けて～」（平成 26 年

7 月 25 日総務大臣

決定）を踏まえ、電

子化の促進等によ

(４)電子化の推進 

 

＜評価の視点＞ 

【電子化の推進】 

・電子化の促進を図っ

ているか。 

・情報共有体制を整備

しているか。 

・災害時への対策を実

施しているか。 

(４)電子化の推進 

 

＜主要な業務実績＞ 

・「国の行政の業務改革

に関する取組方針～行

政の ICT 化・オープン

化、業務改革の徹底に

向けて～」（平成 26 年

７月 25 日総務大臣決

定）を踏まえ、イント

ラネットを活用し事務

(４)電子化の推進 

 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ｂ 

 

中長期計画における所期の

目標を達成していると認め

られるため、Ｂ評定とする。 

 

・平成 30 年度には安否確認

システムを導入し、所員

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等につ

いて諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされているため。 
 
＜評価すべき実績＞ 
・全般的には年度目標を計画どおり達成している。 
・安否確認システムの導入、Skype による面談などの IT 化により、業務効率

の向上だけでなく、安全環境の確立、優秀な人材の確保など役立っている点

は評価できる。 
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り事務手続きの簡

素化・迅速化を図る

とともに、利便性の

向上に努める。所内

のイントラネット

の活用を図ると共

に、ウェブ等を活用

した部門横断的な

情報共有体制を整

備する。また、震災

等の災害時への対

策を確実に行うこ

とにより、業務の安

全性、信頼性を確保

する。 

り事務手続きの簡

素化・迅速化を図る

とともに、利便性の

向上に努める。所内

のイントラネット

の活用を図ると共

に、ウェブ等を活用

した部門横断的な

情報共有体制を整

備する。また、震災

等の災害時への対

策を確実に行うこ

とにより、業務の安

全性、信頼性を確保

する。 

部門のマニュアルを整

備し、提出に必要な様

式等においてダウンロ

ードし利用できるよう

にしている。また、役

員等の予定や会議室予

約についてもイントラ

ネットにより確認でき

るように整備してい

る。 

・平成30年度は安否確認

システムを導入し、所

員の安否情報を短時間

で収集することで災害

時の素早い意思決定を

可能にすることによ

り、研究所の BCP の取

組に貢献した。 

さらに、研究系職員の

採用公募について、従

来の応募書類は紙媒体

での受付のみであった

が、平成 30 年 12 月よ

り広く応募してもらう

ため電子メールでの応

募書類の受付を可能と

した。  

また、海外の採用面接

においては Skype のビ

デオ通話を利用した面

接試験を導入した。 

引き続き業務の電子化

を推進しイントラネッ

トを活用することによ

り逐次情報を発信し部

門横断的な情報共有を

実施することとする。 

の安否情報を短時間で収

集することで災害時の素

早い意思決定を可能にす

ることにより、研究所の

BCP の取組に貢献したこ

とは評価できる。さらに、

「国の行政の業務改革に

関する取組方針～行政の

ICT 化・オープン化、業務

改革の徹底に向けて～」

に基づき手続き申請に電

子化を取り入れたことは

評価できる。また、ビデオ

通話を利用した面接試験

については、外国人研究

者の採用において、面接

試験のため訪日する負担

を大きく減らすことが可

能であり、海外の優秀な

研究者の獲得においても

期待できることから評価

できる。 

 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
－ 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
令和元年度行政事業レビュー番号 0248 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指

標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要

な情報 
           
           
           
           
           
           

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 競争的研究資金等

の外部資金の積極

的な獲得や施設利

用等による自己収

入の増加等に努め、

より健全な財務内

容の実現を図る。特

に、本法人が保有す

る大規模実験施設

については、ニーズ

把握・外部への積極

的な働きかけを行

い、研究利用の観点

から適当な稼働率

目標及び利用料等

を設定した具体的

な取組方針を早急

に策定し、安定した

自己収入の確保に

取り組む。 

競争的研究資金等

の外部資金の積極

的な獲得や施設利

用等による自己収

入の増加等に努め、

より健全な財務内

容の実現を図る。特

に、防災科研が保有

する大規模実験施

設については、ニー

ズ把握・外部への積

極的な働きかけを

行い、研究利用の観

点から適当な稼働

率目標及び利用料

等を設定した具体

的な取組方針を策

定し、安定した自己

収入の確保に取り

組む。 

競争的研究資金等

の外部資金の積極

的な獲得や施設利

用等による自己収

入の増加等に努め、

より健全な財務内

容の実現を図る。特

に、防災科研が保有

する大規模実験施

設については、ニー

ズ把握・外部への積

極的な働きかけを

行い、研究利用の観

点から適当な稼働

率目標及び利用料

等を設定した具体

的な取組方針を策

定し、安定した自己

収入の確保に取り

組む。 

 ＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞ 
自己評定：Ｂ 
 
中長期計画における所期の

目標を達成していると認め

られるため、Ｂ評定とする 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等につ

いて諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされているため。 
 
＜評価すべき実績＞ 
・年度目標を達成しているものと認められる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
－ 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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また、運営費交付金

の債務残高につい

ても勘案しつつ予

算を計画的に執行

する。必要性がなく

なったと認められ

る保有財産につい

ては適切に処分す

るとともに、重要な

財産を譲渡する場

合は計画的に進め

る。 
独立行政法人会計

基準の改訂等を踏

まえ、運営費交付金

の会計処理として、

収益化単位の業務

ごとに予算と実績

を管理する体制を

構築するものとす

る。 
 
 

 また、運営費交付

金の債務残高につ

いても勘案しつつ

予算を計画的に執

行する。必要性がな

くなったと認めら

れる保有財産につ

いては適切に処分

するとともに、重要

な財産を譲渡する

場合は計画的に進

める。 
 独立行政法人会

計基準の改訂等を

踏まえ、運営費交付

金の会計処理とし

て、収益化単位の業

務ごとに予算と実

績を管理する体制

を構築するものと

する。 

 また、運営費交付

金の債務残高につ

いても勘案しつつ

予算を計画的に執

行する。必要性がな

くなったと認めら

れる保有財産につ

いては適切に処分

するとともに、重要

な財産を譲渡する

場合は計画的に進

める。 
 独立行政法人会

計基準の改訂等を

踏まえ、運営費交付

金の会計処理とし

て、収益化単位の業

務ごとに予算と実

績を管理する。 

 

 １．予算（人件費の

見積もりを含む）、

収支計画及び資金

計画 
 
（１）予算 
（２）収支計画 
（３）資金計画 

１．予算（人件費の

見積もりを含む）、

収支計画及び資金

計画 
 
（１）予算 
（２）収支計画 
（３）資金計画 

１．予算（人件費の見

積もりを含む）、収支

計画及び資金計画 
 
＜評価の視点＞ 
【収入】 
【支出】 
【収支計画】 
【資金計画】 
【財務状況】 
（当期総利益（又は当

期総損失）） 
・当期総利益（又は当

期総損失）の発生要因

が明らかにされてい

るか。 
・また、当期総利益（又

は当期総損失）の発生

要因は法人の業務運

１．予算（人件費の見積

もりを含む）、収支計画及

び資金計画 
 
（１）予算（別表１） 
（２）収支計画（別表２） 
（３）資金計画（別表３） 

１．予算（人件費の見積もり

を含む）、収支計画及び資金

計画 
 
・運営費交付金の執行率は

約 73%となっているが、

未執行額には、契約済繰

越額ならびに科学技術イ

ノベーション創造推進費

の繰越額等が含まれてお

り、これらを除く執行額

は約 89%に達している。

残額の債務は、当該年度

中に執行を予定していた

業務の契約が整わなかっ

たこと等により翌年度に

繰り越さざるを得なくな

ったものであり、翌年度

早期に執行する予定であ

 



- 112 - 
 

営に問題等があるこ

とによるものか。 
 
（利益剰余金（又は繰

越欠損金）） 
・利益剰余金が計上さ

れている場合、国民生

活及び社会経済の安

定等の公共上の見地

から実施されること

が必要な業務を遂行

するという法人の性

格に照らし過大な利

益となっていないか。 
・繰越欠損金が計上さ

れている場合、その解

消計画は妥当か。 
・当該計画が策定され

ていない場合、未策定

の理由の妥当性につ

いて検証が行われて

いるか。さらに、当該

計画に従い解消が進

んでいるか。 
 
（運営費交付金債務） 
・当該年度に交付され

た運営費交付金の当

該年度における未執

行率が高い場合、運営

費交付金が未執行と

なっている理由が明

らかにされているか。 
・運営費交付金債務

（運営費交付金の未

執行）と業務運営との

関係についての分析

が行われているか。 
（溜まり金） 
・いわゆる溜まり金の

精査において、運営費

交付金債務と欠損金

る。 
当期総利益は、自己収入

により取得した固定資産

の未償却残高等により生

じたものであり、法人の

業務運営に問題等がある

ものではない。 
利益剰余金は、積立金 532
百万円、前中期目標期間

繰越積立金 799 百万円に

当期総利益 130 百万円を

加えた 1,461 百万円であ

り、独立行政法人会計基

準に基づく処理を行った

結果生じているものであ

り過大な利益とはなって

いない。 
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等との相殺状況に着

目した洗い出しが行

われているか。 
 
 

 

（１）予算 

別表１：平成３０年度の予算 

 （単位：百万円） 

区  別 

予算 実績 

研究 

開発の推進 

中核的機関

の形成 

法人 

共通 
合計 

研究 

開発の推進 

中核的機関

の形成 

法人 

共通 
合計 

収入         

運営費交付金 2,047 4,895 799 7,741 2,047 4,895 799 7,741 

寄附金収入 0 0 0 0 4 0 0 4 

施設整備費補助金 0 1,374 0 1,374 0 1,100 0 1,100 

設備整備費補助金 0 0 0 0 0 225 0 225 

自己収入 0 400 0 400 61 757 49 867 

受託事業収入等 692 0 0 692 1,711 0 0 1,711 

地球観測システム研究 

開発費補助金 
0 3,325 0 3,325 0 1,725 0 1,725 

         

計 2,739 9,995 799 13,532 3,823 8,703 847 13,374 

支出         

一般管理費 0 0 523 523 0 0 480 480 

（公租公課、特殊経費を 

除いた一般管理費） 
0 0 431 431 0 0 455 455 

うち、人件費 0 0 243 243 0 0 229 229 

（特殊経費を除いた 

人件費） 
0 0 219 219 0 0 205 205 

物件費 0 0 212 212 0 0 250 250 

公租公課 0 0 68 68 0 0 1 1 

         

事業費 2,047 5,295 276 7,618 2,088 7,181 266 9,535 

（特殊経費を除いた 

事業費） 
2,016 5,291 276 7,583 2,053 7,178 266 9,497 

うち、人件費 460 495 0 955 463 552 0 1,015 

（特殊経費を除いた 

人件費） 
429 490 0 919 427 549 0 976 

物件費 1,587 4,801 276 6,664 1,626 6,629 266 8,521 

（特殊経費を除いた 

物件費） 
1,587 4,801 276 6,664 1,626 6,629 266 8,521 

受託研究費 692 0 0 692 1,611 142 10 1,763 

寄附金 0 0 0 0 1 0 0 1 

地球観測システム研究 

開発費補助金経費 
0 3,325 0 3,325 0 1,695 0 1,695 

施設整備費 0 1,374 0 1,374 0 1,096 0 1,096 

設備整備費 0 0 0 0 0 215 0 215 

         

計 2,739 9,995 799 13,532 3,700 10,328 756 14,785 

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（２）収支計画 

別表２：平成３０年度の収支計画 

 （単位：百万円） 

区  別 

予算 実績 

研究 

開発の推進 

中核的機関

の形成 

法人 

共通 
合計 

研究 

開発の推進 

中核的機関

の形成 

法人 

共通 
合計 

費用の部         

経常経費 3,277 10,874 793 14,944 4,204 13,835 753 18,792 

 一般管理費 0 0 771 771 0 0 711 711 

うち、人件費（管理系） 0 0 375 375 0 0 379 379 

物件費 0 0 327 327 0 0 331 331 

      公租公課 0 0 68 68 0 0 1 1 

  業務経費 2,135 4,727 0 6,862 1,923 6,437 0 8,360 

   うち、人件費（事業系） 797 931 0 1,728 844 1,005 0 1,849 

    物件費 1,338 3,795 0 5,134 1,080 5,432 0 6,511 

施設整備費 0 275 0 275 0 395 0 395 

受託研究費 692 0 0 692 2,001 242 10 2,254 

  補助金事業費 0 1,782 0 1,782 0 1,566 0 1,566 

 減価償却費 451 4,091 22 4,564 279 5,195 31 5,505 

財務費用 0 11 0 11 0 5 0 5 

雑損 0 0 0 0 1 2 0 3 

 臨時損失 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

計 3,277 10,885 793 14,955 4,204 13,842 753 18,799 

         

収益の部          

運営費交付金収益 2,135 4,337 771 7,243 1,904 5,867 700 8,471 

施設整備費 0 275 0 275 0 395 0 395 

受託収入 692 0 0 692 2,294 242 10 2,546 

補助金収益 0 1,782 0 1,782 0 1,593 0 1,593 

その他の収入 0 400 0 400 20 876 2 897 

資産見返運営費交付金戻入 116 332 22 470 99 293 31 423 

資産見返物品受贈額戻入 332 1,014 0 1,346 1 1,316 0 1,317 

資産見返補助金戻入 2 2,742 0 2,744 2 3,122 0 3,124 

資産見返寄附金戻入 1 3 0 4 8 0 0 9 

臨時収益 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

計 3,277 10,885 793 14,955 4,328 13,704 743 18,775 

         

純利益 0 0 0 0 123 △138 △9 △24 

目的積立金取崩額 0 0 0 0 31 122 1 154 

総利益 0 0 0 0 154 △16 △9 130 

         

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

 

 

（３）資金計画 

別表３：平成３０年度の資金計画 

 （単位：百万円） 

区  別 

予算 実績 

研究 

開発の推進 

中核的機関

の形成 

法人 

共通 
合計 

研究 

開発の推進 

中核的機関

の形成 

法人 

共通 
合計 

         

資金支出 2,739 9,995 799 13,532 3,797 8,881 825 20,453 

業務活動による支出 1,424 3,642 557 5,623 3,420 7,238 783 11,441 

投資活動による支出 1,292 6,288 238 7,818 377 1,293 42 1,713 

財務活動による支出 22 65 4 91 0 349 0 349 

次期中長期目標の期間への繰越金 0 0 0 0 0 0 0 6,950 

         

資金収入 2,739 9,995 799 13,532 3,875 8,642 803 20,453 

業務活動による収入 2,739 8,621 799 12,158 3,875 7,316 803 11,994 
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運営費交付金による収入 2,047 4,895 799 7,741 2,047 4,895 799 7,741 

受託収入 692 0 0 692 1,753 0 0 1,753 

補助金収入 0 3,325 0 3,325 0 1,725 0 1,725 

その他の収入 0 400 0 400 75 696 4 775 

投資活動による収入 0 1,374 0 1,374 0 1,325 0 1,325 

施設整備費による収入 0 1,374 0 1,374 0 1,100 0 1,100 

設備整備費による収入 0 0 0 0 0 225 0 0 

         

財務活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 

無利子借入金による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 

前期中長期目標の期間よりの繰越金 0 0 0 0 0 0 0 7,134 

         

※各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

 

 

 ２．短期借入金の限

度額 

 

 短期借入金の限

度額は、11 億円とす

る。短期借入れが想

定される事態理由

としては、運営費交

付金の受入れの遅

延、受託業務に係る

経費の暫時立替等

がある。 

 

 

２．短期借入金の限

度額 

 

短期借入金の限度

額は、11 億円とす

る。短期借入れが想

定される事態理由

としては、運営費交

付金の受入れの遅

延、受託業務に係る

経費の暫時立替等

がある。 

２．短期借入金の限度

額 
 
＜評価の視点＞ 
・短期借入金は有る

か。有る場合は、その

額及び必要性は適切

か。 

２．短期借入金の限度額

短期借入金の限度額 
 
短期借入金はなかった。 

２．短期借入金の限度額短

期借入金の限度額 
 
該当無し。 

 

 

 ３．不要財産又は不

要財産となること

が見込まれる財産

がある場合には、当

該財産の処分に関

する計画 

 

重要な財産を譲渡、

処分する 

計画はない。 

 

３．不要財産又は不

要財産となること

が見込まれる財産

がある場合には、当

該財産の処分に関

する計画 

 

重要な財産を譲渡、

処分する計画はな

い。 

３．不要財産又は不要

財産となることが見

込まれる財産がある

場合には、当該財産の

処分に関する計画 
 
＜評価の視点＞ 
・不要な財産の処分に

関する計画は有るか。

ある場合は、計画に沿

って順調に処分に向

けた手続きが進めら

れているか。 
 
 

３．不要財産又は不要財

産となることが見込まれ

る財産がある場合には、

当該財産の処分に関する

計画 
 
不要財産又は不要財産と

なることが見込まれる財

産はなかった。 

３．不要財産又は不要財産

となることが見込まれる財

産がある場合には、当該財

産の処分に関する計画 
 
該当なし。 
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 ４．前号に規定する

財産以外の重要な

財産を譲渡し、又は

担保に供しようと

するときは、その計

画 

 

なし。 

４．前号に規定する

財産以外の重要な

財産を譲渡し、又は

担保に供しようと

するときは、その計

画 

 

なし。 

４．前号に規定する財

産以外の重要な財産

を譲渡し、又は担保に

供しようとするとき

は、その計画 
 
＜評価の視点＞ 
・重要な財産の処分に

関する計画は有るか。

ある場合は、計画に沿

って順調に処分に向

けた手続きが進めら

れているか。 
 
 

４．前号に規定する財産

以外の重要な財産を譲渡

し、又は担保に供しよう

とするときは、その計画 
 
重要な財産の譲渡、又は

担保に供することはなか

った。 

４．前号に規定する財産以

外の重要な財産を譲渡し、

又は担保に供しようとする

ときは、その計画 
 
該当なし。 

 

 

 ５．剰余金の使途 

 

防災科研の決算に

おいて、剰余金が生

じた時は、重点的に

実施すべき研究開

発業務への充当、職

員教育の充実、研究

環境の整備、業務の

情報化、広報の充実

等に充てる。 

５．剰余金の使途 

 

防災科研の決算に

おいて、剰余金が生

じた時は、重点的に

実施すべき研究開

発業務への充当、職

員教育の充実、研究

環境の整備、業務の

情報化、広報の充実

等に充てる。 

５．剰余金の使途 
 
＜評価の視点＞ 
・利益剰余金は有る

か。有る場合はその要

因は適切か。 
・目的積立金は有る

か。有る場合は、活用

計画等の活用方策を

定める等、適切に活用

されているか。 

５．剰余金の使途 

 

剰余金は、中長期計画に

定める重点的に実施すべ

き研究開発業務への充

当、職員教育・福利厚生

の充実、業務の情報化、

防災科研の行う広報の充

実に充てることとなって

いるが、平成 30年度の決

算においては、これらに

充当できる剰余金は発生

しなかった。 

 

 

５．剰余金の使途 
 
該当無し。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上より、中長期計画にお

ける所期の目標を達成して

いると認められる。 
 
 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
令和元年度行政事業レビュー番号 0248 0249 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指

標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要

な情報 
           
           
           
           
           
           

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
     ＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
 
中長期計画における所期の

目標を達成していると認め

られるため、評定をＢとす

る。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
以下に示すとおり、国立研究開発法人の中長期目標等に照らし、成果等につ

いて諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされているため。 
 
＜評価すべき実績＞ 
・コンプライアンス、情報セキュリティ、安全衛生に関してインシデントがな

かったことは評価できる。 
・有期雇用から無期雇用への転換制度や外国人研究者向けにバイリンガル化

を行うなど、優秀な人材の確保を推進している点は評価できる。 
・厳しい財政状況にもかかわらず、老朽化が進んだ施設や設備等を適切に維持

管理できたことは目標を達成していると認められ、評価できる。 
 
＜今後の課題・指摘事項＞ 
－ 
 
＜審議会及び部会からの意見＞ 
－ 
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１．国民からの信頼

の確保・向上 

 

（１）コンプライア

ンスの推進 

 

 

研究開発活動の信

頼性の確保、科学技

術の健全性の観点

から、研究不正に適

切に対応するため、

組織として研究不

正を事前に防止す

る取組を実施する

とともに、管理責任

を明確化する。ま

た、万が一研究不正

が発生した際の対

応のための体制を

整備する。 

適正な業務運営及

び国民からの信頼

を確保するため、

「独立行政法人等

の保有する情報の

公開に関する法律」

（平成 13 年法律第

140 号）及び「個人

情報の保護に関す

る法律」（平成 15年

法律第 57 号）に基

づき、適切かつ積極

的に情報の公開を

行うとともに、個人

情報の適切な保護

を図る取組を行う。 

さらに、上記取組を

実施するために、職

員への周知徹底等

の取組を行う。 

 

１．国民からの信頼

の確保・向上 

 

（１）研究倫理の確

立及びコンプライ

アンスの推進 

 

研究開発活動の信

頼性の確保、科学技

術の健全性の観点

から、研究不正に適

切に対応するため、

理事長のリーダー

シップの下、予算執

行及び研究不正防

止を含む防災科研

における業務全般

の一層の適正性確

保に向け、厳正かつ

着実にコンプライ

アンス業務を推進

する。また、コンプ

ライアンス遵守に

向けた体制整備等、

ガバナンスの強化

を図り、必要に応じ

て不断の見直しを

行う。 

 適正な業務運営

及び国民からの信

頼を確保するため、

適切かつ積極的に

情報の公開を行う

とともに、個人情報

の適切な保護を図

る取組を推進する。

具体的には、「独立

行政法人等の保有

する情報の公開に

関する法律」（平成

13 年法律第 140 号）

及び「個人情報の保

１．国民からの信頼

の確保・向上 

 

（１）研究倫理の確

立及びコンプライ

アンスの推進 

 

研究開発活動の信

頼性の確保、科学技

術の健全性の観点

から、研究不正に適

切に対応するため、

理事長のリーダー

シップの下、予算執

行及び研究不正防

止を含む防災科研

における業務全般

の一層の適正性確

保に向け、厳正かつ

着実にコンプライ

アンス業務を推進

する。また、コンプ

ライアンス遵守に

向けた体制整備等、

ガバナンスの強化

を図り、必要に応じ

て不断の見直しを

行う。 

 適正な業務運営

及び国民からの信

頼を確保するため、

適切かつ積極的に

情報の公開を行う

とともに、個人情報

の適切な保護を図

る取組を推進する。

具体的には、「独立

行政法人等の保有

する情報の公開に

関する法律」（平成

13 年法律第 140 号）

及び「個人情報の保

１．国民からの信頼の

確保・向上 
 
（１）研究倫理の確立

及びコンプライアン

スの推進 
 
＜評価の視点＞ 
【適正性の観点】 
○コンプライアンス

体制は整備されてい

るか 
・法令順守の徹底と社

会的信頼性の維持向

上に資する業務の遂

行、情報の公開が推進

されたか。 
 
【適正な体制の確保

の観点】 
○研究不正に対応す

るための規定や組織

としての責任体制の

整備及び運用が適切

になされているか 

１．国民からの信頼の確

保・向上 

 

（１）研究倫理の確立及

びコンプライアンスの推

進 

 

・防災科研の役職員が法

令等の遵守を確実に実

践することを推進する

ため、「コンプライアン

ス委員会」を設置し、

コンプライアンス推進

のための活動方策の策

定・更新及び実施、コ

ンプライアンスに反す

る行為に対する対応、

コンプライアンスに反

する事案の再発防止策

の策定等について調査

審議を行うことしてい

る。 

・なお、「防災科研初任者

ガイダンス」において、

防災科研の不正活動防

止への取組及び公益通

報制度を説明して、新

規採用者に対しコンプ

ライアンスの啓発を行

った。 

・また、全職員を対象に

「公的研究費の適正な

執行に関する全所説明

会」を開催し、不正使

用等を引き起こす要因

と防止に向けた取組等

の説明を行い、公的研

究費の適正な執行につ

いて意識向上を図っ

た。 

・さらに、文部科学大臣

決定「研究活動におけ

１．国民からの信頼の確保・

向上 

 

（１）研究倫理の確立及び

コンプライアンスの推進 

 

 

・コンプライアンスに反す

るような事案の発生はな

かった。また、公的研究費

の適切な執行に関する研

修会を実施や、研究倫理

教育を実施するほか、平

成 30年度において「コン

プライアンス推進週間」

を設定し、新たな取組と

してコンプライアンスカ

ードを製作するなどコン

プライアンス意識啓発の

ための活動が強化された

ことは評価できる。 
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護に関する法律」

（平成 15 年法律第

57 号）に基づき、適

切に対応するとと

もに、職員を対象に

定期的に不正防止

や個人保護情報等

に係る説明会、なら

びに e-ラーニング

等を活用した理解

度調査を実施する。 

 

護に関する法律」

（平成 15 年法律第

57 号）に基づき、適

切に対応するとと

もに、職員を対象に

定期的に不正防止

や個人保護情報等

に係る説明会、なら

びに e-ラーニング

等を活用した理解

度調査を実施する。 

 

 

 

 

る不正行為への対応等

に関するガイドライ

ン」に基づき、研究活

動にかかわる者等を対

象に研究倫理教育に関

するプログラムを履修

させ、研究倫理の向上

を図った。 

・そのほか平成30年度よ

り国立研究開発法人協

議会において「コンプ

ライアンス推進週間」

が設定され各国立研究

開発法人がコンプライ

アンスの重要性を職員

に訴えていく取組の一

つとしてポスターの掲

示のほか独自の取組と

して外部講師派遣によ

るコンプライアンス研

修、役職員に対するコ

ンプライアンス意識の

醸成を図るため、携帯

可能なコンプライアン

スカードを製作した。 

・防災科研の情報提供に

ついては、前年度に引

き続き防災科研の組

織、業務及び財務につ

いての基礎的な情報、

評価及び監査に関する

情報等をホームページ

に掲載して諸活動の情

報を公開している。 

・なお、情報公開制度の

適正な運用について

は、「独立行政法人等の

保有する情報の公開に

関する法律」、「独立行

政法人等の保有する情

報の公開に関する法律

施行令」を踏まえ、「国
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立研究開発法人防災科

学技術研究所情報公開

規程」等を定めており、

なお、平成 30 年度に

おいては、法人文書開

示の請求はなかった。 

 

 

 

（２）情報セキュリ

ティ対策の推進 

 

政府機関の情報セ

キュリティ対策の

ための統一基準群

を踏まえ、情報セキ

ュリティ・ポリシー

を適時適切に見直

すとともに、これに

基づき情報セキュ

リティ対策を講じ、

情報システムに対

するサイバー攻撃

への防御力、攻撃に

対する組織的対応

能力の強化に取り

組む。また、対策の

実施状況を毎年度

把握し、PDCA サイク

ルにより情報セキ

ュリティ対策の改

善を図る。 

 

（２）情報セキュリ

ティ対策の推進 

 

政府機関の情報セ

キュリティ対策の

ための統一基準群

を踏まえ、情報セキ

ュリティ・ポリシー

を適時適切に見直

すとともに、これに

基づき情報セキュ

リティ対策を講じ、

情報システムに対

するサイバー攻撃

への防御力、攻撃に

対する組織的対応

能力の強化に取り

組む。また、対策の

実施状況を毎年度

把握し、PDCA サイク

ルにより情報セキ

ュリティ対策の改

善を図るほか、e-ラ

ーニング等を活用

した情報セキュリ

ティ対策に関する

職員の意識向上を

図るための取組を

継続的に行う。 

 

（２）情報セキュリ

ティ対策の推進 

 

政府機関の情報セ

キュリティ対策の

ための統一基準群

を踏まえ、情報セキ

ュリティ・ポリシー

を適時適切に見直

すとともに、これに

基づき情報セキュ

リティ対策を講じ、

情報システムに対

するサイバー攻撃

への防御力、攻撃に

対する組織的対応

能力の強化に取り

組む。また、対策の

実施状況を毎年度

把握し、PDCA サイク

ルにより情報セキ

ュリティ対策の改

善を図るほか、e-ラ

ーニング等を活用

した情報セキュリ

ティ対策に関する

職員の意識向上を

図るための取組を

継続的に行う。 

 

（２）情報セキュリテ

ィ対策の推進 
 
＜評価の視点＞ 
【適正性の観点】 
○情報セキュリティ

対策は整備されてい

るか 
・適切な情報セキュリ

ティ対策が推進され

たか。 
 
【適正な体制の確保

の観点】 
○情報セキュリティ

に対応するための規

定や組織としての責

任体制の整備及び運

用が適切になされて

いるか 

（２）情報セキュリティ

対策の推進 

 

・制定された「国立研究

開発法人防災科学技術

研究所セキュリティポ

リシー」に基づき、理

事を委員長とする「防

災科学技術研究所セキ

ュリティ委員会」の体

制の元、継続して取り

組んでいる。 

・平成30年度に制定され

た、「政府機関等の情報

セキュリティ対策のた

めの統一基準群(平成

30 年度版)」に準拠す

るため、平成 30 年 11

月にセキュリティポリ

シーを見直し、改訂し

た。 

・重要なセキュリティ情

報は、イントラネット

を通じ、全職員に周知

徹底するとともに、継

続的なセキュリティ意

識の向上策として、e-

ラーニングによるセキ

ュリティ教育と、標的

型攻撃メールの模擬訓

練を実施している。ま

た、ネットワーク監視

装置、端末の資産管理

システムを平成 30 年

（２）情報セキュリティ対

策の推進 

 

・「国立研究開発法人防災科

学技術研究所セキュリテ

ィポリシー」を策定し、適

宜適切に見直しされてい

る。 

・適切な委員会の体制の元、

継続した教育により、セ

キュリティ意識の向上を

図っている。 

・さらに、ネットワーク監視

装置、端末の資産管理シ

ステム追加設置し、サイ

バー攻撃への防御力を強

化したことは評価でき

る。 
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度に追加導入し、サイ

バー攻撃への防御力を

強化した。 

 

 

 

（３）安全衛生及び

職場環境への配慮 

 

業務の遂行に伴う

事故及び災害等の

発生を未然に防止

し業務を安全かつ

円滑に遂行できる

よう労働安全衛生

管理を徹底する。ま

た、実験施設を利用

した業務において

は、安全管理計画書

等を作成するなど、

安全管理の徹底、事

故等の発生防止に

一層努める。 

（３）安全衛生及び

職場環境への配慮 

 

業務の遂行に伴う

事故及び災害等の

発生を未然に防止

するとともに、業務

を安全かつ円滑に

遂行できるよう労

働安全衛生管理を

徹底する。 

 実験施設を利用

した業務において

は、その都度、安全

管理計画書等を作

成するなど、安全管

理の徹底、事故等の

発生防止に一層努

める。また、職員の

健康管理において

は、ストレスチェッ

クや健康相談等の

メンタルヘルス対

策を推進し、職員が

安心して職務に専

念できる職場環境

づくりを進める。 

（３）安全衛生及び

職場環境への配慮 

 

業務の遂行に伴う

事故及び災害等の

発生を未然に防止

するとともに、業務

を安全かつ円滑に

遂行できるよう労

働安全衛生管理を

徹底する。 

 実験施設を利用

した業務において

は、その都度、安全

管理計画書等を作

成するなど、安全管

理の徹底、事故等の

発生防止に一層努

める。また、職員の

健康管理において

は、ストレスチェッ

クや健康相談等の

メンタルヘルス対

策を推進し、職員が

安心して職務に専

念できる職場環境

づくりを進める。 

（３）安全衛生及び職

場環境への配慮 
 
＜評価の視点＞ 
【適正性の観点】 
○安全衛生及び職場

環境への配慮が十分

に図られているか 

（３）安全衛生及び職場

環境への配慮 

 

・安全衛生委員会を毎月

１回開催し、職員の危

険又は健康障害を防止

するための基本となる

対策について、調査審

議した。 

・職場内での事故や災害

の発生を未然に防止す

るとともに衛生管理を

徹底させるため、産業

医や衛生管理者等によ

る各居室の安全衛生巡

視を定期的に実施し

た。 

・大型実験施設を利用し

た実験研究において

は、その都度、安全管

理計画書を作成、また、

所内一般公開において

は、KYK（危険予知訓練）

を実施し、安全管理の

徹底、事故等の発生防

止に努めた。 

・職員への安全衛生に関

する教育としては、 新

たに採用された職員を

中心に、AED（Automated 

External Defibrillator）

の取扱方法を含めた救

急法講習会を実施し

た。 

（３）安全衛生及び職場環

境への配慮 

 

・労働安全衛生及び職場環

境の向上を目的として、

新規採用職員へのガイダ

ンスを始め、各種の研修

や講習会が適切に実施さ

れたことは評価できる。

また、産業医や衛生管理

者等による安全衛生巡

視、大型実験施設での安

全管理計画書の作成、定

期健康診断、健康相談、ス

トレスチェックなどが計

画的かつ適切に実行さ

れ、また、近年増加してい

る自然災害に対応した災

害派遣者に対してもスト

レスチェックを導入しフ

ォローアップを実施して

いる。その他、外部委託に

より、メンタルヘルス等

に関するサポートの充実

化を図ったことも評価で

きる。 
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・職員の健康管理におい

ては、定期健康診断、

個人のストレスチェッ

クのみならず集団分析

を実施し組織毎の改善

指導に役立つデータを

作成、健康相談を実施

するとともに、特にメ

ンタル面でのフォロー

アップを図るため、産

業医による長時間労働

の面接指導を実施し

た。さらに、災害派遣

時においてもストレス

チェックを導入し、災

害派遣期間終了後にお

いても職員のフォロー

アップを実施してい

る。 

・また、外部委託により、

24 時間健康相談サービ 

スを取り入れ、職員等の

健康管理、メンタルヘル

ス等に関するサポートの

充実化を図った。 

 

 

 

２．人事に関する事

項 

 

研究開発成果の最

大化と効率的な業

務遂行を図るため、

若手職員の自立、女

性職員の活躍等が

できる職場環境の

整備、充実した職員

研修、適切な人事評

価等を実施する。ま

た、外国人研究者の

受入れを含め優秀

かつ多様な人材を

２．人事に関する事

項 

 

研究開発成果の最

大化と効率的な業

務遂行を図るため、

若手職員の自立、女

性職員の活躍等が

できる職場環境の

整備、充実した職員

研修、適切な人事評

価等を実施する。ま

た、防災科学技術の

中核的機関として、

研究者の流動性向

２．人事に関する事

項 

 

研究開発成果の最

大化と効率的な業

務遂行を図るため、

若手職員の自立、女

性職員の活躍等が

できる職場環境の

整備、充実した職員

研修、適切な人事評

価等を実施する。ま

た、防災科学技術の

中核的機関として、

研究者の流動性向

２．人事に関する事項 
 
 
＜評価の視点＞ 
【人事に関する計画】 
・人事に関する計画は

有るか。有る場合は、

当該計画の進捗は順

調か。 
・人事管理は適切に行

われているか。 
 

２．人事に関する事項 

 

 

（１） 人員に係る指標 

中長期計画に定める人件

費の範囲内で、事務部門

及び研究部門の計画的な

人員の配置を行った。 

 

（２） 職員研修制度の

充実 

平成 30 年度は、防災科

研が主催する防災科研ガ

イダンス、公的研究費の

適正な執行に向けての説

２．人事に関する事項 

 

 

・中長期計画に定める人件

費の範囲内で人員の計画

的な配置が進められたこ

とは評価できる。 

・また、資質の向上を目指し

て研究所の内外におい

て、昨年度よりも研修内

容の充実を図った様々な

研修や説明会等に、役職

員が積極的に参加し、科

研費獲得に向けた所内説

明会や管理者向け一般職
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確保するため、採用

及び人材育成の方

針等を盛り込んだ

人事に関する計画

を策定し、戦略的に

取り組む。 

上を目指し、外国人

研究者の受入れを

含め優秀かつ多様

な人材を確保する

ため、採用及び人材

育成の方針等を盛

り込んだ人事に関

する計画を策定し、

戦略的に取り組む。 

研究者の流動性向

上、総合防災研究機

関として、これまで

以上に多様なバッ

クグラウンド・専門

性を有した研究者

の確保に努める。 

上を目指し、外国人

研究者の受入れを

含め優秀かつ多様

な人材を確保する

ため、採用及び人材

育成の方針等を盛

り込んだ人事に関

する計画を策定し、

戦略的に取り組む。 

研究者の流動性向

上、総合防災研究機

関として、これまで

以上に多様なバッ

クグラウンド・専門

性を有した研究者

の確保に努める。 

明会、公文書管理法説明

会、文書管理担当者実務

研修、広報研修、科研費

獲得に向けた所内説明、

安全保障輸出管理セミナ

ー、知的財産ポリシー説

明会、管理者向けメンタ

ルヘルス・ハラスメント

に関する研修会、マネジ

メント研修、コンプライ

アンス研修、ウェブアク

セシビリティ講習会、英

語研修を実施した。特に

メンタルヘルス・ハラス

メントにおいては、一般

職員向けにも研修を実施

しメンタルヘルス・ハラ

スメント教育の拡充を図

った。また他機関が主催

する英語研修、給与実務

研究会等を実施した。そ

のほか、集合型研修だけ

ではなく、e-ラーニング

による研修を実施したこ

とにより、個人情報保護

のための研修や、情報セ

キュリティ研修、研究活

動の不正防止関する研修

等に役職員が積極的に参

加した。 

 

（３） 職員評価結果の

反映 

職員の業務に対するモチ

ベーションの向上を図る

ため、職員評価の結果を

昇給、昇格、賞与等に反

映させるとともに、研究

職員の評価結果について

は、結果のフィードバッ

クを行った。 

また、平成 29 年度に新設

員向けと一部の研修内容

の差別化を図り実施した

ことは高く評価できる。

さらに、職員評価につい

て、有期雇用職員の評価

を給与に反映させる制度

の新設や評価結果を給与

に反映したことは高く評

価できる。 

・居室の環境改善に向けた

大規模な改修などを実施

したことは評価できる。 
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された業績手当の支給に

ついて、職員評価の結果

に基づいて、特に優秀な

有期雇用職員に対して業

績手当を支給した。さら

に、長期に継続雇用され

ている有期雇用職員に対

して昇給制度を新設し、

職員評価の結果に基づい

て特に優秀な有期雇用職

員に対して昇給を実施し

た。 

 

（４） 職場環境の整備 

所内のイントラネットへ

育児・介護に関する制度

をわかりやすくまとめた

ページを開設し、職員に

対しての育児・介護制度

の理解及び促進を図っ

た。 

外国人を含む優秀かつ多

様な人材の確保のため、

英文での公募を実施し、

就業規則等の主要な規

程・契約書についてバイ

リンガル化を行った。さ

らに、日本における生活

支援等のため、外国人相

談窓口を設けて様々な相

談への対応を行うととも

に、外国人向けパンフレ

ットを配布している。 

平成 30 年度においては、

研究室及び居室等利用委

員会を開催し、組織改正

に向けた居室の確保、部

門間で離散した居室の集

約、スペースの拡充や収

納の確保に向けた職場環

境改善を実施した。 
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３．施設・設備に関

する事項 

 

業務に必要な施設

や設備については、

老朽化対策を含め

必要に応じて重点

的かつ効率的に更

新及び整備する。 

３．施設・設備に関

する事項 

 

中長期目標を達成

するために業務に

必要な施設や設備

等については、老朽

化対策を含め必要

に応じて重点的か

つ効率的に更新及

び整備する。 

３．施設・設備に関

する事項 

 

中長期目標を達成

するために業務に

必要な施設や設備

等については、老朽

化対策を含め必要

に応じて重点的か

つ効率的に更新及

び整備する。 

３．施設・設備に関す

る事項 
 
＜評価の視点＞ 
【施設・設備に関す 
る事項】 
・施設及び設備に関す

る計画は有るか。有る

場合は、当該計画の進

捗は順調か。 
 

３．施設・設備に関する

事項 

 

・消防法、建築基準法、電

気事業法、水道法、水

質汚濁防止法、フロン

排出抑制法、省エネ法、

労働安全衛生法（クレ

－ン等安全規則）等に

基づく法令点検、その

他機能維持を保つため

の定期的な点検及び突

発的な修繕を行い、施

設や設備等の維持管理

に努めた。 

・さらに、施設・設備等の

老朽化対策を含め必要

に応じて重点的かつ効

率的に更新及び整備す

る観点から、調査及び

精査を行い、施設・設

備等の経年劣化による

破損、発錆、腐食、故

障、性能低下を確認し

た。 

・平成 30年度は、この中

で優先度の高い施設や

設備の更新及び整備を

行うこととし、本所（茨

城県つくば市）は大型

降雨実験施設の大扉開

閉装置ワイヤーロープ

更新等を行った。また、

雪氷防災研究センター

では雪・雪崩観測設備

整備として野外観測設

備、及び冷却装置（降

雪装置コントロール設

備）の整備を行った。 

・未実施のものは優先度

を踏まえて更新計画に

基づき、順次、更新等

３．施設・設備に関する事項 

 

 

・厳しい財政状況にもかか

わらず、老朽化が進んだ

施設や設備等を適切に維

持管理できたことは目標

を達成していると認めら

れ、評価できる。 
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を行うこととしていき

たい。 

 

 

 ４．中長期目標期間

を超える債務負担 

 

中長期目標期間を

超える債務負担に

ついては、防災科学

技術等の研究開発

に係る業務の期間

が中長期目標期間

を超える場合で、当

該債務負担行為の

必要性及び資金計

画への影響を勘案

し、合理的と判断さ

れるものについて

行う。 

４．中長期目標期間

を超える債務負担 

 

中長期目標期間を

超える債務負担に

ついては、防災科学

技術等の研究開発

に係る業務の期間

が中長期目標期間

を超える場合で、当

該債務負担行為の

必要性及び資金計

画への影響を勘案

し、合理的と判断さ

れるものについて

行う。 

 

４．中長期目標期間を

超える債務負担 
 
＜評価の視点＞ 
【中長期目標期間を

超える債務負担】 
・中長期目標期間を超

える債務負担は有る

か。有る場合は、その

理由は適切か。 

４．中長期目標期間を超

える債務負担 

 

中長期目標を超える債務

負担はなかった。 

４．中長期目標期間を超え

る債務負担 

 

該当無し。 

 

 

 ５．積立金の使途 

 

前中長期目標期間

の最終年度におけ

る積立金残高のう

ち、文部科学大臣の

承認を受けた金額

については、国立研

究開発法人防災科

学技術研究所法に

定める業務の財源

に充てる。 

５．積立金の使途 

 

前中長期目標期間

の最終年度におけ

る積立金残高のう

ち、文部科学大臣の

承認を受けた金額

については、国立研

究開発法人防災科

学技術研究所法に

定める業務の財源

に充てる。 

５．積立金の使途 
 
＜評価の視点＞ 
【積立金の使途】 
・積立金の支出は有る

か。有る場合は、その

使途は中長期計画と

整合しているか。 

５．積立金の使途 

 

積立金の支出はなかっ

た。 

５．積立金の使途 

 

該当無し。 

 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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